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はじめに

裁判所における情報公開制度は，平成13年4月に運用が開始され，今日までに様々

な司法行政文書開示申出が行われてきた。近年， 申出件数は増加傾向にあり，今後もそ

の傾向は続くと考えられる。また，行政機関情報公開法の改正が見込まれるなど，裁判

所の情報公開制度を取りまく環境も変わりつつある。このような状況の中，文書開示事

務の円滑な遂行のためには，事務担当者の高い専門的知識と適正迅速な事務処理能力が

不可欠である。これまで， 「情報公開に関する運用要領j (平成17年12月）など，事

務処理の参考となる資料はあったものの，開示対象文書の選別や不開示部分のマスキン

グ例等を分かりやすくまとめたツールは乏しく，事務担当者が実際の対応場面で苦慮す

ることは少なからずあったものと思われる。

本年4月で，裁判所における情報公開制度の運用開始から10年が経ち，事例が相

当程度集まるとともに，文書開示の運用が一定程度確立した事例も見られるようになっ

てきた。そこで，今般，事務担当者が適正迅速に文書開示事務を行うための参考事項や

参考例を， この「司法行政文書開示手続の手引」に取りまとめ，発行する運びとなった。

本手引は， 「総論編」と「各論編Jからの二部構成となっており， 「総論編」では，情

報公開関連通達や運用要領ではあまり触れられていないものの，事務担当者が文書開示

事務を行う際にぜひ念頭に置いていただきたい事項について， 「各論編」では，比較的

申出の頻度が高いと思われる事例についての具体的対応方針が示されている。

なお，本手引は，平成23年3月時点での最高裁判所事務総局における検討・運用を

踏まえたものであり，今後，行政機関情報公開法の改正や行政府省の取扱いの変更，事
例の集積等により，考え方や対応方針が変更され得るものであるため，今後，定期的な

見直しを図ることが予定されている。

本手引が，裁判所における司法行政文書開示事務の理解を深める一助となれば幸いで

ある。

平成23年3月

平成23年度改訂にあたって

第177回国会に提出された行政機関情報公開法改正法案には，開示・不開示の決定

は，原則として開示請求があった日から，行政機関の休日を除き14日以内にしなけれ

ばならないこと，及び，開示請求者は，行政機関が法定の期間内に開示・不開示の決定

をしないときは，請求対象文書について不開示決定があったものとみなすことができる

旨の内容が盛り込まれている。

裁判所の情報公開制度は通達に基づくものであるが，同改正法案の趣旨を踏まえ，司



法行政文書開示の事務処理にかかる期間のさらなる短縮を図るべく，時間を要している

と考えられる開示対象文書の検討の段階で生じた疑義を速やかに解決したうえで不開示

部分を検討するなど，事案に応じて事務処理の方法を工夫していただければ幸いである。

なお，開示対象文書の選別や不開示部分の検討に疑義が生じたような場合には，情

報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース (httP://koukai-hogo-

db.SoumU.go.jp)を利用することが有用である。

おづて，今回の改訂の内容は以下のとおりである。

第一部総論編

○【8特定不十分による不開示】 （加筆）

○【12苦情の申出について】 （新設）

○【13裁判所の司法行政文書開示手続と行政不服審査制度，取消訴訟の関係】 （項

番号の変更のみ）

第二部各論編

○【1留意事項】 （加筆）

○【12職員配置表】 （加筆）

○【18請求書，契約書】 （加筆）

○【19入札経過調書，開札経過調書（物品・役務調達)】 （加筆・訂正）

○（別紙14）職員配置表（加筆）

○（別紙22）開札経過調書（差替え）

○別表1ないし3 （加筆・訂正）

平成24年3月

平成24年度改訂に当たって

第177回国会に提出された行政機関情報公開法改正法案は，成立せずに廃案となっ

たが，司法行政文書開示の事務処理にかかる期間の短縮を図ることが今後も重要である

ことに何ら変わるところはない。よって，本手引を参照してこれまでどおり迅速な事務

処理に努めていただければ幸いである。

なお，今回の改訂の主な内容は以下のとおりである。

第一部総論編

○【1 司法行政文書と裁判関連文書】 （加筆）

○【3開示対象文書の単位】 （訂正）

○【7開示通知書中の「開示しないこととした部分とその理由｣，及び不開示通知書

中の「開示しないこととした理由」の記載例】 （加筆）

第二部各論編



○【14出勤簿】 （新規）

○【21 営繕工事における予定価格の積算資料】 （新規）

○（別紙17）出勤簿（新規）

○別表1ないし3 （加筆・訂正）

平成25年3月

平成25年度改訂に当たって

本手引の発出から約3年が経過し，各庁における事務処理に当たっては本手引を参照

しながら順調に運用されているものと思われるが，今年度も最近の事例等を考慮し，若

干の改訂を行ったので参考にしていただきたい。

ところで，本手引の各論編は，比較的申出の頻度が高いと思われる事例についての具

体的対応方針を検討する際に参考としていただくものであって，あらゆる事例を網羅す

ることを目的とするものではなく， これまで既に相当数の事例が掲載されていることを

踏まえると，今後さらに多数の事例を追加していくことは現実的ではない。そこで，各

庁においては， これらを参考としてマスキングポリシーについての考え方の理解を深め

るなどしていただき，各論編に掲載されていない文書が開示対象文書となる場合にも適

切に対応していただきたい。

また，初めて情報公開事務に携わる職員等を対象として，情報公開事務の処理に必要

な基本的事項をまとめた文書を作成し， これを本手引の末尾に添付することとしたので，

執務の参考にしていただければ幸いである。

平成26年4月

平成28年度改訂に当たって

平成28年4月で裁判所における情報公開制度の運用開始から15年が経ち，司法行

政文書開示手続の運用が一定程度確立したところではあるが，一方で時代の変遷ととも

に不開示情報該当性に疑義が生じる事例が多数見られるようになってきた。また，平成

27年7月1日から情報公開・個人情報保護審査委員会が最高裁判所に設置されるなど

裁判所の情報公開制度自体も変化し，情報公開事務についても， これまで以上に第三者

の納得が得られる程度に合理的な説明ができるよう情報公開事務に携わる職員等それぞ

れが適切に対応することが求められている。

そこで，今般， これまで手引に記載されていた内容について全面的に見直しを行うこ

ととし，行政機関情報公開法の基本的な考え方に立ち返りつつ，行政府省の取扱いや情



報公開・個人情報保護審査委員会の答申を踏まえ，情報公開事務を処理するに当たって

検討すべき点を改めて整理し直したので，各庁においても本手引を執務の参考としてい

ただきたい。

なお，情報公開・個人情報保護審査委員会の答申は，裁判所ウェブサイト

(httP://Ww, courts.go.jp/Saikosailiinkaijyouhoukoukai_kQjiljyouhou/index.html)

で公表されているので，利用していただきたい。

平成29年3月
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第一部総論編

1 司法行政文書（取扱要綱記第1）

裁判所における文書開示手続の対象は，司法行政文書である（取扱要綱記第2)。

司法行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に関

する文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ｡）であって，裁判

所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所が保有しているものをいう （取扱要

綱記第1)。

文書開示手続の対象となる「司法行政文書」には，事件記録のほか，裁判体が裁判

を行うために作成するメモなどの内部検討文書や，裁判に密接に関連する事項につ

いて，裁判官等が申合せを行った結果を記載し，裁判所の裁判部において管理して

いる文書（委員会答申平成27年度（情）答申第3号等）など，事件の審理・判断

作用に関わる文書やその過程で作成された文書は，含まれない'。

また，定義から明らかなように，作成ではなく取得によって司法行政文書性を有

するに至ることもあり得る。事務局所属の職員が，裁判部作成に係る裁判事務に関

する文書を司法行政事務処理の目的で取得した場合， 当該文書は「裁判所の職員が

職務上取得した司法行政事務に関する文書」 と評価できることから，裁判部が当初

作成した時点では裁判事務に関する文書であって，司法行政文書に含まれないもの

であったとしても，後に事務局所属の職員が取得した時点で司法行政文書性を有す

るに至り，文書開示手続の対象となることになる。

ただし， この場合でも，取扱要綱記第2ただし書の該当性について別途検討を要

する点は，通常の司法行政文書の開示と同様である。例えば，総務課所属の職員が，

刑事部作成の刑事裁判書写しを広報目的で取得した場合には，その取得の時点で，

当該裁判書写しは司法行政文書性を有するに至るが，刑事裁判書写しは，刑事訴訟

法53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し，情報公開法の適用を受けないこと

とされているため，取扱要綱記第2の1により開示することができない（24頁総

論編9(2)ウ及びキ参照)。

、 なお, (1肝1事裁判の内容を要約するなどして作成された判決要旨については， 「訴

訟に関する書類」には該当しないため，文書開示手続の対象となり得るし， (2)民事

訴訟法には，刑事訴訟法53条の2のような規定はないため，事務局所属の職員が

’これは，憲法上，司法権の独立，裁判官の職権行使の独立が保障されているところ（憲法76

条)，裁判体が，中立かつ公正な判断を行い，その職権を独立して行使するためには，事件の審理や

判断の作用に影響を及ぼす可能性のある行為等をできる限り排除する必要があることから，開示の

対象を司法行政文書に限定し，事件の審理・判断作用に関わる文書やその過程で作成された文書が

外部に公開されることがないようにするのが相当であるという事情に基づく。

1



司法行政事務処理の目的で取得した民事裁判書写しについては，司法行政文書とし

て，文書開示手続の対象となり得ることに注意を要する。

※裁判部所属の職員による訴訟当事者等対応において，裁判手続としての閲覧・

謄写手続の教示をしても納得が得られない場合に，安易に文書開示手続の教示

をすると， 申出に係る文書が司法行政文書に該当しないため開示できないとい

う事態が生じかねない。

このように，開示申出人に余計な期待を抱かせたにもかかわらず，結果とし

て何ら開示申出人の利益にならない場合も考えられることから，文書開示手続

の教示に及ぶ場合には，手続の存否に関する教示も含めて，全て開示手続の窓

口である総務課（取扱要綱記第6）に委ね，同課において対応することが望ま

しい。

一方，総務課においても， (1)開示対象文書の存在が明らかでないにもかかわ

らず，開示申出をしようとする者に対し，開示することを前提に説明したり，

(2)文書開示手続においては， グローマー拒否（取扱要綱記第5，法8条， 20

頁総論編8参照）をせざるを得ないような場合にもかかわらず，同手続の教示

をしたりする（なお， このような場合であっても，保有個人情報開示手続であ

れば，行政機関個人情報保護法45条1項に規定する刑事事件等に関する情報

を除き，開示申出をしようとする者の求める情報を開示できることもある｡）な

ど，不適切な事務を行わないよう， 日頃から，文書開示手続に関する基礎知識

を身に付ける必要がある。

2



2法2条2項1号に相当する文書について

裁判所の情報公開の運用は，行政府省における情報公開制度の趣旨を踏襲して行わ

れているものであり，情報公開法における行政文書の定義ぶりと取扱要綱記第1に

おける司法行政文書の定義ぶりはほぼ同一であるから，開示対象となる司法行政文

書の範囲は基本的に行政文書と同様に考えて差し支えない。

「官報， 白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的と

して発行されるもの」 （法2条2項1号）は，行政文書から除かれる。取扱要綱は，

司法行政文書から除外される文書の類型についての明文の規定を置いていないもの

の， この点について行政府省と取扱いを異にする実質的な理由はなく，裁判所のみ

が，官報， 白書，新聞，雑誌書籍その他不特定多数の者に販売することを目的と

して発行されるものを司法行政文書として情報公開の対象とする趣旨ではないと解

されるから， これらの書籍類については，行政文書と同様に司法行政文書から除か

れる。

また，市販されている書籍と同じ内容の冊子（いわゆる白表紙）については，表

紙の装丁は異なるものの，内容は市販されている書籍と同一であるため，司法行政

文書から除かれる書籍類と同視できる。

そして，上記の趣旨を踏まえれば，例えば， 「特定の事務処理の根拠が分かる文書」

といった開示申出がされ，探索の結果，開示対象文書が法令のみとなる場合や法令

自体の開示申出がされた場合2には，法令は，一般に公布の手続が踏まれ，官報に掲

載されることにより広く周知が図られていること， また，不特定多数の者に販売す

ることを目的として発行されている法令集などにより容易に入手できることから，

司法行政文書に該当しないと考えることができ， このような開示申出に対しては，

不開示対応をすることが考えられる（審査会答申平成26年度（行情）答申第74

号参照） 3。

2最高裁判所規則につき， 88頁各論編24【規則，規程，通達等】参照

3このような場合に不開示対応をしつつも，法令が根拠である旨を便宜供与等の形で開示申出人に

説明することも考えられる。
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3開示対象文書の特定

開示申出書が提出されたときは， 申出の内容を検討し，開示対象文書を特定する必

要がある。仮に開示申出書に記載された申出の内容が不明確であり，そこに記載さ

れた文言や申出に至った経緯等から合理的に解釈しても開示対象文書の特定ができ

ない場合には，対象文書の特定のため，開示申出の内容の補正を求める必要がある。

そのため，窓口段階において，開示申出人の開示申出の内容を的確に把握する努力

をすべきであり，開示申出人に対して，参考情報の提供（取扱要綱記第7の2）を

行うことも考えられる。

開示申出人に対して補正を求める働きかけを適切に行ったにもかかわらず，開示申

出の内容が明らかにならず，開示対象文書が特定できない場合には，最終的に，対

象文書の特定が不十分であることを理由として不開示対応とすることができると解

される。ここで，対象文書の特定が不十分である場合としては， 申出がおよそ趣旨

不明確な場合や対象範囲が広すぎるために文書の特定が不可能な場合（後記「(想定

される開示申出の例)」参照）等が考えられる。

この場合，苦情の申出があり得ることも念頭に置き，不開示通知書中の「開示しな

いこととした理由」には，補正を促した経緯について一定程度詳細に記載しておく

のが相当であろう （そのため， 当然に補正の経緯について記録化しておくことを要

する｡)。

ところで，情報公開法においては，開示決定等の期限としての30日間に算入され

ない「補正に要した日数」 （法10条1項）は， 「補正を求めてから，開示請求者が

補正をした開示請求書を行政機関の長に提出するまでの期間を指す｡」 とされており

（詳解情報公開法103頁)， また「補正を求めている間は，開示決定等を行うべき

期間が進行しない」 （同105頁） とされている。したがって，裁判所の保有する司

法行政文書の開示についても，補正を求めたにもかかわらず開示申出人から何ら応

答がない間は，いまだ「補正を求めている間」であるから，開示・不開示の判断の

通知を行うべき期間は進行せず，期限は到来しないと解されるが，補正を求めた際

に定めた「相当な期間」を経過した後は，速やかに， 当該申出に対する不開示対応

又は再度の補正を求める働きかけのいずれかの実施を検討するのが相当である。

なお，補正は上記のとおり開示対象文書を特定するために求めることが多いと考え

られるが，開示対象文書の特定ができる場合でも，開示対象文書が膨大で開示まで

に長期の期間を要するときは，開示対象文書を絞り込むため，必要に応じて補正を

求めることも考えられる。

(想定される開示申出の例）

・○○裁判所の○○課にある文書全て

・ ○○制度に関し作成された一切の文書
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※補正をしたとしても，例えば，開示申出に係る文書が裁判事務に関する文書となる

など，結果として全部不開示となる場合もあるので，その後の手続を見据えて補正

を求める必要がある。
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4開示対象文書の時的基準

司法行政文書の開示申出があった場合に， どの時点において保有している文書を

開示対象とするかについては，取扱要綱及び総長通達上明らかではないところ，司

法行政文書の定義は情報公開法の行政文書の定義にならって定められていることか

ら，開示対象文書の時的基準を考えるに当たっては，行政文書における考え方にな

らうこととなる。

この点，情報公開法2条2項は，開示請求時点において， 「当該行政機関が保有し

ているもの」を行政文書としている。これは請求時点において保有していない行政

文書を開示請求に応ずるために作成する必要はないことを意味し，開示請求制度に，

行政機関の保有する情報を処理・加工して国民に提供させる機能まで付与するので

はなく，開示請求時点において，存在する記録をあるがままの状態で開示すれば足

りるという認識に基づいている（宇賀43頁)。

そうすると，裁判所の情報公開においても，開示対象となる司法行政文書は，原

則として開示申出時点において保有している文書であり，開示申出後に作成され，

又は取得された文書は， 当該開示申出の対象とならない。

もっとも，情報公開制度の趣旨に鑑みれば，開示申出時点において， 当該申出に

ついての開示等の判断（決裁終了）時点までに当該申出に係る司法行政文書が作成

され，又は取得されることが予定されているものについては，それを開示対象文書

として扱うことができるものと考えられる。

また， 「司法行政文書の開示の申出をしようとする者が司法行政文書の特定のため

の情報の提供を求めてきた場合は，参考となる情報を提供するよう努める」ことと

されている（取扱要綱記第7の2）ことに鑑みれば，毎年定期に更新される司法行

政文書や，近々，改定を予定している司法行政文書についても，文書の改定見込時

期を開示申出人に教示して，その意向を確認することなども考えられる。そして，

前記と同様に情報公開制度の趣旨から，開示申出人が改定後の文書の開示を求める

場合に， 当該申出についての判断までに改定される文書は， 申出後に改定された文

書であっても開示対象文書とすることができると考えられる。

ただし，文書の作成又は改定が相当期間先になる場合に，いたずらに通知期限の

延長を繰り返すことは相当ではなく，その場合，開示申出人に作成等の見込日を伝

えた上，いったん申出を取り下げてもらい，作成等の見込日以降に再度申出をする

よう促したり，開示申出人が取下げをしないときには不存在による不開示通知又は

改定前の文書についての開示通知を行ったりすることを検討する必要がある。

一方,MINTAS等の裁判事務支援システムなどのデータベース内に存在する

電磁的記録については，開示申出以降も情報の入力・更新がされるため，開示申出

時点に存在する情報に係る電磁的記録に限って開示対象とすることに固執すること

は現実的ではない。この場合,開示の判断（決裁終了）時点において，決裁権者が
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｜

決裁文書上開示対象として特定した情報に係る電磁的記録を開示対象とすることで

も差し支えない。
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5開示対象文書の単位（法2条2項， 3条，運用要領2頁）

文書開示申出の対象は「司法行政文書」であり 「司法行政情報」 とはされていない。

これは情報公開法における枠組みと同様，対象を「情報」 とした場合には，その範

囲を確定するのが困難であったり，同様の情報が様々な媒体に記録されている場合

にどの情報を請求するものであるかの特定が困難となるなどの問題が想定されるこ

とによる（詳解情報公開法22頁)。

したがって，司法行政文書の一部に開示申出に係る情報が記載されていたとしても，

一つの司法行政文書全体を開示対象（開示の単位） としなければならない。開示対象

となる文書の単位が問題となるのは，以下のような場合である。

（1） 申出文書が冊子に掲載されている場合

いわゆる白表紙（不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

を除く。）や例規集（市販されている六法等の一般的に入手可能なものを除く。）

が対象となる場合がこれに当たる。

この場合，冊子全体を一つの司法行政文書とみるべきかについては，標題の付

け方，編綴の仕方，内容の関連性等を総合考慮して判断するほかない。冊子全体を

一つの司法行政文書とみるべき場合， 申出文書の掲載部分のみを開示するには，

「開示に代わる情報の提供」 （取扱要綱記第10の2)の方法により行う (30頁

総論編12参照)。

（2）バインダー形式等の帳簿が対象となる場合

事件簿中に特定の事件の情報が記載されている場合などがこれに当たる｡

この場合も，バインダー等全体が一つの司法行政文書に当たると解する余地も

あるが，該当頁が容易にバインダー等から分離でき，記載されている内容に独立

性がある場合には，該当頁を一文書として開示する運用も見られるところであり，

申出の内容に反するとは特段考えられないことから，許容されるものと解される。

（3）データベースに格納されている電磁的記録が対象となる場合

業務処理系システム中の記録が対象となる場合などがこれに当たる。

この場合， 当該システム全体を一つの司法行政文書ととらえるべきか，複数の司

法行政文書からなると解するかについては，システムに格納された情報の集合体か

ら情報を分離・抽出して， これを司法行政目的で使用するとき4は，当該情報に係

4分離・抽出することができるもの全てが開示対象となるわけではなく，飽くまで，分離・抽出し

たものを司法行政目的で使用することが想定されるものが開示対象となることに留意する。例え

ば， 「○○の件数がわかる文書」 という開示申出があった場合，当該件数をシステム上抽出すること

が可能であるときでも，当該件数が統計報告等のように司法行政目的で使用されているか，又は使

用が現に予定されているようなものであれば開示対象となるが，その他の場合には，開示対象とは

ならない。
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る電磁的記録は開示対象としての－つの文書になると考えられることから，開示申

出の内容を踏まえ，個別に検討する必要がある。

1

ｌ
１
ｌ
４
ｌ
６
Ｉ
↑
１
１
１
１
１
ｌ
ｂ
ｈ
Ⅱ
１
１
■
１
０
１
■
Ⅱ
Ⅱ
１
，
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
９
ｌ
ｆ
■
１
１
Ⅱ
０
１
１
↓
Ｉ
ｉ
Ⅱ
７
９
１
１
１
１
９
１
１
１
０
１
０
１
１
１
■
Ⅱ
７
０
■
！
Ⅱ
９
０
凸
１
１
１
ト
ー
’
’
６
０
１
１
１
‐
’
１
９
１
１
１

b

ｌ

Ｉ

Ｉ

‐

Ｐ

０

１

ｊ

０

‘

１

１

１

１

１

１

１

１

１

口

１

１

１

１

１

０

，

１

り

１

‐

，

‐

Ｉ

１

４

１

１

１

１

１

１

６

１

１

↓

１

ｌ

ｂ

：

ｄ

ｏ

’

’

１

１

１

Ⅱ

Ｉ

ｌ

０

ｌ

ｌ

ｌ

‐

，

１

１

’

９

日

‐

１

１

１

１

↑

Ｉ

ｌ

9

！



6法5条1号の不開示情報について（取扱要綱記第2の2）

裁判所における文書開示手続においても，開示の申出があった司法行政文書に，開

示等の判断の時点において法5条に規定する不開示情報に相当する情報（裁判事務

の性質上，公にすることにより，その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

を含む｡）が記録されているときは不開示となる（取扱要綱記第2の2)。

司法行政文書における不開示情報の多くが法5条1号に規定する個人に関する情報

のうち特定の個人を識別することができる情報（以下「個人識別情報」 という｡）に

相当する情報であることから，以下個人識別情報の基本的な考え方について説明す

るとともに，併せて部分開示（取扱要綱記第3の2）についても説明する。

(1) 5条1号本文

一個人に閨する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く｡）であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む5｡）又は特定の個人を識別することはできないが，公にするこ

とにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ア 「個人に関する情報」

「個人に関する情報」 （以下「個人情報」 という｡） とは，個人の内心，身体，

身分，地位その他個人に関する一切の事項についての事実，判断，評価等の全

ての情報が含まれるものであり，個人に関連する情報全般を意味し， これには，

個人の属性，人格や私生活に関する情報に限らず，個人の知的創作物に関する

情報，組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる（詳解情報

公開法45頁)。また，明文規定はないものの， 「個人」には生存する個人のほ

か，死亡した個人も含まれると解されている。

法文が，その後「当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により

…」 としていることからも明らかなように， 「個人情報」 とは，複数の記述が組

み合わされたあるひとまとまりの情報を指すと考えられる6．

5いわゆるモザイク・アプローチと呼ばれるもので，個々の情報のみでは個人識別性はないもの

の，他の情報と合わせることによって個人識別が可能になる場合は不開示となる。 「他の情報」 とし

ては，国民一般が容易に入手できる情報だけでなく，何人も開示申出が可能であることから，当該

個人の近親者や地域住民等が知り得る情報も含まれると解されている。個人識別性の判断に際して

は，対象となる集団の規模が重要な考慮要素になることがあり，当該集団の構成員が少ない場合

は，モザイク・アプローチによって個人が詰捌される可能性が高くなると考えられる（宇賀72

頁)。

6例えば，ある特定の職員の出勤簿が開示対象文書とされた場合，当該出勤簿は全体として当該職
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イ 「当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの」

「特定の個人を識別することができるもの」 （個人識別情報）の範囲は，当該

情報に係る個人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分

だけでなく，氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報の全体であ

る（詳解情報公開法46頁)。したがって，個人識別情報も，あるひとまとまり

の情報ということになる。

ウ 「特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの」 7

個人情報の大部分は，特定の個人を識別することができる情報であり， これを

不開示情報とすることで，個人の権利利益の保護は基本的には十分確保される

と考えられる。

しかしながら，中には，匿名の作文や，無記名の個人の著作物のように，個

人の人格と密接に関連したり，公にすれば財産権その他の個人の正当な利益を

害するおそれがあると認められるものがあることから，特定の個人を識別でき

ない個人情報であっても，公にすることにより，なお個人の権利利益を害する

おそれがある場合について，補充的に不開示情報として規定したものである

（詳解情報公開法48頁)。

(2) 5条1号ただし書

ただし，次に掲げる情報を除く。

イ法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されて

いる情報

ロ （略）

ハ当該個人が公務員（略）である場合において，当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分

ア 5条1号ただし書イ

個人識別情報であっても，一般に公にされている情報については，

示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから，

から除くこととされている。

あえて不開

不開示情報

員の個人に関する情報とされる（審査会答申平成25年度（行情).答申第276号等参照)。また，

調停委員名簿などの名簿の場合には，委員ごとに各行に記載された情報が，それぞれ一体として各

委員の個人に関する情報とされる（審査会答申平成27年度（行情）答申第167号等参照)。

75条1号後段に規定する情報は，個人に関する情報ではあるが，個人識別情報ではない。
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「公にされ…ている情報」 とは，現在，何人も知り得る状態におかれている情

報をいう。過去に公にされた情報であっても，公にされた手段や方法によって

は，時の経過により，開示等の判断の時点では，公にされているとはいえない

場合があり，例えば， 10年前に広く報道された情報であっても，現在は限ら

れた少数の者しか知り得る状態にないという場合は，公にされているとはいえ

ないこととなる。

「公にすることが予定されている情報」とは，開示等の判断の時点においては

公にされていないが，将来公にすることが予定されている情報であり， これに

は求めがあれば何人にも提供が予定されている情報や裁判所としての説明責任

の観点から公にしている情報も含まれる。

裁判所以外の行政府省の公務員の氏名について，独立行政法人国立印刷局編

職員録に登載されている場合は，慣行として公にされている情報として開示す

ることとなる。また，同職員録登載の有無にかかわらず，職務遂行に係る情報

に含まれる公務員の氏名については，原則として「慣行として公にされ，又は

公にすることが予定されている情報」に該当するとされ，開示することとなる

（平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ「各行政機関における

公務員の氏名の取扱いについて」 8)。

なお，裁判所では，説明責任の観点から，常勤，非常勤の区別なく職員の氏

名は「慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報」に当た

るものとして，公にすることとしている。調停官，調停委員，労働審判員等も

非常勤の裁判所職員であるから，それらの者の氏名についても，原則として開

示する。ただし，裁判員（補充裁判員）等のように，非常勤の裁判所職員の氏

名であっても，法令の趣旨や職務内容等から原則として「慣行として公にされ，

又は公にすることが予定されている情報」に当たらず不開示とするのが相当な

場合もあるため， この点につき留意する必要がある9。

8平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ「各行政機関における公務員の氏名の取扱

いについて」の内容

各行政機関は，その所属する職員（補助的業務に従事する非常勤職員を除く｡）の職務遂行に係る

情報に含まれる当該職員の氏名については，特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き，公にす

るものとする。

なお，特段の支障の生ずるおそれがある場合とは，以下の場合をいう。

①氏名を公にすることにより，法5条2号から6号までに掲げる不開示情報を公にすることとな

るような場合

②氏名を公にすることにより，個人の権利利益を害することとなるような場合

9裁判所職員の署名及び印影については，個人識別情報（法5条1号） としてマスキングする。
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（参考）事件番号の取扱いについて

事件番号は， 当事者である個人に関する情報であるが，事件番号に公表慣行が認め

られるか否かは，開示対象文書中の他の情報と事件番号とを一体のものとして捉えた場

合に，裁判実務上あるいは司法行政上の取扱いや運用等において，通常求めがあれば当

該事件番号を提供して差し支えないといえるような場合であるかに加え， 当該事件番号

を開示することによって当事者等特定の者が著しい不利益を被るなどの弊害が生じる可

能性がないか（開示対象文書中に事件番号とともに事件の内容等に関する機微な情報が

記載されている場合は弊害が生じる可能性があることになろう｡）も総合考慮して，文

書ごとに個別に判断することになる。

例えば，事件簿，開廷表のように， 当事者名等他の個人識別情報が併せて記録され

ているが，形式的な情報に限られるものの場合，当事者等の他の個人識別情報を不開示

とすれば，事件番号を開示しても当事者等特定の者が著しい不利益を被ることまでは想

定されないから，開示の対象となると考えられる（39頁各論編4 【民事・行政第一審

事件簿等】， 43頁各論編5 【刑事公判請求事件簿等】， 49頁各論編7 【開廷表】参

照)。

一方，判決書，警備要請関係書類のように，事件に関する機微な情報が併せて記録

されているものの場合，事件番号を開示すると当事者等特定の者が著しい不利益を被る

可能性が高いといえ，当事者名等の他の個人識別部分のみならず事件番号についても不

開示とするのが相当である。

イ 5条1号ただし書ハ

国の機関としての諸活動を説明する責任が全うされるようにするという観点

からは， これらの情報を公にする意義は大きい一方で，公務員についても，個

人としての権利利益は，十分に保護する必要がある。この両者の要請の調和を

図る観点から， どのような地位，立場（職）にある者がどのように職務を遂行

しているか（｢職務遂行の内容｣）については，たとえ，特定の公務員が識別さ

れる結果となるとしても，個人に関する情報としては不開示とはしないことと

されている。

「職務の遂行に係る情報」 （以下「職務遂行情報」 という｡） とは，公務員が

行政機関その他の国の機関又は地方公共団体の機関の一員として，その担任す

る職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する（詳解情報

公開法51頁)。

もっとも，当該情報が，ある職員の職務遂行情報であると同時に，他の職員

の個人に関する情報に当たる場合は原則として不開示となる。例えば，健康管

理記録の場合， 当該健康管理に関する情報は，健康管理記録を作成した職員A
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にとっては，職務遂行の内容に係る情報といえるが，管理される職員Bにとっ

ては，職務遂行とは関連しないため，職員Bの個人に関する情報と評価される

から，結局，原則として不開示となる（宇賀84頁)。

なお，公務員の職務遂行情報に含まれる当該公務員の氏名については，上記

ア記載のとおりである。

(3)取扱要綱記第3

1開示の申出があった司法行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合におい

て， 当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき

は， 当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし， 当該部分を除いた

部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは， この限りでない。

2開示の申出があった司法行政文書に情報公開法第5条第1号の情報に相当するもの

（特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより，特定

の個人を識別することができることとなるものを含む｡）に限る｡）が記録されてい

る場合において，同号の情報に相当するもののうち，氏名，生年月日その他の特定

の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより，公にし

ても，個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは，当該部分を除

いた部分は，同号の情報に相当するものには当たらないものとみなして， 1に定め

るところによる。

個人識別情報については，原則としてその全体が不開示情報となるところ， 当

該情報に含まれる氏名等の特定の個人を識別することができることとなる記述等の

部分（個人識別部分）を除いた残りの部分（その他の部分）を開示しても個人の権

利利益保護の観点から支障を生じないときには，その他の部分を開示するように設

けられた特例が法6条2項であるとされており，取扱要綱記第3の2も同様の定め

をしている。

したがって，開示対象文書に個人識別情報が記録されている場合には， 当該情

報を「個人識別部分」 と 「その他の部分」とに区分し， 「その他の部分」を公にし

ても， 「個人識別部分」を除くことにより，個人の権利利益を害するおそれがない

と認められるときは， 「その他の部分」は不開示情報に該当しないものとして当該

部分を開示することになる'0。

10個人識別情報のうち個人識別部分は，取扱要綱記第3の2による部分開示によっても開示できな

いことになる。また，法5条1号ただし書の規定により既に個人識別部分が開示されている場合に

は取扱要綱記第3の2による部分開示の余地はないことになる（審査会答申平成28年度（行情）

答申第143号等参照)。
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(4) 個人識別情報の検討方法

以上の考え方を整理すると，個人識別情報が記録されている文書の検討の順序

は，次のようになる（次頁参考参照)。

ア個人識別情報の範囲の検討

イ法5条1号ただし書により開示すべき部分の検討

ウ上記ア及びイによっては氏名等の個人識別部分が開示されていない場合にお

ける取扱要綱記第3の2による部分開示の可否の検討
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7法5条2号から6号までの不開示情報について（取扱要綱記第2の2）

法5条2号から6号までに相当する不開示情報のうち，裁判所の文書開示手続にお

いて，比較的申出の頻度が高いと考えられるものは，以下に示すとおりである。

（1） 5条2号イ〔法人11その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって，公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの〕

・ 契約書中などの法人等の代表者印の印影

印影のマスキングは，印影全体を可能な限り形状に沿った形でマスキングする方

法による（70頁各論編16【請求書契約書】のマスキング例参照)。

・ 事件当事者である法人等の名称等

事件当事者として対象文書に記録されている法人その他の団体の名称又は事業を

営む個人の氏名については，公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの有無を，文書の内容，性質を踏ま

え，個別に判断する。

（2） 5条4号〔公にすることにより，犯罪の予防鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき

相当の理由がある情報〕

’庁舎平面図，庁舎基本設計概要書等における

■ 11に係る部分及びその記載'2
E

(3) 5条5号〔国の機関等の内部又は相互間における審議検討又は協議に関する情報であっ

て，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるもの〕

・ 協議会における資料に記載されている発言者氏名や発言内容等個人を特定でき

るような記載

氏名や発言内容等が公になることにより，協議会における率直な意見の交換に

影響を与えるおそれが認められる場合には，マスキングすることが考えられる。

協議会において意思決定が行われた後では，一般的には当該意思決定そのもの

に影響が及ぶことはなくなることから， 5条5号の不開示情報に該当する場合は少

'’ここでいう 「法人」には，国独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人は含まれな

い。

12これらの情報については，いずれも同時に5条6号（庁舎管理事務支障情報警備事務支障情

報）にも相当するとしてマスキングすることが考えられる。

13同上

17



なくなるものとも考えられるが，当該意思決定が政策決定の一部の構成要素であっ

たり，当該意思決定を前提として次の意思決定が行われるなど，審議検討の過程

が重層的，連続的な場合には，当該意思決定後であっても，政策全体の意思決定又

は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が必要である（詳解情報公

開法75頁)。したがって，当該協議会における情報を公にすることによって，次

回の同種協議会における率直な意見の交換や意思決定の中立性に影響を与えるおそ

れがないかを検討する必要がある'4。

(4) 5条6号〔国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，

当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

（裁判事務の性質上，公にすることにより，その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

を含む｡)〕 ’5

． 入札経過調書や開札経過調書中の， 「予定価格｣， 「予定価格との差額」 （ただし，

予定価格等を開示するのが相当な場合がある（72頁各論編17 【入札経過調書，

開札経過調書（物品・役務調達)】参照｡）

|－~~三一庁舎平面図，庁舎基本設計概要書，配席図等における

|その他一般の来庁者が自由に出入りできない
部屋であって，当該部屋の存在を公にすることによって庁舎管理事務及び警備事

務に支障を及ぼすおそれがあるもの，直通電話番号, FAX番号及び内線番号の

うち，ホームページ，官報，公告書面等で対外的に公表していない番号（52頁

各論編8 【配席図・職員配置図】参照）

情報システムに関する設計書，手順書，マニュアル等におけるユーザID,パ

スワード, IPアドレス,URL, メールアドレス，機器・ソフトウェアの名称

操作画面の画像，データベース名，ネットワーク構成図，バックアップ方法その

他の当該システムの具体的な構造・仕組みに関する情報であって， これを公にす

ることによって裁判所の情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあるも

の

情報システムに関する情報であって，公にすることにより，情報システムへの

不法な侵入，攻撃を容易にするおそれも認められる場合には， 5条4号（公共の

'4協議会の中には，その全部又は一部において，意思決定を行うことを目的とせず，参加者の率直

な討議・意見交換を行うことを目的とする場合もある。このような類型の協議会に係る資料等の中

には，率直な討議・意見交換を確保するため，協議会の終了後も不開示とすべきものがあると考え

られる。

'5 「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され， 「おそれ」の程度も単なる確

率的な可能性ではなく，法的保護に値する蓋然性が要求される（詳解情報公開法78頁）点に留意

する。
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安全等に関する情報）にも相当すると考えることができる。

・ 後見監督の在り方に関する参考資料に記載されている監督区分等（委員会答申

平成27年度（最情）答申第6号，平成28年度（最情）答申第8号）

・ 人事異動に関し，その異動計画の対象者，異動の内示時期等（委員会答申平成

27年度（最情）答申第5号）

公にすることにより公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると

認められるものに該当する（5条6号二に相当)。
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8グローマー拒否（取扱要綱記第5，法8条，運用要領18頁）

開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情

報を開示することとなるときは，当該司法行政文書の存否を明らかにしないで，開

示しないことができる。

例えば，特定の個人の名前を挙げて，その病歴情報が記載された文書の開示申出が

あった場合， 「当該文書に記載されている情報は，法5条1号の不開示情報に相当す

るので開示しない｡」 と答えるだけで，当該個人の病歴の存在が明らかになるから，

結果として法5条1号の不開示情報を開示することになってしまう。そこで， この

ような申出に対しては，例外的に，文書の存否自体に言及しないで開示申出に対す

る回答を拒否することになる。また， 「私が被告となっている民事事件に関して作成

された司法行政文書」の開示を求められたような場合，司法行政文書開示手続では

グローマー拒否をすることとなるが，保有個人情報開示手続であれば開示申出人本

人に係る情報を開示できる場合があるから，開示申出人本人に係る情報の開示に関

する相談を受けたときは，保有個人情報開示手続の教示を行うことが適切である場

合があることに留意する。なお， このような開示申出書が提出された場合にも，直

ちにグローマー拒否をするのではなく，補正を促し，保有個人情報の開示申出に補

正させることが望ましい（この場合， 「司法行政文書開示申出書」 という標題にかか

わらず， 口頭聴取等による補正によって保有個人情報の開示申出と扱って差し支え

ない｡)。ただし，保有個人情報開示手続であっても，行政機関個人情報保護法45

条1項に規定する情報（刑事事件等に関する情報）は，開示手続の対象外となるこ

とに注意する。

グローマー拒否の対応をとるか否かは，開示申出書中の開示申出の内容に記載され

た文言から読み取ることのできる情報により判断できることもあるが，そのような

場合には，実際に対象文書を探索する必要はない'6。

なお，上述のとおり，グローマー拒否の判断は，対象文書が司法行政文書であるこ

とを前提としていることから， 申出の内容から，対象文書が裁判事務に関する文書

であることが明らかである場合には，グローマー拒否を検討する余地はない（この

場合の不開示通知書中の「開示しないこととした理由」の記載例については24頁

総論編9(2)イ及び力を参照)。

'6申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，個人識別情報を開示すること

となるためにグローマー拒否をする事案に見える場合でも，その内容が報道発表されて，公になっ

ているときなど，グローマー拒否をすべき事案に当たらない場合もあることに留意する。

20



(想定される開示申出の例） 【7

・ 開示申出人が○○裁判所に対して提出した苦情申請書

・開示申出人の○○の申出に対し，決定する際の経過等を記載した文書

・○○裁判所における，○○○○と○○○○との間の調停事件の担当調停委員に関す

る文書

○○高裁が行った，職員○○○○に対する懲戒処分に関して作成した文書●

17 （想定される開示申出の例）では，主に不開示情報が法5条1号の個人に関する情報である類型

を列挙しており，実際の開示申出においてもこの類型がほとんどを占めるものと思われるが， この

ような特定の事項を名指しした探索的申出は，法5条各号の不開示情報の類型全てについて生じ得

る（運用要領18頁参照)。
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9開示通知書中の「開示しないこととした部分とその理由｣，及び不開示通知書中の

「開示しないこととした理由」の記載例（運用要領17頁）

（1） 開示通知書中の「開示しないこととした部分とその理由」

裁判所の情報公開制度には情報公開法の適用はないが，同法5条に定める不開示

情報に相当するものについては不開示とすることとされている（取扱要綱記第2の

2）ことから，開示通知書中の開示しないこととした理由には，同法5条に定める

いずれの不開示情報に相当するか記載する。

なお，例えば， 「1の文書には（又は， 「1の(1汲UI3)の各文書には」等),公に

すると特定の個人を識別することができることとなる情報が記載されており，…」

などとして，開示する司法行政文書のうちのいずれの文書に不開示部分があるのか

を特定するのが相当である。

ア 5条1号

． （個人識別情報）

|回人識

1＝

｡ （権利利益侵害情報）

ある情郭

呂に声減

イ 5条2号イ

「公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

ある情報（※）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第2

号イに定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を

開示しないこととした｡」

ウ 5条2号ロ

「公にしないとの条件で任意に裁判所に提供されたものであって，法人等又は

個人における通例として公にしないこととされている情報（※）が記載されてお

り， この情報は，行政機関情報公開法第5条第2号ロに定める不開示情報に相当

することから， この情報が記載されている部分を開示しないこととした｡」

エ5条4号

「公にすると公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（※）

が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第4号に定める不開

示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開示しないことと

した｡」

22



オ5条5号

’
「審議会'8における協議に関する情報であって，公にすると今後，率直な意見

交換が不当に損なわれるおそれがある情報（※）が記載されており， この情報

は，行政機関情報公開法第5条第5号に定める不開示情報に相当することから，

この情報が記載されている部分を開示しないこととした｡」

力 5条6号

※括弧書で不開示情報の項目を具体的に記載する（例：氏名，印影等）ことが望まし

いが，記載することで当該情報を不開示とした趣旨が没却されてしまう場合には，

記載することを要しない。

(2)不開示通知書中の「開示しないこととした理由」

ア文書不存在による不開示'9

'8 「審議会」 とある部分は， 「協議会」や「検討会」など，事案に応じた記載にする。

'9審査会答申が，一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有

していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは

作成又は取得した後に廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在していないことの要因についても

理由として付記することが求められるとしている（審査会答申平成22年度（行情）答申第515

号，平成21年度（行情）答申第470号等参照）ことを踏まえると， 「開示しないこととした理

由」を「1の文書は，作成又は取得していない｡」や， 「1の文書は，保存期間を満了しており廃棄

済みである｡」など，対象文書を保有していない具体的な理由を明確にすることが望ましい。

23

● ｢公にすると○○事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（※）が

記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示

情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開示しないこととし

た｡」

● ｢国の機関が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより

契約に係る事務に関し，国の財産上の利益を不当に害するおそれがある情報

(※）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6号ロに

定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開示

しないこととした｡」

● ｢公にすると今後の人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に

支障を及ぼすおそれがある情報（※）が記載されており， この情報は，行政機関

情報公開法第5条第6号二に定める不開示情報に相当することから， この情報が

記載されている部分を開示しないこととした｡」



イ対象文書が一見して裁判事務に関する文書であり，開示対象とならない場合20

｢一一

|と

－－－－－－－一一一 一

「司法行政文書開示手続の対象となる文書は，司法行政事務に関し

，又は取得した文書であるところ， 申出人が開示を求めた文書は，裁

関する文書であって，司法行政文書開示手続の対象とはならない｡」
一一一ロー■一一一一一口‐■■一一一一■－■一一■■一一一一一■一一一一一一一

ウ対象文書が刑事訴訟法53条の2の「訴訟に関する書類」の場合31

「1の文書は，刑事訴訟法第53条の2に定める「訴訟に関する書類」であっ

て，司法行政文書開示手続の対象とはならない｡」

一方，短期保有文書として作成又は取得する可能性がある文書で’開示申出時点で存在しないも

のについて，短期保有文書については保存や廃棄の記録がないことにより，そもそも作成又は取得

していないのか，作成又は取得後に廃棄されたの力判然としない場合には， 「1の文書は存在しな

い｡」とすることも許容されよう。

20例えば，申出の内容中に「事件記録」と明記されているなど，通常，その写しも含めて司法行政

文書としての当該文書の保有が想定されず，一見して裁判事務に関する文書であると判断できる場

合にこのような記載ぶりとすることが考えられる。この場合，対象文書を実際に探索する必要はな

い。

21刑事訴訟法53条の2の「訴訟に関する書類」については情報公開法の規定は適用されず’それ

が司法行政文書であったとしても司法行政文書開示手続の対象にならない（取扱要綱記第2の’)。

「訴訟に関する書類」 とは，被疑事件・被告事件に関して作成され，又は取得された書類であると

解されており，刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されたものという

ことができるが，刑事訴訟法53条の「訴訟記録」よりも広い概念であり，不起訴記録もこれに含

まれると解されている。したがって， ここにいう 「訴訟」は，裁判手続における訴訟のみを指す概

念ではない。また，同法53条の2の趣旨から， 「訴訟に関する書類」は，保管者を限定して適用・

不適用を決定するものではなく，また，当該書類に写し（この「写し」は’原本のコピーに限られ

ず，謄本のほか，原本と同一内容のデータを別途プリントアウトした書面を含む｡）が存在する場合

には，それもまた「訴訟に関する書類」 として情報公開手続の対象外とするのが相当と解されてい

る。

なお，脚注20のとおり，申出の内容から，一見して裁判事務に関する文書であると判断できる

場合には，同法53条の2の該当性を検討するまでもなく’司法行政文書開示手続の対象とはなら

ない。

24

● ｢1の文書は存在しない｡」

。 「1の文書は，作成又は取得していない｡」

。 「1の文書は，保存期間を満了しており廃棄済みである｡」

短期保有文書の場合は， 「保存期間を満了しており」を削除する。



エ対象文書が刊行物であり，開示対象とならない場合22
一

「1の文書として，○○発行の○○白書○○年版が考えられるところ， この文

書は，行政機関情報公開法第2条第2項ただし書第1号にいう行政文書から除

外される白書に相当し，司法行政文書開示手続の対象とはならない｡」

オグローマー拒否の場合
■一一一‐Ⅱ■■■■■■■一一一－

書の存否を答えることは，

第5条第○号に相当）を開

とはできない｡」

言幸Rである○○の情報（行政擬陸

一辛

力対象文書が一見して裁判事務に関する文書であるが，グローマー拒否的回答を

要する場合23

「司法行政文書開示手続の対象となる文書は，司法行政事務に関して作成し，

又は取得した文書であるところ， 申出人が開示を求めた文書は，裁判事務に関す

る文書であって，仮に存在するとしても，司法行政文書開示手続の対象とはなら

ない｡」

キ対象文書が刑事訴訟法53条の2の「訴訟に関する書類」であるが，グローマ

ー拒否的回答を要する場合24

ク対象文書の特定が不十分である場合
－一－一一一■ー－－－－－－口－－－－－－－－

「本件開示申出は，司法行政文書開示申出書の「司法行政文書の名称等」欄に

載された「○○に関する文書」の開示を申し出るものであるところ， 当該記

では申出に係る文書を特定することができないことから，…（補正を求めた

緯を記載）したが，対象文書を特定することができなかった。

したがって， 申出に係る司法行政文書については，対象文書を特定することが

記
載
経

22例えば，開示対象文書が裁判所の発行した刊行物であり，司法行政文書開示手続の対象とならな

い場合であっても， 申出を受けた裁判所において当該刊行物を開示申出人に提示することが容易で

ある場合には， 「便宜供与としての情報提供」 (30頁総論編12参照）を行うことも考えられる。

23申出の内容が「○○○○（特定の個人）に対する貸金請求事件に係る事件記録一切」 （事件記録）

の場合や， 「○○○○（特定の個人）に関して提出された告発状」 （｢裁判事務に関する文書｣）の場

合， 「総務課が保有する○○○○（特定の個人）に係る刑事訴訟判決の写し」 （司法行政文書である

が，訴訟に関する書類研ﾘ事訴訟法53条の2）に該当する｡）の場合など，単に当該文書が司法行

政文書開示手続の対象ではない旨のみ回答してしまうと，開示手続の対象ではないものの特定の個

人に関して当該文書は存在しているとの誤解を与えてしまいかねない場合が挙げられる。

24同上
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i できないことから開示しないこととした｡」

ケ対象文書が法令であり，開示対象とならない場合

「1の文書として，○○法が考えられるところ，法令は，裁判所の保有する司｜

｜ 法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1の司法行政文書に該当せず， ｜

｜ 司法行政文書開示手続の対象とはならない｡」

(参考）考）申出内容が複数記載されている場合等の不開示通知書発出の要否について

(1) 申出書の記載内容が限定列挙の場合（例： 「文書A及び文書B｣）

文書Aのみを開示する場合，文書Aについては開示通知を行い，文書Bについ

ては不開示通知を行う

(2) 申出書の記載内容が包括的な場合（例示列挙がされているものを含む（例：

「○○の資料｣， 「○○の資料（文書A,文書Bなど)｣)｡）

ア文書Aは存在するが文書Bは存在しない場合

文書Aについては開示通知を行い，文書Bについて不開示通知は不要

イ文書A及びBともに存在するが文書Bは全部不開示の場合

文書Aについては開示通知を行い，文書Bについては不開示通知を行う。

この場合，不開示通知書の「開示しないこととした司法行政文書の名称等」

の欄において文書Bを特定した上で，不開示理由を明示する。

26



O第三者に対する意見聴取（取扱要綱記第9，総長通達記第1の6，法13条，運

用要領12頁）

(1)意見聴取

開示の申出があった司法行政文書に裁判所及び開示申出人以外の者（以下「第

三者」 という｡）に関する情報が記録されている場合において， 当該情報が不開示

情報に該当するか否か疑義があるときは， 当該第三者に対し，開示についての意

見を求めるものとされている（取扱要綱記第9の1)。

裁判所の司法行政文書開示手続において，第三者に対する意見聴取を行う例と

して多く見られるのは，他の行政府省が発出した通達類を別紙として引用してい

る裁判所発出の通知類が開示対象となった場合である25．

法13条においては，国の機関，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行

政法人（以下「国の機関等」という｡）は，意見聴取の対象たる「第三者」に含ま

れていないことから， これらの国の機関等に対する意見聴取は，適宜口頭又は文書

による意見照会という形で行うこととされている（運用要領13頁)。

しかし，司法行政文書開示手続においては，国の機関等に対する意見照会と，そ

れ以外の第三者に対する意見聴取の場合で手続を異にする旨の規定はなく，一律に

総長通達別紙様式第4による照会書を送付する取扱いになっている（取扱要綱記第

9の1，総長通達記第1の6(1))。

取扱要綱上， この意見聴取の手続は，開示申出ごとに行うことが予定されている

と解される。したがって，同一文書が複数回対象文書となった場合は，同一の第三

者に対し，原則としてその都度照会書を送付するのが相当である。

しかし，同一文書について同一の第三者に対して意見聴取をする時期が非常に近

接しているなど，正式な意見聴取を繰り返す必要が認められない場合には，法13

条の趣旨を踏まえ，例えば， 口頭による意見照会の結果を電話聴取書に残し，意見

書（総長通達別紙様式第5）に代える運用も許容されると考えられる26.

2）第三者に対する通知

(1)により意見を求められた第三者から司法行政文書の開示に反対する意見が提出

されたにもかかわらず， これを開示するときは，開示申出人に対し開示する旨の通

(2)

1

25第三者に対する意見聴取を行うのは，第三者が作成名義になっている文書に限られず，裁判所が

作成した文書中に第三者に関する情報が記録されている場合もあり得る。

26下級裁判所における司法行政文書開示手続において，中央官庁（衆議院及び参議院並びに日本弁

護士連合会については中央官庁又はこれに準ずるものとして扱われる（平成6年7月22日付け最

高裁総一第182号事務総長依命通達「下級裁判所事務処理規則の運用について」記第5)｡）に対

して第三者照会を行う場合には，下級裁判所事務処理規則27条により，最高裁判所を経由する必

要があることに留意する。
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知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとし，開示

する旨の通知を発した後直ちに，当該意見を提出した第三者に対し，開示すること

とした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面（総長通達別紙様式第6）で

通知するものとされている（取扱要綱記第9の2，総長通達記第1の6(2)。

これは，苦情の申出の期間が経過する前であっても，開示が実施されてしまえば，

第三者が苦情の申出をする実益が失われてしまうことになるので，開示する旨の通

知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くこととされたも

のである。したがって， このような場合に，開示する司法行政文書の枚数が15枚

以下（29頁総論編11(3惨照）であっても司法行政サービスとして開示通知書と

ともに当該司法行政文書の写しを送付することがないように留意する必要がある

(開示に代わる情報の提供においても同様である｡）
27

0

27開示の実施は，司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から原則として30日以内に行うも

のとされているが，開示申出人に対し開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に2

週間を置いたときにはこの限りでない（取扱要綱記第10の3ただし書後段)。ただし, 30日以内

に開示を実施することができない場合は，延長通知を発する必要がある。
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開示の実施等について（取扱要綱記第10)

）文書及び図画

ア当該文書等を閲覧させる。

イ写しの交付を求める者に自らの費用で謄写をさせる。

）電磁的記録

ア裁判所が保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を

得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ｡）により用紙に

出力したものの閲覧をさせる。

イ裁判所が保有するプログラムにより用紙に出力したものの写しの交付を求める

者に自らの費用で謄写をさせる。

ウ裁判所が保有する専用機器により再生したものの閲覧，聴取，若しくは視聴を

させる。

）写しの交付

情報公開法においては，写しを交付する際に開示実施手数料を徴収することと

されている（法16条1項）が，司法行政文書開示手続においては，開示実施手

数料を徴収することは予定されていない。 したがって，開示申出人が対象文書の

写しを求める場合は，開示申出人自らの費用で謄写してもらうことを原則として

いる（運用要領24頁)。

この点，制度開始当初より，裁判所と開示申出人の双方の便宜から，開示枚数

が15枚以下の場合には，各庁の実情に応じて，司法行政サービスとして無償で写

しを交付することも許容する運用としている。

もっとも，司法行政サービスとして，各庁の裁量により行うものではあるが，

例えば，文書全体の枚数が多量になる場合に， 15枚ずつ分割して数次にわたり

謄写希望が出されたようなときに，その度ごとに無償で写しを交付するような対

応は相当ではない。また， 1回の申出に対して，開示する文書が15枚を超える

ものであった場合に， 15枚までは無料とし，それを超える枚数から謄写業者に

謄写委託をさせるという運用を行うのは相当ではなく， この場合には，全部につ

いて謄写委託をさせることに留意が必要である。

1 1

(1)

(2)

(3)
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12開示に代わる情報の提供（取扱要綱記第10の2)と便宜供与としての情報提供

司法行政文書そのものよりも，司法行政文書に記録された情報を整理し，開示申

出の内容に沿った情報の形にして提供する方が，開示申出人にとっても有用で，そ

の目的に沿う内容となる場合もあると思われることから， このような場合には，司

法行政情報それ自体を開示することができる（｢開示に代わる情報の提供｣。運用要

領2頁， 13頁， 20頁)。取扱要綱記第10の2には「これらの文書又は情報をも

って開示の対象とすることができる｡」 とあることから，例えば，文書の大部分が申

出内容と無関係な記載の場合や，文書が分散して多数存在する場合に，必要な部分

だけを抜粋して（必要な部分以外をホワイトマスキングして）提供するなど必ずし

も一文書単位で提供する必要はなく，文書の一部分のみを抽出して提供することが

許容される。ただし，開示に代わる情報の提供は，あくまでも文書開示上の手続で

あるため，開示対象文書が存在していることが前提となることに注意する。

「開示に代わる情報の提供」は，開示通知書（総長通達別紙様式第2）ではなく

司法行政文書の開示についての通知書（総長通達別紙様式第7）で発出され，それ

をもって開示手続上の応答義務を果たしたものとして扱われる。 したがって，開示

に代わる情報の提供に対する不服の申立ては，苦情の申出として取り扱うことにな

る。

「便宜供与としての情報提供」は，開示申出の対象が開示手続の対象とならない

場合などに，司法行政サービスとして情報を提供する手段として利用される。事務

連絡の形で発出され，それ自体は取扱要綱上の応答ではないことから，開示申出の

取下げ等がない限り別途不開示通知書を発出する。

（想定される開示申出及び対応の例）

・ ○○○○の様式が分かる文書

様式を定めた通達等の別紙様式部分について開示に代わる情報の提供を行う。

・ 全ての裁判所の名称及び住所が記載された文書

「裁判所データブック」中の付録「全国の裁判所の所在地，電話番号及びFAX番

号一覧」の写しについて便宜供与としての情報提供を行う。
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13苦情の申出について（取扱要綱記第11 ，総長通達記第2，運用要領29頁）

(1)苦情申出制度の仕組み

平成27年7月1日以降に申出のあった司法行政文書の開示に対する裁判所の

開示・不開示の判断に対して，開示申出人又は第三者（司法行政文書に情報が記

録されている者に限る｡）は，最高裁判所事務総局秘書課（以下「秘書課」 とい

う｡）に苦情の申出を行うことができる。苦情の申出は，開示の申出を受けた裁

判所（以下「原裁判所」という｡）が，開示申出人に対し， 当該申出についての

判断（以下「原判断」 という｡）の通知を発した日から，原則として3か月以内

に行わなければならない。

苦情の申出を受けた最高裁判所は，原判断の当否について情報公開・個人情報

保護審査委員会（以下「委員会」 という｡）に諮問を行い，その答申を尊重した

対応を行う。

なお，開示に代わる情報の提供についてもこれと同様に取り扱うこととなる。

（2）苦情の申出に関する事務の留意点

ア苦情の申出があった場合，秘書課から原裁判所に対して，苦情の申出があっ

た旨の通知を行う。あわせて，秘書課から委員会への諮問のための各種資料等

の取り寄せ依頼がされるので，原裁判所は指定された期限内に資料等を秘書課

に送付する28．

開示の実施前（閲覧済みで謄写が未了のものを含む｡）に，第三者から苦情

の申出がされたときは，原裁判所は，最高裁判所が原判断の当否について判断

するまでの間，開示を実施しないものとし，その旨を開示申出人及び当該第三

者に通知することになる（取扱要綱記第11の3)。 したがって，苦情の申出

があった旨の秘書課からの通知を受けた原裁判所は，速やかに開示の実施の延

期通知書（総長通達別紙様式第9の1及び同9の2）を作成し，開示申出人及

び苦情申出人（第三者）に通知を行う （総長通達記第2の4(2))。

なお，開示の実施後に第三者から苦情の申出がされた場合，開示の実施の延

期通知は不要ではあるものの，原判断の当否については委員会に諮問を行うこ

ととなるので，上記資料等の準備は要することとなる。

イ （1）のとおり，苦情の申出の窓口は秘書課であるが，原裁判所において，苦情

の申出を希望する者に対して苦情の申出先は秘書課であることを説明してもな

お原裁判所へ苦情申出書を提出することを強く望む場合，あるいは同申出書が

原裁判所に郵送された場合には，原裁判所の総務課において苦情申出書の提出

28専ら裁判事務の目的で利用されていると考えられる文書については，司法行政部門が取得する

ことは望ましくないため，資料等を送付する際には，そのような文書を送付しないよう注意す

る。

31



を受け， 当該申出書に受付日付印を押印した上，速やかに， これを秘書課に回

送する（総長通達記第2の2(1))。

苦情の申出の対象となるのは，原裁判所の開示・不開示の判断であるところ，

苦情の申出の内容に開示・不開示の理由に対する反論だけでなく，それとは関

係のない苦情や不満等が記載されていることがある。一見して明らかに司法行

政文書の開示の申出とは関係がない苦情や不満等であると判断できる場合には，

原裁判所で必要に応じて対応することも考えられるが，その判断が困難である

場合には，当該申出書を苦情申出書として取り扱い，秘書課へ回送する。

苦情申出書の客観的記載から，苦情申出人が「原裁判所が開示しないこと」

について不服があるとはいえず，明らかに別の文書の開示を求めていると解さ

れる場合には， 「苦情の申出書」の標題にかかわらず， これを新たな開示申出

と解釈し，適宜これに応じた取扱いをすることを検討することになろう （例え

ば， 「平成19年から22年までの統計表」の開示申出をしたところ，既に廃

棄したことを理由に不開示の通知を受けた開示申出人が，苦情申出書の苦情の

内容に「直近である平成23年の統計表を求める」 と記載した場合)。

ウ全部開示の判断に対して， 「他にも文書が存在するはずである｡」 という内容

の苦情も当然に考えられる。これは，原裁判所における文書の特定についての

苦情の申出であって，苦情申出人が存在すると主張する文書について黙示の不

開示の判断があったものと解することができるから， この場合も苦情の申出と

して取り扱う必要がある。

(3)答申後の事務の留意点

最高裁判所は，委員会の答申を尊重して原判断の当否について判断を行い，原

裁判所に対しては，苦情申出人への結果通知書の写しを送付することによって，

その判断の内容及び判断日を通知する29。 さらに原裁判所において開示の実施等

の事務処理を要するもの（運用要領32頁）については，最高裁判所からその内

容を記載した通知書等が送付されるので， 当該事務を失念しないよう注意する。

この事務処理は，最高裁判所が委員会から答申を受けた日から原則として30日

以内に行うものとされている（取扱要綱記第11の13)。

29開示の申出があった司法行政文書を含むファイルについて，保存期間等の延長処理に留意する

必要がある（平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管

理について」記第6の3の(11のエ)。

「苦情の申出に対する判断をした日」は，通常，結果通知書の作成日 （決裁日） となる。

なお，開示の申出があった短期保有文書は1年以上の保存期間を設定して保存する必要性が高

いと考えられることから，開示の申出があった司法行政文書と判断した時点でファイルによる管

理を行う必要がある。
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14裁判所の司法行政文書開示手続と行政不服審査制度，取消訴訟の関係

裁判所による司法行政文書不開示の判断に対して，行政不服審査法2条の審査請求が

申し立てられたり，行政事件訴訟法3条2項の取消しの訴えが提起されたりする場合が

ある。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法は，行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行

為に関して，国民に広く行政がした行為に対する不服申立ての途を開いている。裁判所

も司法行政上の処分を行う限り， ここにいう 「行政庁」に該当し， したがって，裁判所

の違法又は不当な処分に対しては， これらの法による不服申立てが許されると解されて

いる。

行政不服審査法1条2項及び行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力

の行使に当たる行為」 とは，行政庁の法令に基づく行為全てを意味するものではなく，

公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利

義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい（最高裁

昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁),行政庁の行為

が要綱や通達などの法的拘束力のないもののみを根拠とする場合には行政処分性は否定

されている（最高裁昭和38年6月4日第三小法廷判決・民集17巻5号670頁)。

裁判所による司法行政文書開示手続は，取扱要綱や，総長通達等の内部規範によっ

て運用されているにすぎず，情報公開法その他の法律を根拠とするものではないから

（同法2条参照)，上記によれば裁判所による司法行政文書の開示・不開示の判断が

「行政庁の処分」や「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないと

考えられるが， 当該判断に対して審査請求がされ，又は取消訴訟が提起された場合に

は，各手続において判断されるものと考えられる。
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第二部各論編

1 留意事項

(1)各論編は，開示対象となる文書の種類ごとに類型化して具体的対応方針を示し

ている（申出の内容ごとに類型化したものではない｡)。

(2)各論編に掲載の各文書に示している「申出の内容の例」は，飽くまでその一例

であり， 「申出の内容の例」によっては， 当該文書だけでなく，他の文書も開示対

象となる例が含まれている。また， 「申出の内容の例」に記載されていない申出の

内容であっても，各論編に掲載されている文書が開示対象となる場合や各論編に

掲載されている文書とそれ以外の文書が開示対象となる場合も考えられる。実際

の開示申出の際には， 申出の内容をよく踏まえて開示対象文書を特定するように

し，安易に各論編に掲載されている文書のみを開示対象として検討することがな

いように留意する（なお，開示対象文書の特定については， 4頁総論編3参照｡)。

(3)各論編に記載の「対応方針」及び「マスキング方法」は，総論編において示した

不開示情報の考え方等を具体的な文書に記録されている情報についてあてはめた場

合の例を示したものである（なお，マスキングするに当たっては，不開示情報を被

覆するのに必要な範囲でマスキングする｡)。

もっとも，同種の文書に記録された情報であっても，個々の文書の記載内容等に

よって対応は異なり得るので， ここで示したものは飽くまでも例であることに留意

する。
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2[SSDBS,司法統計年報】

1 申出の内容の例

所が受けた○○請求事件方裁判昭和○○年

の年麿芦ル‘

〔~)○年までの間の○○比

‐■Ⅱ■■■Ⅱ■■■■■■■■■■一1■●■■一一一一

2対応方針

（1）裁判統計数値に関する情報を提供する方法

裁判統計数値に関する情報を提供する方法には，司法行政上の便宜供与とし

て情報を提供する方法を採ることも考えられる。文書開示手続の方法と司法行

政上の便宜供与の方法のいずれによるかは，情報の提供を求めようとする者の

意思によることになる。

(2) 司法行政上の便宜供与を求める意思の確認

SSDBSから抽出可能な統計数値については，いずれの方法においても提

供することが可能であるが，司法行政上の便宜供与であれば，適宜な方式で必

要な情報を提供すれば足りるため，速やかに開示申出人が求める統計情報を提

供できる。

また，司法統計年報は， (3)イのとおり，一般に販売されている出版物である

ことから，文書開示手続において，開示対象となる司法行政文書には該当しな

いと考えられるため，文書開示手続の対象外になるが，司法行政上の便宜供与

であれば，該当部分の情報を提供することも可能になる。

そこで，開示申出人に， このような司法行政上の便宜供与のメリットを適宜

の方法で説明し，開示申出人が司法行政上の便宜供与を求める場合には，司法

行政上の便宜供与として統計数値を提供する。

なお，司法行政上の便宜供与で対応する場合には，開示申出人に開示申出の

取下げを促すなど， 申出の取下げ等の文書開示手続で必要な事務処理を失念し

ないように留意する。

(3) 文書開示手続を求められた場合の対応

ア SSDBSから抽出可能な統計数値について

開示の実施に当たっては，開示通知書を作成し, SSDBSで開示申出の

内容に沿うよう条件設定して集計した統計数値を紙に印字し，それを閲覧又

は謄写させる方法（取扱要綱記第10の1) ,写しを交付する方法（ただし，

開示する文書が15枚以下の場合（29頁総論編11参照） 。 ）により開示

することになる。
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また， 出力した統計数値に標題や注釈を付すなどして加工する場合は，開

示に代わる情報の提供として対応することとなる。

なお，開示の実施に当たっては，特段不開示部分はないので，マスキング

は不要である（※） 。

イ司法統計年報に掲載されている統計数値について

司法統計年報は，毎年法曹会から刊行されている出版物であり，情報公開

法2条2項1号にいう 「不特定多数の者に販売することを目的として発行さ

れるもの」に該当し，開示対象となる司法行政文書とはならないと考えられ

る（3頁総論編2参照） 。

なお，文書開示手続を求められた場合においても，場合によっては，不開

示とした上で，司法行政上の便宜供与としての情報提供として該当部分の写

しを交付する等の対応も考えられる。

※SSDBSから抽出した数値であっても，その数値から事件や個人が特

定されるおそれがある場合には，開示の当否を検討する必要があるので注

意する（例：①刑事事件における被害者参加・刑事損害賠償命令に関する

数値，②裁判員裁判に関する数値について，理由あり不選任決定がされた

裁判員候補者の数，理由なし不選任決定がされた裁判員候補者の数，評議

の合計時間， 「解任された裁判員の数」及び「解任された補充裁判員の数」

の解任理由ごとの数） 。

※SSDBSから抽出した情報に事件情報（事件番号，事件名，終局日，

国選弁護人の有無など）が含まれる場合は，事件情報としての側面からも

不開示情報の有無を検討する必要がある。
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3【事件記録等閲覧・謄写票（原符） 】…民事事件，刑事事件

1 申出の内容の例

・○○地方裁判所平成○○年（ワ）第○○○○号事件に関して，民事事件記録が

閲覧されたことが分かる文書一切

・○○地方裁判所平成○○年（わ）第○○○○号事件に関して，国選弁護人が刑

事事件記録の閲覧謄写申請をした年月日，回数及び手数料について明らかにな

る文書一切

2対応方針

閲覧・謄写票（原符）は，記録係と事件担当書記官との間で，閲覧等の申請が

された事件記録等の授受を明らかにするために作成され，そこには司法行政の目

的も含まれることから，文書開示手続の対象となるが，事件記録等閲覧・謄写票

は，事件記録に綴られる裁判事務に関する文書であるので，司法行政文書開示手

続の対象外となる。

申出の内容に特定の個人が裁判事件記録を閲覧したかどうか分かる文書とある

場合には，グローマー拒否（20頁総論編8参照）を検討する。

3 マスキング方法

(1) 開示部分における留意点

事件番号…申請人の氏名と一体となって個人識別情報となるものの，閲覧・

謄写票（原符）に記載された事件番号は， 「慣行として公にされ，又は公にす

ることが予定されている情報」 （公表慣行のある情報） （法5条1号イ） とし

て開示する。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

ア申請人氏名･･･個人識別情報（法5条

申請人氏名が個人の氏名である場合，

定する不開示情報に相当する。ただし，

謄写申請をした場合については， 「事業

(法5条

謄写申請をした場合については， 「事業

1号）

〕る場合，個人識別情報として法5条1号に規

弁護人又は弁護士等の代理人が閲覧

を営む個人の当該事業に関する情報」

であるから，公にすることにより，正当な利益を害するおそれがあるなどの

事由がない限り開示することとなる（法5条2号イ参照） 。

イ刑事事件記録等閲覧・謄写票（原符）の被告人等氏名…個人識別情報（法

5条1号)又は法人の正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）

ウ事件担当書記官受領印の印影･･個人識別情報（法5条1号）
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(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（氏名，裁判所職員の印影）が記載されており， これらの情

報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することか

ら， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙1及び2記載のとおり

4
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4【民事・行政第一審事件簿等】

事件簿は，特定の事件の受付・分配という事務処理に関して作成される文書であって，そ
p

こには司法行政の目的も含まれるから文書開示手続の対象となる。

1 申出の内容の例

・○○地方裁判所平成○○年（ワ）第○○号事件に関して作成された司法行政文

書一切

・○○地裁と○○高裁との間で民事記録（平成○○年（ワ）第○○号）を授受し

た際に作成された司法行政文書一切

・平成○年○月から平成△年△月までの期間に,○○支部においてなされた裁判

のうち上訴されたもの全てについて，事件番号，判決・決定・命令をした日及

び判断結果が分かる書面

・○○高等裁判所平成○○年（ラ）第○○号事件の決定に関する司法行政文書の

全て

2対応方針

事件簿に記載されている情報は，いずれも，裁判所が特定の個人や法人に関し

て受付をした事件の処理状況を明らかにするものであり，特定の個人や法人に関

する情報である。

個人が事件当事者として記載された事件簿については，事件ごとにその一覧の

情報（記録の送付，返還及び保存に関する部分並びに裁判所職員の印影部分を除

く。 ）全体が一体として個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができる情報（法5条1号）に相当する。そして，そのうち公表慣行のある情報

（同号イ）に相当する情報（事件番号）については開示し，その余の部分につい

てはさらに部分開示（取扱要綱記第3の2）の適否を検討することとなる。

他方，法人その他の団体又は事業を営む個人が事件当事者の場合は， 当該法人

等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2

号イ）に相当する情報となるかどうかを検討する。

なお，開示の実施に当たっては，該当部分が掲載されている頁（表，裏）のみ

を抽出して開示する方法が考えられる（8頁総論編5(2)参照） 。また，特定の事

件番号を指定しての申出であれば， 当該事件の記載部分以外をホワイトマスキン

グした上で， 当該事件に係る欄のみを開示に代わる情報の提供（30頁総論編1

2）をする方法も考えられる。

3マスキング方法

39



(1) 開示部分

ア事件番号…事件当事者に個人が含まれる場合は，公表慣行のある情報（法

5条1号イ）として開示する。事件当事者が法人のみの場合は,公にしても，

法人の正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）ではないので

開示する。

イ事件番号及び(2)で不開示とする項目以外の項目 （※）…事件当事者に個人

が含まれる場合は，部分開示（取扱要綱記第3の2）により開示し，事件当

事者が法人のみの場合は，公にしても法人の正当な利益を害するおそれがあ

る情報ではないので開示する。

※特殊な事件名など，事件名から当事者の氏名・名称が推知されるおそれ

がある場合は， 当該事件名を個人識別情報（法5条1号）又は法人の正当

な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ） として不開示とするこ

とも考えられる。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

以下の項目についてマスキングする。

ア当事者名…個人識別情報（法5条1号）であって，同号ただし書イ， ロ，

ハに相当せず，個人識別部分であるから取扱要綱記第3の2による部分開示

ができない情報又は法人の正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2

号イ）

イ民事・行政第一審事件簿における訴訟の目的の価額， ちよう用印紙額…個

人識別情報（法5条1号）であって，同号ただし書イ， ロ，ハに相当せず，

公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがないとは認められず，

取扱要綱記第3の2による部分開示が相当ではない情報又は法人の正当な利

益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）

ウ裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）であって，同号ただし書

イ， ロ，ハに相当せず，個人識別部分であるから取扱要綱記第3の2による

部分開示ができない情報

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（氏名，訴訟の目的の価額， ちよう用印紙額，裁判所職員の

印影）及び公にすると法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法人の名称，訴訟の目的の価額，ちよう用印紙額）が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第2号イに

定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を
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開示しないこととした。 」

4マスキング例

（1） 民事・行政第一審事件簿

別紙3記載のとおり

(2) 民事・行政抗告事件簿

別紙4記載のとおり

(3) 非訟・民事雑・執行雑。行政雑等事件簿

別紙5記載のとおり

民事裁判事務支援システムでの取扱い

平成20年2月5日付け最高裁総三第000023号総務局長通達「民事裁判事務支

援システムを利用した事務処理の運用について」で， これまでの事件簿への登載

に代えて，民事裁判事務支援システム（以下「システム」 という。 ）のサーバー

に事件簿への登載に代わる情報を記録させることになったことから， 当該サーバ

ーに記録された事件簿への登載に代わる情報が開示の対象となる場合の対応は，

次のとおりとなる。

(1)事件簿情報について

事件簿情報は，システムのプログラムにより抽出されるから，開示対象とな

る電磁的記録と言える（8頁総論編5参照） 。事件簿情報は，画面出力される

ものの，用紙に出力することはできず，開示の実施方法は，画面の閲覧による

ことになる。 しかし，事件簿情報は，モニター画面上，情報全体が一つの画面

では表示されず，事件簿情報全体を閲覧するためには画面をスクロールさせる

必要がある。そうすると，ある画面で不開示情報をマスキングテープなどで被

覆したとしても画面をスクロールすることにより不開示情報が明らかとなるか

ら,電磁的被膜ができない以上は不開示情報を容易に除くことができないので，

全体を不開示とすることになる。

このような場合に，いわゆるプリントスクリーン機能を利用して開示対象と

なる電磁的記録が画面出力されたモニター画面の画像データを用紙に出力し，

情報提供する対応も考えられるが，プリントスクリーン機能の利用は，新たな

文書を作成することにほかならず開示に代わる情報の提供(30頁総論編12）

を含め，文書開示手続における開示の実施方法には当たらない。

したがって， この機能を利用して情報提供するという対応は，文書開示手続

とは離れた司法行政上の便宜供与としての対応であり， このように対応するの

5
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は，例えば，対象となる情報が少なく，複数の画像を結合するなどのような特

段の処理や加工を要することなく，容易に上記の不開示情報を除くことができ

る場合等に限られる。

もっとも， 申出の内容から開示申出人が事件簿情報の開示に固執していると

解されない場合は（あるいは必要に応じて申出人に対して補正を求めるなどし

て） ，システムに備わったCSV出力機能を利用して用紙に出力することがで

きる(2)の事件検索結果一覧を開示対象とすることが考えられる。

(2)事件検索結果一覧について

事件検索結果一覧を開示対象とする場合は，事件検索画面で開示申出人が求

める事項に適う項目を選択して出力したものを対象とすることで足りる。申出

が従来の事件簿に記載された情報の開示を求める趣旨と解される場合は， 「事

件番号」 「事件名」 「受付年月日」 「提起側」 「相手側」 「終局年月日」 「終

局結果」 「部係」 「印紙額」 「関連事件」の出力項目を選択することとなる。

(3) 不開示部分及び不開示の理由

3(2)と同様に考えることとなる。
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5【刑事公判繭求事件簿等】

1 申出の内容の例

○○地方裁判所平成○○年（わ）第○○号事件に関して作成された司法行政文

書一切

平成○○年から平成△△年の間の再審請求事件において，確定した刑事記録

（○○地方裁判所平成○○年（わ）第○○号事件）を使用した際に作成された

司法行政文書一切

平成○年○月から平成△年△月までの期間に,○○支部においてなされた裁判

のうち上訴されたもの全てについて，事件番号，判決・決定・命令をした日及

び判断結果が分かる書面

○○地方裁判所及び○○簡易裁判所の刑事公判請求事件簿で平成○年○月受

付分

○○高等裁判所の刑事抗告等事件簿で平成○年○月受付分

○○地方裁判所平成○○年（む）第○○号事件に関して作成された司法行政文

書一切

○○地方裁判所及び○○簡易裁判所の刑事等雑事件簿で平成○年○月受付分

●

●

●

●

●
●

●

2対応方針

事件簿に記載されている情報は，いずれも特定の刑事事件について裁判所での

当該事件の受付・分配の処理状況を明らかにするものであり，特定の被告人等に

関する情報である。

被告人が個人の場合，民事・行政第一審事件簿等と同様に事件ごとにその一覧

の情報（記録の送付，返還及び保存に関する部分並びに裁判所職員の印影部分を

除く。 ）全体が一体として個人に関する情報であって，特定の個人を識別するこ

とができる情報（法5条1号）に相当する。そして，そのうち公表慣行のある情

報（同号イ）に相当する情報（事件番号等）については開示し，その余の部分に

ついてはさらに部分開示（取扱要綱記第3の2）の適否を検討することとなる。

氏名等の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くこと

により，個人の権利利益を害するおそれがない情報に当たるかどうかは慎重な検

討が求められる。

被告人が法人の場合，事件簿に記載されている情報は，特定の法人に関する情

報であり，公にすることにより， 当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがある情報（5条2号イ）に当たるかを事件簿に記載されてい

る情報ごとに検討する。

なお，開示の実施に当たっては，該当部分が掲載されている頁（表，裏）のみ
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を抽出して開示する方法が考えられる（8頁総論編5(2)参照） 。また，特定の事

件番号を指定しての申出であれば，当該事件の記載部分以外をホワイトマスキン

グした上で， 当該事件に係る欄のみを開示に代わる情報の提供(30頁総論編1

2）をする方法も考えられる。

3 マスキング方法

(1) 開示部分

ア事件番号，被告事件名（刑事公判請求事件簿に記載の事件名に限る。 ）及

び終局日 （刑事公判請求事件簿に記載の第一審，控訴審，上告審の各終局日

に限る。 ）…被告人等が個人の場合は，公表慣行のある情報（法5条1号イ）

として開示する。被告人が法人の場合は，公にしても，法人の正当な利益を

害するおそれがある情報ではないので開示する。ただし，特殊な被告事件名

など，それを公にすることによって被告人名が推知されるおそれがある場合

は不開示とすることも考えられる。

イアで開示する事件番号，被告事件名及び終局日並びに(2)で不開示とする項

目以外の項目…被告人等に個人が含まれる場合は，部分開示（取扱要綱記第

3の2）により開示し，被告人が法人の場合は，公にしても法人の正当な利

益を害するおそれがある情報ではないので開示する。

ウ申立人等欄（刑事抗告等事件簿）又は請求者等欄（刑事等雑事件簿）に記

載の者が弁護人，検察官の場合の弁護人氏名，検察官氏名（※1）

一

※1 申立人等が弁護人の場合， 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」

であるから，公にすることにより，正当な利益を害するおそれがあるな

どの事由がない限り開示することとなる（法5条2号イ参照） 。また，

申立人等が検察官の場合，氏名は個人識別情報であるが，検察官が申立

て等を行うことは,公務員の職務遂行に係る情報であり（法5条1号ハ)，

検察官氏名は，公務員の職務遂行に関する情報として慣行として公にす

ることが予定されている情報（法5条1号イ）に当たることから （11

頁総論編6(2)ア参照） う開示するのが相当である。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

ア次の情報は，被告人等が個人である場合は個人識別情報（法5条1号）で

あって，同号ただし書イ， ロ，ハに相当しない。被告人等の氏名については

個人識別部分であり，その他については公にすると個人の権利利益を害する

おそれがある情報として取扱要綱記第3の2による部分開示ができず，不開

示となる。また，被告人が法人である場合は， 当該法人の正当な利益を害す

44



るおそれがある情報（法5条2号イ） として不開示となる。

(ｱ）刑事公判請求事件簿，刑事控訴事件簿

①被告人氏名・名称

②控訴申立人の区別（検被弁）の記載※2

③上告申立人の区別（検被弁）の記載※2

④ 「勾別求保宅放刑」の身柄の状況の記載

⑤第一審結果

⑥控訴審結果

⑦上告審結果

⑧異議を申し立てた旨の記載, 、異議申立終局結果

⑨身柄に関する情報（勾留場所，逮捕状・勾留状の受領など）

※2控訴申立人や上告申立人の区別の種類が開示されると，裁判結果

が推認されるおそれがあることから不開示とすることが相当である。

(ｲ）刑事抗告等事件簿･･･ただし，記録符号「く」のうち，原審事件番号記録

符号が「る」 「む」 「少」

①被告人氏名，少年氏名，被疑者氏名

②事件名

③原審終局結果※3

④抗告審終局結果

⑤特別抗告審終局結果

⑥身柄に関する情報（保釈保証金額身柄引受書添付の記載など）

※3原審終局結果欄に， 「保釈請求却下」など具体的結果内容が記載

されている場合は,マスキングを要する｡別紙7マスキング例では，

原審終局結果欄に具体的結果内容は記載されておらず，形式的事項

である裁判所内部の事務処理（決定， 申立，意見）に関する日付の

みの記載であり，個人の権利利益を害するおそれもないことから部

分開示により開示している。

(ｳ）刑事等雑事件簿…ただし，記録符号「る」 「む」 「て」のもの

①被告人氏名，少年氏名，被疑者氏名，対象者氏名

②事件名

③原審終局結果

④不服申立人の区別（検被弁）の記載
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⑤準抗告終局結果

⑥異議申立終局結果

⑦上訴審終局結果

⑧身柄に関する情報（保釈保証金額，身柄引受書添付の記載など）

イ裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）であって，同号ただし書

イ， ロ，ハに相当せず，個人識別部分であるから取扱要綱記第3の2による

部分開示ができない情報

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

ア被告人等が個人の場合

「個人識別情報（被告人氏名，裁判結果等）が記載されており， これらの

情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するこ

とから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

イ被告人が法人の場合

「法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情

報（被告人の名称，裁判結果等）が記載されており， これらの情報は，行政

機関情報公開法第5条第2号イに定める不開示情報に相当することから， こ

れらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

4マスキング例

(1)刑事公判請求事件簿

別紙6記載のとおり

(2) 刑事抗告等事件簿

別紙7記載のとおり

(3) 刑事等雑事件簿

別紙8記載のとおり
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6【捜査記録等返還書，受領書】

1 申出の内容の例

○○地方裁判所平成○○年（つ）第○○号事件に関して作成された司法行政文

書一切

○○地方裁判所平成○○年（○）第○○号事件について，検察庁との間で文書

の授受があった際に作成した司法行政文書一切

●

●

2対応方針

刑事事件の審理に当たり必要な資料を検察庁等外部機関から取り寄せ，返還し

た際に作成される文書であり， 当該資料の授受関係を明らかにするという司法行

政事務の目的も含まれることから，文書開示手続の対象となる。

記載情報のマスキングに当たっては，個人識別情報のうち法5条1号ただし書

イ， ロ，ハに相当する部分を開示し， さらに部分開示（取扱要綱記第3の2）の

適否を検討する。部分開示における被告人や被疑者の権利利益を害するおそれが

あるかどうかの判断に当たっては，刑事公判請求事件簿等のマスキング方針と同

様に慎重な検討が必要である。

なお，マスキング例に示した文書は，その一部又は全部が検察庁所属職員作成

に係るものであるから，開示に先立ち，第三者に対する意見聴取（27頁総論編

10参照）の要否を検討する必要がある。

3 マスキング方法

(1)開示部分における留意点

ア事件番号…個人識別情報であるが，法5条1号イにより開示する。

イ事件名（マスキング例では， 「付審判請求」 ） ．．‘事件種別が事件名である

場合，罪名が事件名である場合と異なり，事件種別自体は個人の権利利益を

害するおそれがある情報に当たらないため，部分開示により開示する（※）。

ウ裁判所書記官名及び職印の印影…慣行として公にされ，又は公にすること

が予定されている情報（法5条1号イ） として開示する（11頁総論編6(2)

ア参照） 。

※起訴前の罪名については，公表慣行のある情報（法5条1号イ） とは解

されない。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

ア以下の情報は,事件番号や事件名とともに一体として個人識別情報となり，
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法5条1号イ， ロ，ハに相当する事情もなく，部分開示もできない情報とし

て不開示とする情報である。

㈱被疑者氏名

（ｲ）被疑者以外の他の被疑者数

（ｳ）罪名

イ検察事務官名及び印影…公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

ある情報（法5条4号）

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（被疑者名，罪名等）及び公にすると公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがある情報（検察事務官の氏名及び印影）が記載され

ており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第4号に定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示

しないこととした。 」

マスキング例

別紙9及び10記載のとおり

4
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7【開廷表（民事） 】

1 申出の内容の例

・平成○○年○月○日の○○地方裁判所第○号法廷開廷表

・平成28年(ﾜ)第○○号事件の期日が開かれた日が分かる文書
一一 ■■■■■■■

2対応方針

開廷表には，個人の氏名や法人等の名称が記載されることから，個人識別情報

（法5条1号)や法人等の正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）

の範囲を検討する必要がある。

なお，開廷表の開示申出があった場合に，開示申出人が開廷日に法廷等に掲示

した開廷表を特定して申出をしたと解されないときは，民事裁判事務支援システ

ム(MINTAS)等から出力される開廷表も開示対象文書になる。また，開廷

状況が分かる文書の開示申出については,MINTASから出力される期日指定

状況一覧表を対象とすることも考えられる。

3マスキング方法

(1)開廷表における開示・不開示の箇所は，以下の一覧のとおりである。
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項目 情報の内容（例） 開示・不開示 開示・不開示の理由

開廷場所 第○号法廷（○階） 開示 ③

開廷日 平成○○年○○月○○日

○曜日

開示 ③

開始/終了／

予定欄

10:00/10:15/弁論 開示 ③

事件番号／

事件名欄

事件番号

事件名

開示

開示※1

①

③

当事者欄 個人の氏名

法人等の名称

破産者○○破産管財人○

○○※2

国，独立行政法人等，地方

公共団体，地方独立行政法

人

当事者名の後ろの「外」の

表示※3

不開示

不開示

不開示

開示

開示

法5条1号に相当

法5条2号イに相当

法5条2号イに相当

④

③



＜開示する理由について＞

①当事者が個人の場合は，氏名と一体となって個人識別情報となるものの，公

表慣行のある情報（法5条1号イ） として開示する。

また， 当事者が法人等の場合は，公にすることにより，法人等の正当な利益

を害するおそれがある情報ではないので開示する。

②個人識別情報であるが，慣行として公にされ，又は公にすることが予定され

ている情報（法5条1号イ） として開示する。

③当事者が個人の場合は，氏名と一体となって個人識別情報となるものの，部

分開示（取扱要綱記第3の2）により開示する。

また， 当事者が法人等の場合は，公にすることにより，法人等の正当な利益

を害するおそれがある情報ではないので開示する。

④訴訟当事者である国の機関等の名称は，公にすることにより，国の機関等の

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（法5条6号） と

は考えられないので，原則として開示する。

⑤弁護士や司法書士の氏名が訴訟代理人として記載されている場合は， 「事業

を営む個人の当該事業に関する情報」 （法5条2号イ）であるから，公にする

ことにより，正当な利益を害するおそれがあるなどの事由がない限り，原則と

して開示する。

⑥指定代理人の氏名は，職務遂行に係る公務員の氏名であるから，原則として

慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報（法5条1号イ）

として開示する（11頁総論編6(2)ア参照）

※1特殊な事件名など，事件名から当事者の氏名・名称が推知されるおそれが

ある場合は，個人識別情報又は公にすることにより，法人等の正当な利益を

害するおそれがある情報として不開示とすることが考えられる。

※2破産管財人が行う破産財団に関する訴えは，破産管財人の管財業務に関す

る情報であって，公にすることにより破産管財人の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある情報に当たる。また， 「破産者○○破産
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代理人欄 訴訟代理人である弁護士

や司法書士の氏名

指定代理人の氏名

支配人の氏名

上記以外の代理人の氏名

開示

開示

不開示※4

不開示

⑤

⑥

法5条2号イ

法5条1号

担当欄 担当係

裁判官の官名・氏名

書記官の官名・氏名

開示

開示

開示

③

②

②



管財人○○○」全体が当事者の表示であることから，その全体をマスキング

する。

※3 「外○名」のように具体的な人数が記載されている場合は，その人数等に

よって事件が特定されることにより， 当事者の氏名・名称が推知されるおそ

れがあるので，数字部分（ 「外○名」のうち「○」部分）を個人識別情報又

は公にすることにより，法人等の正当な利益を害するおそれがある情報とし

て不開示とする。

※4法人の名称を不開示とする場合に，代理人支配人の氏名を公にすることに

より，商業登記簿等から法人の名称が推知される可能性があるため， 当該氏

名を不開示とする。

(2) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（氏名）及び公にすることにより法人等の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名称）が記載されて

おり， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第2号イに定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示

しないこととした。 」

マスキング例

別紙11記載のとおり

4
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8【配席図。職員配置図】

1 申出の内容の例

裁判官，書記官，事務官などの所属ごとの氏名と座席表

○○裁判所○○訟廷事務室の配席の分かる′もの

2対応方針

配席図・職員配置図については，警備上の問題等の観点から支障がないかを各

庁舎の具体的な警備状況等を踏まえて考慮し，マスキングの範囲を検討する必要

がある（※1， 2） 。

下級裁判所における方針としては，来庁者が自由に出入りすることができる部

屋（訟廷事務室，書記官室，家庭裁判所調査官室等）については開示し， 当事者

｜ 亨可 －‐ ‐‐1が自由に出入りできない部屋 につい

ては,公にすると庁舎管理上の問題や警備上の問題等が生じるおそれがあるため，

庁舎管理上や警備上の事務支障（法5条6号）により，その位置関係も含めてマ

スキングを検討することとなる。

また,警備上配慮を要する備品や設備’ ｜も,警備上の
事務支障（法5条6号）により，マスキングするのが相当と考えられる。

※1警備事務支障を考えるに当たって考慮する要素としては，入構制限等の警

備状況のほか，案内図等の他の方法による執務室の特定の可否，業務内容を

含む施設の特性，該当する執務室が加害行為等の対象となる可能性，特定の

執務室の位置が開示された場合に以後の警備体制に与える影響等が考えられ

る。下級裁判所においては， 当事者が入構してしまえば，庁舎内を自由に往

来が可能であるため，通常自由に出入りできない部屋や設備については，原

則として不開示とすることになろう。

※2配席図や職員配置図に類するものとして，庁舎における執務室の位置関係

等が分かる平面図や見取図等の図面が開示対象となることもある。

庁舎平面図や見取図についても，開示に当たっての対応方針は，配席図。

職員配置図と異なるところはない｡ただし,庁舎平面図や見取図には,■■
|力

－－= 一一

§記載されている場合も多く，これらは，

公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情

報（法5条4号）及び庁舎管理上や警備上の事務に支障を及ぼすおそれがあ

る情報(法5条6号） として，その位置関係も含めて（したがって,■■■したがって,■|■■
）マスキングを検討

することとなる。
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3マスキング方法

（1） 開示部分

ア表題部分（例○○部座席配置図）

イ職員氏名…「慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情

報」 （法5条1号イ） として開示する（11頁総論編6(2)ア参照） 。

ウ官職名（書記官，事務官，○○係長，訟廷管理官，課長等）…「慣行とし

て公にされ，又は公にすることが予定されている情報」 （法5条1号イ） と

して開示する。

エ代表電話番号…対外的に公表されている電話番号であり，公にしても裁判

所の事務支障はないので開示する。

オ内線番号，直通の電話番号， ファクシミリ番号で，ホームページ，官報，

公告書面等で対外的に公表しているもの

力ロッカー，パソコン，テーブル等の備品

キ職員専用出入口…来庁者から容易に認識できる場合（一般来庁者が通行可

能な廊下に面しているなど）は，警備上の事務支障はないと考えられる。

(2)不開示部分及び不開示の理由

ア来庁者が自由に出入りできない部屋及び部屋の名称 ’
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

（法5条6号）

イ警備上配慮が必要な備品や設備

遂行に支障を及ぼすおそれがある！
’ 事務の適正な

情報（法5条6号）

|ウ 個人識別情報（法5条1号） 。

エホームページ，官報，公告書面等で対外的に公表されていない内線番号，

直通の電話番号，ファクシミリ番号…事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報（法5条6号）に相当し，不開示となる。ただし，内線番号等

の「内線, nL, FAX」の部分は，開示する。

なお，職員個人ごとに割り当てられている内線番号等については，職員氏

名と一体となって個人識別情報（法5条1号）にも相当すると考えられるか

ら， この場合，重畳的に個人識別情報と事務支障情報として不開示となる。

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報及び公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報（電話番号，内線番号等）が記載されており， これらの情報は，行政機

関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから，
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これらの情報が記載された部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙12記載のとおり

4

’

’

’
0

1

I
’

’

54

i
l
l



9【職員配置表】

1 申出の内容の例

○○裁判所職員配置表

○○裁判所の職員の名前が分かる文書

○○裁判所に所属する職員及びその肩書が分かる文書

2対応方針

職員配置表は，各職員の所属，氏名，官職等の個人識別情報（法5条1号）が

集合したものであり，職務遂行情報（同号ハ）には相当しないが，公表慣行のあ

る情報（同号イ） として開示対象となる。開示に当たっては，それぞれの情報に

公表慣行があるか，公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすか（同条6号）

という観点からマスキングの要否を検討する必要がある。

職員の氏名とともに記載されている所属や官職等の情報は，職員ごとに氏名と

一体となって個人識別情報となるが，裁判所における職員配置表では，職員の配

置に関する情報には公表慣行があると考えられる。

また，職員配置表には，ホームページ，官報，公告書面等で対外的に公表して

いない内線番号や電話番号等が記載されている場合があるが， これらの番号は公

にすると裁判所の事務に支障が及ぶおそれがある情報に当たると考えられる。

3マスキング方法

（1）開示部分

ア表題部分（例○○裁判所職員配置表）

イ以下の情報は，職員氏名と一体となって個人識別情報となるものの，公表

↓|貫行のある情報として開示する（11頁総論編6(2)ア） 。

tｱ）所属（総研入所中の表示や在外研究の表示も含む。 ）

｜ ■■■ﾛ■■■’(ｲ）職員氏名

(ｳ）官職名（（ｳ）官職名（書記官，事務官，○○係長，訟廷管理官，課長等）

㈲内線番号,直通の電話番号，ファクシミリ番号で，ホームページ，官報，

公告書面等で対外的に公表しているもの

㈱セクハラ相談員の表示

鋤裁判官の期別の表示

ウ代表電話番号…対外的に公表されている電話番号であり，公にしても裁判

所の事務支障はないので，開示する。

(2)不開示部分及び不開示の理由
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ア特定の部署に配置されている職員の以下の情報は，その氏名と一体となっ

て個人識別情報であり，法5条1号ただし書イ， ロ，ハに相当する情報に該

当せず，個人識別部分である氏名が開示されていることから，部分開示（取

扱要綱記第3の2）をすることができないため，不開示となる。

㈲’ ｜
(f) I－－－－ ‐ － 1

｜ ■■■■■■■■■■’(ｳ）

イホームページ，官報，公告書面等で対外的に公表されていない内線番号，

直通の電話番号， ファクシミリ番号…事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報（法5条6号）に相当し，不開示となる。ただし，内線番号等

の「内線, nL, FAX」の部分は，開示する。

なお，職員個人ごとに割り当てられている内線番号等については，職員氏

名と一体となって個人識別情報（法5条1号）にも相当すると考えられるか

ら， この場合，重畳的に個人識別情報と事務支障情報として不開示となる。

ウ配置部署とは別に職員配置表の枠外等に記載されている’
1の職員については,■■■の表示,官職氏名が一体となって

個人識別情報であり，法5条1号ただし書イ， ロ，ハに相当する情報に該当

せず，部分開示も不相当であるから氏名も含めその全体が不開示となる。

’

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報及び公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報（電話番号，内線番号等）が記載されており， これらの情報は，行政機

関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから，

これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

4マスキング例

別紙13記載のとおり
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10【法曹会職員録】

1 申出の内容の例

・法曹会職員録（○○地方裁判所）

・平成○○年から同△△年までの○○地裁の裁判官，書記官の在籍名簿

2対応方針

法曹会職員録は，法曹会会員のみに販売され法2条2号にいう不特定多数の者

に販売することを目的として発行されるものではないことから，司法行政文書に

該当すると考えられる（3頁総論編2参照） 。

また，同職員録は， 1冊全体が一文書であると考えられることから，申出が「○

○地方裁判所」 と限定されている場合，該当箇所を抜粋したものを開示に代わる

情報の提供(30頁総論編12)をする方が申出人の目的に沿うものと言えよう。

なお，法曹会職員録に記載されている職員の氏名，住所及び電話番号は，一体

として個人識別情報（法5条1号） となるが，職員の住所及び電話番号欄に，所

属庁の所在地及び代表電話番号が掲載されている場合,当該住所及び電話番号は，

公表慣行のある情報（同号ただし書イ） として開示するものと考えられる。

おって，法曹会職員録を特定した開示申出ではなく，一般に職員名簿，職員一

覧等の開示を求められた場合には， 申出の内容に応じて各庁で作成している職員

配置表を開示することが相当な場合もあると考えられる。

3 マスキング部分

ア対外的に公表されていない電話番号等…個人識別情報（法5条1号）及び事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（法5条6号）

イ職員個人の住所及び電話番号（所属庁の住所及び代表電話番号を掲載してい

る場合を除く）…個人識別情報（法5条1号）

4司法行政文書の開示についての通知書の記載例

別紙14記載のとおり

5提供する文書の形式及びマスキング例

別紙15記載のとおり
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11 【出勤簿】

1 申出の内容の例

平成○○年の職員○○○○の出勤簿
■一一章一一一■由■一一一一一一一一一一一一凸一一一一一一一一一●一一一面一

2対応方針

出勤簿は，全体が特定の職員の個人識別情報（法5条1号）であって，その中

に公務員の職務遂行に関する情報（同号ハ）が含まれていると考えられるため，

不開示部分について丁寧な検討が必要である。

裁判官について申出がされた場合，裁判官休暇管理簿が作成されていることも

あるが， これは裁判官の休暇を管理するものである（出勤を管理するものではな

い）から，裁判官休暇管理簿が開示対象となるかは， 申出の内容を踏まえて検討

することになる。

3マスキング方法

(1) 開示部分

「⑬｣ ， 「出張｣の表示
法5条1号ただし書ハの職務遂行の内容に係る情報に相当し，開示する。

なお，当該部分を開示することで,それ以外の日に,一日又は一定の時間，

公務に従事しなかったことが明らかになるが，公務に従事しなかった具体的

理由まで明らかになるものではないことから，私事に関する情報を開示する

ことにはならない。

※異動があった職員については，異動の前後で出勤簿に出勤等の記入がない

箇所が生じるが， 当該箇所は開示する。ただし，備考欄等に引き継がれる休

暇残日数が記載されている場合は， (2)と同様に個人識別情報として不開示と

することが相当である。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

ア 「ネ」 ， 「上」 ， 「卜」 ， 「フ」等の表示及び集計欄

職員の休暇の種別，その原因ないし内容や取得状況を示す情報であり， こ

れらの情報は各職員の健康や生活の方針，態度に関わるなど各職員の私生活

の内容に関わるものであり，法5条1号ただし書ハに相当するとは認められ

ず，同号ただし書イ及びロに相当する事情も認められない。

また，集計欄中の「年次休暇」欄， 「年次累計」欄， 「病気休暇」欄以外

の空欄部分は，職員によって使用の有無が異なるが， 当該部分が不開示とな
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っている職員については， 「年次休暇」 ， 「病気休暇」以外の休暇等を取得

しているという私的な事情が明らかになるため，全ての職員について当該空

欄部分は見出し部分も含めて個人識別情報として不開示とするのが相当であ

る。

イ備考欄

休暇の種別以外の情報がある場合には，別途検討が必要となる。

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分及びその理由」の記載例

「個人識別情報（休暇に関する情報）が記載されており， この情報は，行政

機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， この情

報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙16記載のとおり

なお， 11月26日に申出がされた場合を想定している。

4
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12【旅黄鯖求書（職員に係るもの） 】

1 申出の内容の例
Ⅱ■■■■■■Ⅱ■一一一一一一一 一

・平成○○年度の職員の出張に係る旅費の請求書

2対応方針

旅費請求書は，全体が職員の旅費請求に係る個人識別情報（法5条1号）であ

り， このうち同号ただし書各号に相当する部分を開示することとなる。

氏名，官職等は，原則として，慣行として公にされ，又は公にすることが予定

されている情報（法5条1号イ） として開示し，その他旅費請求に係る職務遂行

情報（同号ハ）についても開示することとなる。また，請求者が裁判官その他の

職員でなく，調停委員等の非常勤職員である場合や，各種委員会の委員である場

合には，その職務内容をふまえて個別に不開示部分を検討する必要があるので注

意が必要である（司法修習生については，63頁各論編13【旅行命令簿】参照)。

申出の内容が「旅費関係書類」 「旅費の支出に関する書類」などと記載され，

支出決定決議書その他の文書も求められている場合もあるので，必要に応じて補

正を促すなどし，正しく文書が特定されるようにする。

なお，様式や記載事項は庁ごとに少しずつ異なっている実態があるので，不開

示部分については3(2)の例示にかかわらず，個別具体的に検討する。

3 マスキング方法

（1） 開示部分における留意点

ア支出官等及び請求者の所属，官職氏名…「慣行として公にされ，又は公

にすることが予定されている情報」 （法5条1号イ） として開示する（11

頁総論編6(2)ア参照） 。

イ出発地，到着地，宿泊地のうち(2)により不開示にしない部分…旅費請求に

係る職務遂行情報（法5条1号ハ） として開示する（13頁総論編6(2)イ参

照） 。

ウ精算額，運賃， 日当等の金額及び旅程…旅費請求に係る職務遂行情報（法

5条1号ハ） として開示する（13頁総論編6(2)イ参照） 。

※地域によっては，市町村名と開示される情報（裁判所名等）を照合する

ことにより，事件や事件当事者の特定につながるおそれがあり，そのよう

な場合には，その特性に応じてマスキングの要否を検討する。

(2) 不開示部分及び不開示の理由（いずれも個人識別情報［法5条1号］ ）
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ア職務の級（判事における「指定職相当」を除く。 ）

※指定職の記載については，昭和61年9月12日付け事務総長依命通達

「内国旅行の旅費について」記1(1),別表第1により，判事の職務の級は

一律「指定職」 と定められているため，判事という官職を明らかにしてい

る以上，職務の級を不開示とする必要がない。

イ裁判所職員の印影

ウ事件出張（証拠調べ，進行協議，現地調査など具体的な事件処理のための

出張)の場合以下の項目…事件や事件当事者の特定につながるおそれがある。

単なる裁判事務のための出張（事務連絡，記録使送等）や司法行政事務調査

にとどまる場合には，特段配慮すべき個人情報はないと思われ，マスキング

は不要と考えられる。

（ｱ）備考欄等に記載された事件当事者の特定につながる事件出張先住所

（ｲ）事件番号

エ職員が自宅から旅行を開始した場合（又は用務終了後自宅に直接帰宅した

場合）以下の項目

、出発地・到着地欄に記載された自宅が所在する地名

※ 「自宅が所在する地名」は,氏名と併せて個人識別情報に相当するが，

旅費請求書記載の職員氏名は，原則として法5条1号イにより開示する

こととなり，特定の個人を識別することができることとなる記述等（個

人識別部分）である氏名が開示されている以上， 「自宅が所在する地名」

を部分開示（取扱要綱記第3の2）することができず，不開示となる。

ただし，例外的に氏名を不開示とした場合に， 「自宅が所在する地名」

のみでは個人を特定できないときは，公にしても個人の権利利益を害す

るおそれがないと判断できるため，取扱要綱記第3の2により， 当該情

報を部分開示することとなる。

（ｲ）備考欄等に記載された職員の自宅住所

オその他備考欄等に記載された用務で，個人に関する情報（用務として記載

された「永年勤続表彰」のような記載等）

(参考）

旅程表が対象文書となる場合，旅程表の次の情報は，職員の個人識別

情報（法5条1号） として不開示となる。

① 「定期券利用」のチェック欄，定期券所持の有無の記載（ 「定期券

所持区間」 ， 「通勤定期券を使用」等）及び定期券の区間

② 「私事旅行を含む」のチェック欄

③職員が自宅から旅行を開始した場合（又は用務終了後自宅に直接帰
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宅した場合）の職員の自宅最寄りの出発地（到着地） と用務先の最寄

りの鉄道の駅との間の経路に関する次の情報

・ 出発時刻，到着時刻

・ 出発地欄，到着地欄の駅名，地名（用務先の最寄りの鉄道の駅名

を除く。 ）

・ 経路欄の交通種別

・ その他不開示とした経路を推認させる情報（運賃等）

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（職務の級，裁判所職員の印影，到着地等）が記載されてお

り， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に

相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。 」

4マスキング例

別紙17記載のとおり

なお，マスキング例は，

した場合を想定している。

事件出張において勤務庁から出発し， 自宅へ直接帰宅
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13【旅行命令簿】

1 申出の内容の例
一一一一一一Ｐ一一一一一一一一●一一一一一一■一一』一一一｝啓一■一一一一一一亭一一』一一一

・裁判官○○○○の旅行命令簿

2対応方針

旅行命令簿は，特定の職員等の旅行に係る情報が記載されており，全体が氏名

と一体となって個人識別情報（法5条1号） となるが，職員の旅行に係る情報の

中には，公務員の職務遂行の内容に係る情報が含まれていると考えられる。基本

的な考え方は以下のとおりであるが，その他，用務先や実質的な用務内容によっ

ては，人事管理その他の事務支障（法5条6号二等）に当たることを踏まえ個別

の検討を行う必要がある。また，旅行者が裁判官その他の職員でなく，調停委員

等の非常勤職員である場合や，各種委員会の委員である場合にも，その特性に応

じた検討が必要である。

3 マスキング方法

（1） 開示部分

職員の旅行命令簿における以下の各欄に記載の情報は,公表慣行のある情報

（法5条1号イ） として開示する。

ア所属部局課

イ官職

ウ氏名

エ発令年月日

オ用務及び用務先（(2)で不開示とする情報を除く。 ）

力旅行期間

キ概算払

ク精算払

(2) 不開示部分及び不開示の理由（いずれも個人識別情報（法5条1号） ）

ア旅行者の住所

イ職務の級（判事における「指定職相当」を除く。 ）

※指定職の記載については，昭和61年9月12日付け事務総長依命通達

「内国旅行の旅費について」記1(1),別表第1により，判事の職務の級は

一律「指定職」 と定められているため，判事という官職を明らかにしてい

る以上，職務の級を不開示とする必要がない。

ウ裁判所職員の印影
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エロ座情報（事務の便宜のため記載されている場合）

オ旅行者の最寄り駅（メモ書きされている場合）

※ 60頁各論編12 【旅費請求書（職員に係るもの） 】参照

力事件番号

キ用務先に記載された個人の住所

ク事件当事者の特定につながる地名，用務先及び最寄り駅等の記載

ケ司法修習生については，住所，印影に加えて氏名も個人識別情報（法5条

1号） として不開示とするのが相当である。その他，調停委員等の非常勤職

員，各種委員会の委員等の場合は，その特性に応じた検討が必要となろう。

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（住所，職務の級，裁判所職員の印影等）が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当

することから，これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙18記載のとおり

4
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14【支出決定決議書（支出負担行為即支出決定決蟻書） 】

1 申出の内容の例

・ ○○制度に関して宣伝広告推進に関する支出が分かる文書

2対応方針

「○○の支出が分かる文書」 という開示申出に対しては，支出決定決議書（支

出負担行為即支出決定決議書を含む。以下同じ。 ）を開示するという対応が考え

られるが，支出決定決議書に添付される請求書等を併せて開示したり，むしろ請

求書等のみを開示するのが相当な場合もある。差し支えのない範囲で開示申出人

の意向を確認したり補正を求めるなどして， 申出の趣旨，内容を的確に把握すべ

きである。

本項では支出決定決議書を開示する場合の不開示部分を検討するが，債主が個

人か法人（事業を営む個人を含む）かにより，不開示部分が異なることに留意す

る。

《

3 マスキング方法

(1)不開示部分及び不開示の理由

ア裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）

イ債主が法人又は事業を営む個人の場合における口座情報（預貯金種別を含

む。 ）…法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

る情報（法5条2号イ）

ウ債主が個人の場合における以下の項目…個人識別情報（法5条1号）

（ｱ） 口座情報（預貯金種別を含む。 ）

（ｲ）債主の氏名又は名称欄に記載された氏名，債主コード等

ただし，債主が瞳貝である場合，職員氏名は，慣行として公にすること

が予定されている情報（法5条1号イ）に当たることから （11頁総論編

6(2)ア参照） ，開示する。

（ｳ）住所欄に記載された住所

エその他，摘要欄等に記載される以下のような項目

（ｱ）裁判所が業務で使用し公開していない電話番号…事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある情報（法5条6号）

（ｲ） 官用車の車両番号…公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれがある情報（法5条4号）かつ警備上の事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある情報（法5条6号）

（ｳ）事件番号…個人識別情報（法5条1号）又は法人等の権利，競争上の地
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位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）

(2) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由』の記載例

ア債主が法人又は事業を営む個人の場合

「個人識別情報（裁判所職員の印影） ，公にすることにより法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（口座情報等） ，

公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情

報（車両番号）及び警備上の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

情報（車両番号）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法

第5条第1号，第2号イ，第4号及び第6号に定める不開示情報に相当する

ことから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

イ債主が個人の場合

「個人識別情報（裁判所職員の印影，住所，氏名等） ，公にすることによ

り公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号）及

び警備上の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，第

4号及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙19記載のとおり

4
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15【報酬鯖求書（刑事事件の鑑定人・通訳人） 】

1 申出の内容の例

・平成○○年○月から○月までの諸謝金の執行内訳が分かる文書

・平成○○年（わ）第○○号事件について通訳人に支払った金額が分かる文書

2対応方針

上記1のような申出の場合，各種報酬請求書が対象文書として考えられる。

各種報酬の執行は，鑑定人等から提出される事件に関する請求書のほか，裁判

所が支出書を作成し報酬を支払うカウンセリング謝金，セミナー等の講師謝金及

び各種会議の外部出席者に対する出席謝金などの司法行政に関するものがあり，

その範囲は多岐にわたっていることから，開示申出人に，対象文書をある程度特

定してもらうよう促して， より開示申出人の真意に沿った対応を行うようにする

のが相当である（諸謝金ではなく委員手当［各種委員会の委員に対して支給する

もの］を求める申出である場合もある。 ） 。本例では，主に標題の2類型の文書

が対象文書として特定された場合を検討する（なお，講師謝金等に関する考え方

については，後記（参考）参照） 。

不開示部分として考えられるのは，一般的には，事件情報が事件当事者の個人

識別情報（法5条1号） となること，請求者情報が個人識別情報となること等で

ある。

ただし，請求者が法人又は弁護士等の事業を営む個人である場合（以下「法人

等」 という。 ）で，その事業に関して請求書が作成されている場合，その請求者

情報は個人識別情報ではなく 「法人又は事業を営む個人」に関する情報となり，

法5条2号により開示の当否を検討することになるので注意する。

※なお，請求者が事業を営む個人であるかについては，氏名，住所及び振込

口座名等から個別に判断することとなるが，それらの記載のみでは明らかで

ない場合には，事件部等の担当者に確認したり，同担当者を通じて請求者に

確認することも考えられる。

3 マスキング方法

(1) 不開示部分及び不開示の理由

ア裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）

イ請求者が個人である場合，氏名・住所・印影…個人識別情報（法5条1号）

ウ請求者が法人等の場合の印影…法人等の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）
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法人等の印影については， 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」 （法

5条2号）に相当するものであって，その印影は， 当該書類が真正に作成さ

れたことを示す認証的な機能を有し， これをそのまま公にすると，偽造悪用

され， 当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

ある情報である。

なお，弁護士の氏名・住所等は「事業を営む個人の当該事業に関する情報」

（法5条2号）に相当し，公にすることにより，正当な利益を害するおそれ

があるなどの事由がない限り開示することとなる。

エ事件番号…個人識別情報（法5条1号） （※）又は法人等の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法5条2号イ）

オ事件名…個人識別情報（法5条1号）

力被告人氏名，少年氏名…個人識別情報（法5条1号）

なお， 「被告人」 「に対する」 という表記は開示する。

キロ座情報…請求者が個人の場合は個人識別情報（法5条1号） ，法人等の

場合は法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

情報（法5条2号イ）

※当該事件で鑑定等が行われたという機微な情報と共に記載された事件番

号であり， 当該事件番号には公表慣行（法5条1号イ）は認められないの

で不開示となる。

(2) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

ア請求者が個人の場合

「個人識別情報（住所，氏名，請求者の印影，裁判所職員の印影，事件番

号等）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている

部分を開示しないこととした。 」

イ請求者が法人等の場合

「個人識別情報（裁判所職員の印影，事件番号，被告人氏名等）及び公に

することにより法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報（請求者の印影， 口座情報等）が記載されており， これらの情

報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第2号イに定める不開示情報に

相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないことと

した。 」
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マスキング例

別紙20記載のとおり

4

(参考）講師謝金等について

請求者が個人である場合，支給額は氏名と併せて個人識別情報（法5条1

号）に当たるため，両者とも不開示とするのが基本となるが，氏名を不開示

とすることにより，支給額を開示しても個人の権利利益を害するおそれがな

いと認められる場合は，取扱要綱記第3の2により支給額を部分開示するこ

ととなる。個人の権利利益を害するおそれの有無については，個別に検討す

ることとなる。

請求者が当該セミナーの講師として出席したことがホームページに掲載さ

れているような場合や，各種委員会の委員等，非常勤職員の職務遂行情報に

当たる場合は， 当該請求者の氏名は，法5条1号イにより，開示することと

なる。その場合，支給額は，上記のとおり個人識別情報であり，個人識別部

分である氏名が開示されていることから部分開示できず（14頁総論編6の

脚注10参照） ，不開示となる。
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16【購求書，契約書】

1 申出の内容の例

．傍聴人の抽選で使用するリストバンドの単価が分かる文書
－Ⅱ■■■■

2対応方針

支払いの前提となる請求書は，業者により様々な形態である。ここでは一般的

な請求書（契約に基づく支払いのもの）を例に通常問題となる不開示部分を検討

するが，実際の対応に当たっては，記載事項をよく吟味する必要がある。

なお，契約書については，次の3(1)の情報が不開示となるほか，事務支障（法

5条6号）の観点からも不開示部分を検討する。

3 マスキング方法

(1)不開示部分及び不開示の理由

ア社印，代表者印の印影…法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがある情報（法5条2号イ） 。

印影については， 「法人その他の団体に関する情報」 （法5条2号）に相

当するものの，その印影は， 当該書類が真正に作成されたことを示す認証的

な機能を有するものであり， これをそのまま公にすると，偽造悪用され， 当

該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。

イ業者の事務担当者（代表者その他商業登記簿に現に登載されている者以外

の社員等）の氏名，印影…個人識別情報（法5条1号）

ウ ロ座情報･･･法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

がある情報（法5条2号イ）

※その他商品名や仕様によっては，法5条6号の事務支障情報に当たる場合

もあり得るので注意する。例えば，傍聴券に代わる手段としてリストバンド

を購入した事例において， リストバンドの商品名や仕様が詳細に請求書に記

載されている場合には，今後の抽選業務に支障が生じる危険性を考慮して，

不開示とする必要性を検討すべきである。

(2) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（氏名，担当者の印影）及び公にすることにより法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（社印及び代表者の

印影， 口座情報）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第

5条第1号及び第2号イに定める不開示情報に相当することから， これらの情
●
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１

１

－

報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙21記載のとおり

4
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17【入札経過鯛書，開札経過鯛書（物品・役務鯛達） 】

1 申出の内容の例
－－ 一一一一一

・平成○○年○月の○○○の製造に関する入札に関する書類

2対応方針

入札経過調書や開札経過調書とともに，入札書も存在するところだが，入札経

過調書や開札経過調書を開示することでほとんどの情報が開示できることから，

特に明示してこれらが求められない限り入札経過調書や開札経過調書を開示する

例が多いと思われる。

入札経過調書や開札経過調書の様式は各庁でまちまちであり， ここでは一般的

に入札経過調書や開札経過調書の記載項目について検討する。

3 マスキング方法

(1) 開示部分

契約（案件）名，入札日時，場所，入札参加業者名及び入札金額，落札金額，

落札・不落判定，入開札立会者（職員）及び作成者等については，原則として

不開示部分はない。

(2) 不開示部分及び不開示の理由

ア裁判所の予定価格，調査基準価格，予定価格との差額（※） ，落札率…契

約に係る事務に関し,国の財産上の利益を不当に害するおそれがある情報(法

5条6号ロ） 。

ただし，以下に該当する場合には，不開示にする理由はない。

㈲予定価格を公表している場合

（ｲ） 予定価格を公表していない場合でも他の契約の予定価格を類推されるお

それがないと認められるとき又は契約事務に支障を生じるおそれがない

と認められるとき

※ 「落札者の入札金額と予定価格との差額｣が記載されているような場合

には， これも不開示とする。

イ入開札立会者（入札参加者側）の氏名…個人識別情報（法5条1号）

ウ裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

ア 「国が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより契約

に係る事務に関し，国の財産上の利益を不当に害するおそれがある情報（裁
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判所の予定価格）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5

条第6号ロに定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。 」

イ 「個人識別情報（氏名，裁判所職員の印影）が記載されており， これらの

情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するこ

とから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

マスキング例

別紙22記載のとおり

4
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18【営繕工事における予定価格の穣算資料】

1 申出の内容の例

○○地家簡裁庁舎新営建築工事における積算資料（工事費内訳書,別紙明細書

代価表， メーカー見積り比較表， メーカー見積書，単価表，共通費計算書）

※建築のほか，電気，機械等の設備工事や耐震改修工事などの営繕工事に関するもの

※申出書において予定価格算定の根拠となる文書を意味するものを含む。

※工事費内訳書については，予定価格内訳書と表記する場合もある。

2対応方針

近時，建設業界における受注競争の激化に伴い，公共工事の調達関連情報の開

示請求を積極的に行う企業が増加している｡今後も工事規模の大小にかかわらず，

開示請求が増加することが予想されるため,一定の対応方針を定めることとした。

営繕工事における積算資料に該当する文書は，以下のものがあり，それぞれ検

討する。

(1) 工事費内訳書

工事費内訳書のうち，別紙明細部分を含まない工事費内訳書を開示したとし

ても，今後の入札手続における予定価格を事前に推認される恐れはなく，開示

することが相当である。

(2)工事費内訳書の別紙明細部分

工事費内訳書のうち，別紙明細部分は，工事費内訳書で単価が「一式いくら」

とされているものに関し，その内訳が記載されているものであり，基本的には

工事費内訳書と同種の書面であるため， これも開示することが相当である。

(3) 代価表

代価表は，単価の資料となるものが定型的に存在しない場合（特殊な材料，

工事工程等）に， ’

1個々の工事項目に引用するために作成するもので

ある｡代価表の様式にメーカー名や製品名などを特定する記載がある場合には，

これを開示することによって，将来的に他の工事で裁判所の予定価格が高い精

度で推定される事態になることや，工事以外の局面で業者から見積書を徴集す

る場合I目 1を意識した見積書が提出され，正確な予定価格の算定
を阻害するような事態が想定されることから， これに相当する情報は，法5条

6号ロの事務支障情報として不開示とすることが相当である。

’
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(4) メーカー見積り比較表， メーカー見積書及び単価表

メーカー見積り比較表は，前記の代価表と同様に単価の資料となるものが定

型的に存在しない場合に, ｜ ‐

｜

’ ’

が公表された場合，前記代価表と同じく法5条6号ロの事務

支障情報に相当する部分は，不開示とすることが相当である。

また,前記見積り比較表の前提となるメーカー見積書及び単価表についても，

一見すると何ら開示に支障のない見積書や単価表とも見えるが， これを開示す

ることは，工事費内訳書と比較することにより，いわばモザイク・アプローチ

の方法によりいくつかの開示文書を総合すれ圏 －－－ ｜
■■■■■これも法5条6号ロの事務支障に相当することから，該当部分を不
開示とすることが相当である。

(5)共通費計算書

共通費計算書については，共通費の中の，①共通仮設費，②現場管理費③

一般管理費等の3つの共通費計算書が該当する。これらの文書はいずれも不開

示事由に相当する情報はないため，全て開示することが相当である。

※裁判所庁舎の営繕工事に係る文書には'‐ －－｜鯛を推認させるような情報が記載されている場合がある’
1.この情報

は，裁判所の庁舎管理事務や警備事務に支障を及ぼすおそれがある情報（法

5条6号）に相当すると考えられるので， この情報が記載されている部分を

不開示とする'－－－
■■。
また,庁舎の施錠に用い團 園仕様についても，公共の安全や秩序
の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（法5条4号）及び庁舎管理事務や

警備事務に支障を及ぼすおそれがある情報（法5条6号）に相当する場合が

ある。

L一－－－－

載されている場合があるを推認させるような情報が記載されている場合が

3不開示通知書「開示しないこととした理由」の記載例

（1） 上記2の(3)， (4)については以下のとおり

「国が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより契約に

係る事務に関し，国の財産上の利益を不当に害するおそれがある情報が記載さ
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れており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6号ロに定める不開示情

報に相当することから， この情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。 」

(2) 上記※のような不開示情報がある場合については以下のとおり

「公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある

情報並びに公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれのある情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報

公開法第5条第4号及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これ

らの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」
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19【管財事務の手引】

1 申出の内容の例

・○○地方裁判所民事○○部が作成した「管財事務の手引」

2対応方針

司法行政文書には，裁判事務に関する文書は含まれず，裁判事務に関する文書

には，裁判に密接に関連する事項について，裁判官等が申合せを行った結果を記

載し，裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると考えられる（委員

会答申平成27年度（情）答申第3号等参照。 ） 。

破産事件の担当部において作成された「管財事務の手引」は，同部の裁判官及

び書記官が個々の管財事件処理の参考とするために,破産管財人の業務について，

複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載した文書であり，裁判の適正を

確保するための裁判事務に関する文書であって，司法行政事務に関して作成又は

取得した司法行政文書には該当しない。もっとも，協議会等の資料として使用さ

れた場合など現に保有する司法行政文書中の一部として存在していることが判明

した場合には，裁判事務の性質上，公にすることにより，その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある情報の有無を検討するなど特段の考慮が必要である。

不開示通知書「開示しないこととした理由」の記載例

「1の文書は，司法行政文書として作成又は取得していない。 」 （探索の結果，

事務局や訟廷において司法行政目的での取得がなかった場合）

3

4便宜供与としての情報提供

平成3年3月民事裁判資料第193号「破産事件執務資料」第169頁以下に

①ア及び②アの文書，平成11年1月民事裁判資料第224号「倒産法制改正関

係資料」 151頁以下に①イ及び②イの文書がそれぞれ掲載され，いずれの民事

裁判資料も刊行物として販売されている。

したがって，開示の対象となる司法行政文書からは除外されるが（法2条2項

1号相当） （3頁総論編2参照） ，①及び②について司法行政上の便宜供与とし

て情報提供する対応も考えられる。

①東京地方裁判所民事第20部作成

ア 「破産管財人となられた方へ」平成2年1月改訂版（付破産管財人の税

務の手引）

イ 「破産管財人となられた方へ」平成10年1月改訂版（付破産管財人の

税務の手引）
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’②大阪地方裁判所第6民事部作成

｢破産管財人となる人のために」昭和56年4月改訂版

｢破産管財人となる人のために」平成9年6月改訂版
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20【民事鯛停委員名簿，家事鯛停委員名簿】

1 申出の内容の例
ー

・○○地方裁判所管内の民事調停委員名簿（平成○○年○月○日現在）

・○○家庭裁判所管内の家事調停委員名簿（平成○○年○月○日現在）

2対応方針

調停委員名簿は，調停委員ごとに各行に記載された調停委員の氏名やその他の

当該調停委員に係る情報全体が，一体として法5条1号の個人識別情報に相当す

る。また，その情報の中には法5条6号の事務支障情報に相当する情報も含まれ

ている。

もっとも，調停委員は非常勤の裁判所職員であるから，調停委員の氏名（ふり

がなを含む｡）や性別のほか,調停委員の社会的経験を表すような所属裁判所名，

所管裁判所名，職種及び任命年月日の各欄記載の情報についても，国民に対する

説明責任の観点から，原則として， 「慣行として公にされ，又は公にすることが

予定されている情報」 （法5条1号イ）に相当する情報であるので，開示する（氏

名につき， 11頁総論編6(2)ア参照）ことが相当である。

なお，任命上申名簿や調停委員候補者名簿等，調停委員として任命される前の

ものが開示対象文書に該当するときは,必ずしも上述の事情が当てはまらない(こ

の段階では，非常勤の裁判所職員ではない。 ）ことから，特段の考慮が必要とな

る。

3 マスキング方法

（1） 開示部分

以下のものは，個人識別情報（法5条1号）であるが，慣行として公にされ，

又は公にすることが予定されている情報（同号イ）に相当することから開示す

る。

ア氏名

イ氏名ふりがな

ウ性別

エ所属裁判所名・所管裁判所名（コード）

オ職業等のうち職種※1

力最終職歴のうち職種

キ役職のうちの次の役職

公益法人の理事，法人の取締役等又は公務員の役職で官報，独立行政法人

国立印刷局編職員録に記載のもの
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ク任命年月日

(2) 不開示部分及び不開示の理由

以下のものは，調停委員の氏名と一体となって個人識別情報（法5条1号）

となり，同号ただし書イ， ロ，ハに相当する事情もなく， (1)のとおり個人識別

部分である氏名等が開示されていることから,部分開示(取扱要綱記第3の2）

ができない（14頁総論編6の脚注10参照） 。

ア職業等のうち具体的な勤務先及び所属団体名称の部分※1，※2

イ最終職歴のうち具体的な勤務先及び所属団体名称の部分※1

ウ生年月日

エ住所

オ退職時裁判所等※3

力資格※2

キ指定事件数※4

※1 具体的な勤務先等については，個人識別情報（法5条1号）に相当する

のでマスキングをするのが相当であるが，抽象的な職種は，社会的経験を

表すものであり 「慣行により公にされることが予定されている情報」 （法

5条1号イ）に当たるので開示するのが相当である。

公務員の職種として具体的な官公署名が含まれている場合は，具体的な

名称部分を除いて開示するのが相当である。

※2例外として，弁護士，公認会計士，不動産鑑定士，司法書士，税理士，

弁理士，社会保険労務士，土地家屋調査士及び行政書士の各事務所名やそ

の資格については，法律の規定に基づいて各職種団体に備え置かれた名簿

の閲覧又は各職種団体への照会を行うことにより誰でも知り得るものであ

り， 「慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報」 （法

5条1号イ）に当たるので，開示するのが相当である。

※3 「退職時裁判所等」欄については， 当該調停委員の具体的な職歴を明ら

かにするものであり， 「慣行により公にされることが予定されている情報」

（法5条1号イ） とはいえないから，マスキングをするのが相当である。

※4指定事件数については，上記のとおり個人識別情報に相当するとともに，

公にすることにより，適切な事件指定を行うことが困難になるおそれがあ

るので「事務支障情報」 （法5条6号）にも当たるものとして不開示とす

るのが相当である。

同欄は，直近2年間の新任調停委員については空欄になっているが，記載

の有無にかかわらずマスキングする。
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(3) 不開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（生年月日，住所等）及び公にすることにより事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（指定事件数）が記載されており， これ

らの情報は，行政機関情報公開法5条第1号及び第6号に定める不開示情報に

相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。 」

マスキング例

別紙23記載のとおり

4
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21 【労働審判員名簿】

1 申出の内容の例

・ ○○地方裁判所に所属する労働審判員の名簿

2対応方針

労働審判員名簿の場合，労働審判員ごとに各行に記載された労働審判員の氏名

やその他の当該労働審判員に係る情報全体が，一体として法5条1号の個人識別

情報に相当する。 もっとも，労働審判員は非常勤の裁判所職員であるから，労働

審判員の氏名（フリガナを含む。 ）や性別のほか，労働審判員の社会的経験を表

すような勤務庁，職業等，公職の経験の有無，勤務先業種及び再任者の各欄記載

の情報についても，国民に対する説明責任の観点から，原則として， 「慣行とし

て公にされ，又は公にすることが予定されている情報」 （法5条1号イ）に相当

する情報であるので，開示する（氏名につき， 11頁総論編6(2)ア参照）ことが

相当である。

3マスキング方法

(1) 開示部分

以下のものは，個人識別情報（法5条1号）であるが，慣行として公にされ，

又は公にすることが予定されている情報（同号イ）に相当することから開示す

る。

ア勤務庁

イ氏名

ウフリガナ

エ性別

オ職業等

力公職の経験の有無

キ勤務先業種

ク再任の有無

(2) 不開示部分及び不開示の理由

以下のものは，労働審判員の氏名と一体となって個人識別情報(法5条1号）

となり，同号ただし書イ， ロ，ハに相当する事情もなく， (1)のとおり個人識別

部分である氏名等が開示されていることから，部分開示(取扱要綱記第3の2）

ができない（14頁総論編の脚注10参照） 。

ただし，備考欄については，その記載事項に不開示情報が含まれている場合
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に，対応する不開示事由を理由としてマスキングを行う。

ア番号

イ生年月日

ウ住所

エ勤務形態

オ勤務先名称

力連絡先（電話番号, FAX番号, e-mail)

キ所属上部団体

ク勤務先の規模

ケ 「使用者側のみ記入」欄（記入のある場合）

． 「労働者側のみ記入」欄（記入のある場合）

サ研修等履修状況

シ備考欄（不開示情報の記載がある場合）

(3) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（番号，生年月日等）が記載されており， これらの情報は，

行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， こ

れらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。 」

4マスキング例

別紙24記載のとおり

なお，開示部分のうち， (8)職業等欄，⑫公職の経験の有無欄, h3)勤務先業種欄

及び(211再任者欄の記載内容を説明するため， 「労働審判員名簿の｢(8)職業等｣欄，

「02)公職の経験の有無」欄， 「(13)勤務先業種」欄及び「(211再任者」欄の記載内容

説明書」 （別紙25）を添付する。
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22【裁判員候補者選定録】

1 申出の内容の例

・ 平成○○年○月○日から○日まで，○○地裁で行われた○○事件の裁判員裁

判について，裁判員候補者の選定人数が分かる文書

2対応方針

裁判員候補者選定録は，裁判員の参加する刑事裁判に関する規則第16条によ

り，庁として裁判所が作成する司法行政文書であり，個別の裁判員裁判事件にお

いて呼び出すべき裁判員候補者を選定した結果を記録化しているものである。裁

判員候補者選定録に記載される情報は，被告人等の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるもの（個人識別情報）である。また，被選定

者名簿は，裁判員候補者ごとに各行に記載された情報全体が，一体として個人識

別情報に当たる。

方針としては，裁判員候補者選定録については，氏名等と一体となる個人識別

情報の範囲を特定した上，法5条1号ただし書イ， ロ，ハにより開示すべき部分

を検討し,さらに氏名等の個人識別部分が開示されていない場合には部分開示(取

扱要綱記第3の2）の適否を検討する。一方，被選定者名簿は，上記のとおり裁

判員候補者ごとに各行全体が個人識別情報となり，法5条1号ただし書イ， ロ，

ハに相当する事情はなく，その情報が個人識別部分に当たるため，部分開示はで

きないと考えられる。

3 マスキング方法

(1)不開示部分及び不開示の理由

ア被告人氏名…個人識別情報（法5条1号）

イ裁判所職員の印影…個人識別情報（法5条1号）

ウ裁判員候補者ID,氏名，生年月日及び住所…個人識別情報（法5条1号）

※被告事件名は,公表慣行のある情報(法5条1号イ）として開示するが，

特殊な被告事件名は，それを公にすることによって被告人名が推知される

こともあるから，そのような被告事件名については不開示とすることも考

えられる。

(2) 開示通知書「開示しないこととした部分とその理由」の記載例

「個人識別情報（氏名及び裁判所職員の印影等）が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するこ
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マスキング例

別紙26記載のとおり
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23【逮捕状請求書(謄本を含む)，逮捕状(不執行により返還されたものを含む)，

通侭傍受令状,勾留質問鯛書(求令状によるもの） ，保釈請求書,保釈求意見書，

保釈意見書，保釈決定書】

※いずれも裁判事務に関する文書であるため，文書開示手続の対象とならない。

1 申出の内容の例

①平成○○年○月から同年△月までの間に発付された逮捕状全て

②○月○日に申出人を逮捕した事件に関する○○警察署が作成した逮捕状請求

書及びその付属文書全て並びに○○裁判所が発行した逮捕状及びその付属文

書全て

③ 「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」第5条に規定されている傍受令

状のうち， 申出人宛てで発付した傍受令状

④○月○日に，○○裁判所で行われた勾留手続において，裁判官○○が申出人

から勾留される事に対して聞いた陳述を書記官が記録した調書

⑤○○容疑者の保釈の決定と決定にいたる過程の文書類
■■Ⅱ■■■Ⅱ■ ー－Ⅱ■■－ 酉一一一一一一

2対応方針

いずれも裁判事務に関する文書であり，司法行政文書に該当しないことから，

文書開示手続の対象とはならず，開示しないこととなる。

司法行政文書不開示通知書の｢開示しないこととした理由｣の記載については，

開示申出人が開示を求めた文書は裁判事務に関する文書であること，裁判事務に

関する文書は文書開示手続の対象とならないことを記載する必要がある。

なお，上記1申出の内容の例②～⑤のように特定の個人に関する令状等につい

ての開示申出の場合， 当該文書の存在が判明すると，捜査の密行性を損なわせた

り，プライバシーの侵害となる場合がある。 したがって，不開示通知書の「開示

しないこととした理由」中に「仮に存在するとしても」の文言を付け加える必要

がある（25頁総論編9(2)力参照） 。

3不開示通知書「開示しないこととした理由」の記載例

（1） 上記1申出の内容の例①の場合（24頁総論編9(2)イ参照）

「司法行政文書開示手続の対象となる文書は,司法行政事務に関して作成し，

又は取得した文書であるところ， 申出人が開示を求めた文書は，裁判事務に関

する文書であって，司法行政文書開示手続の対象とはならない。 」

(2) 上記1申出の内容の例②～⑤の場合（25頁総論編9(2)力参照）
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「司法行政文書開示手続の対象となる文書は,司法行政事務に関して作成し，

又は取得した文書であるところ， 申出人が開示を求めた文書は，裁判事務に関

する文書であって，仮に存在するとしても，司法行政文書開示手続の対象とは 口
ならない。 」

口
’
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１
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１
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Ｉ
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・
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‐
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１
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１
‐
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－
６
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
‘
‐
‐
’
‘
‐
１
１
‐
１
１
‐
Ｉ
ｌ
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24【規則，規程，通達等】

対応方針

裁判所が保有する規程，通達,通知，事務連絡等は，文書開示手続の対象となる。

「規則集等データベースⅡ」等のJ ・NETポータル内のコンテンツに掲載されて

いる規程等（※1）についても，文書開示手続の対象となる。

他方， 申出日現在で通用している最高裁判所規則が開示対象文書になると考えら

れる場合もあるが，最高裁判所規則は官報により公布されることによって広く周知

が図られている上，その条文については，不特定多数の者に販売することを目的と

して発行されている法令集などにより容易に入手可能であることから，取扱要綱に

よる司法行政文書開示手続の対象とする必要はないものであり，取扱要綱記第1に

いう 「司法行政文書」に該当しないため，不開示となる（委員会答申平成28年度

（最情）答申第39号参照） （※2） 。

なお，開示対象となる通知等の中には，第三者に関する情報が記録されている場

合(例えば,通知や回答等に第三者が作成した文書が添付されている場合）もあり，

当該情報が不開示情報に該当するか否か疑義があるときには， 当該第三者に対し，

開示についての意見を求める必要がある（27頁総論編10参照)ことに留意する。

※1 J ・NETポータルから印刷した規程等に表示される「添付ファイル」の

表示のマスキングについて

J ・NETポータルの「規則集等データベースⅡ」に登録されている規程

等が開示対象文書となった場合，一部の規程等には規程末尾に「添付ファイ

ル」等の表示が入った状態で印刷されてしまうものがあり，そのような場合

は， 「添付ファイル」等の表示部分をホワイトマスクした上で開示を実施す

る（本処理をしたことをもって開示に代わる情報の提供とはしない。 ） 。

※2 この場合の不開示の理由は， 「申出に係る文書として，○○規則が考えら

れるところ，最高裁判所規則は，裁判所の保有する司法行政文書の開示に関

する事務の取扱要綱記第1の司法行政文書に該当せず，司法行政文書開示手

続の対象とはならない。 」 となる。
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(別紙1）

(別紙様式第1）

■■■■■■■■■ ■■－－－ー一一一■■一ｰー■■■■■■■一一－一一ーｰ一ｰ－■■■■■■■ー■■■■■ ■■－ー一■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■一一口ー－－ｰ一■■一ー一一一■■－■■ q■■■

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状
に沿った形でマスクする｡）。

1

89

民事事件記録等閲覧・謄写票（原符） 申 請区分閲覧 ・“写＞・ 複製

受付年月 日 平成○○年○月○日 ちよう用印紙額 円

事件番号

申請人氏名

原符番号

平成○○年（ ワ ）
第○○○○号

○○○○

第○○○○ 号

事件記録等返還

月日 ・事件担
当書記官受領印

事件担当書記官

票受領印

‐q■ロロむつ-つロ ｡‐■

－

⑳
、 ＝一F

※

口担書
口却下
口拒絶

（ ○部○係）



(別紙2）

(別紙様式第2）

I■■ーI■■■■■一一一－1■■一ｰ一ー一ー－－1■■■■■ 1■■－＝一一一面ーーI■■■■■ーーーイ■■■■■ '■■ d■■■■■■■ 1■■■■■■■一一I■■■■■■■ 4■■■■■■■ I■■■■■■■ I■■■■■ 1■■一■■ I■■■■■ 1■■ 4■■■■■ '■■ 1■■■

※1申請人が個人の場合,マスキングをする。

※2印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状
に沿った形でマスクする｡）。

90

刑事事件記録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月 日 平成○○年○月○日

申 請区分

ちよう用印紙額

言｡ ・ 証 拠 物

随］・ 謄 写
円

事件番号

被告人等氏名

平成○○年（ わ ）
第○○○○号

○○○○

事件記録等返還
月日 ・事件担

当書記官受領印

○・○
■。■ー◆●の ●●●●1■－－4■

⑳ ※2

●

申請人氏名

原符番号

弁護士 ※1

第○○○○ 号

事件担当書記官

票受領印 （ ○

｡÷

⑳
ﾏ ■‐→

〆

部

※2

○係）

口担書

口却下

口拒絶



(別紙3）
民事･行政第一審事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ワ） (表面）

（
ハ

ワ

手
ハ

手
ワ

少
．

少
エ

人

人
ナ

民
事

●

行
ウ行

政
第
一
審
事
件
簿

行
ケ

家
ホ

家
へ

ー

※1印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
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事件番号 927 928

受 付
受付

区分 ○・○・○ ③ ○・○・○ 移

原 告 Oi '0 ○○
卜

OOOO

被 告 ､OOO○
イ

○○O土○
ず

事 件 名 建物明渡 損害賠償

訴訟の目的の価額 2,345,678円
｡ ｳ F 司 ,■､ 凸堅P

3,456j789円

ちよう用印紙
F マ ー ｡

17,000円 23,000円

関連事件
当庁

○○(D) 1240 基⑤異
当庁

（ ）
基反異

終 局 ○・○・○ ○・○・○

結 果 請求認容 和解

控訴提起･異議申立て
⑬
異

原

③ ○・○・○
控
異
原
被

控
訴
提
起

事件番号

終 局
結 果

○○（ワネ） 77

…却

● ●

下決定取下げ

● ◆

事件送付却下決定取下げ

記録送付 1 冊○・○・○ 冊

控
訴
審

終 局

結 果

上告提起．

受理申立て
終 局
結 果

○・○・○

控訴棄却

提○・○・○

受○・○・○

提 。 ．

受 。 ．

上
告
審

終 局

結 果

上告○・○・○上告棄却

受理○・○・○不受理

卜告 ． ．

受理 ． .

上訴審から記録返還 1冊 ○・○・○ 冊 ． ．

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

備 考 利害関係人株式会社△△

担当部
(添付郵便切手）

受領印
1

（ 7000円）

④ ※’
2

（ 7000円）

⑳ ※’



(別紙3）
民事･行政第一審事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ワ） (裏面）

へ

ワ

手
ハ

手
ワ

少
．

少
エ

人

民
事
・
行
政
第
一
審
事
件
簿

人
ナ

行
ウ

行
ケ

家
ホ

家
へ

ー

※1印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
※2訴舩当事者である国の機関等の名称は,公にすることにより,国の機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある情報(法5条6号)とは考えられないので,原則として開示する。
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924 925 926

○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

凸

株式会社○○商事 ○O,○○ 独立行政法人○○○○※2

△△株式会社
缶 ■ ゴ

国※2 O○O,○

約束手形金
(手形異議）

損害賠償 建物明渡

4,567,890 円 5,678,901 円
ナ

678,901 円
》
■

28,000 円
〆

34,000 円
●
。
’
り
８
ｒ
■
■
Ｔ
■

V
7.000

車 ▲■ 阜

円

当庁

○○（手ワ） 125
基反⑤

当庁

（ ）
基反異

当庁

（ ）
基反異

○・○・○ □ ■ ■ ■

請求棄却

⑬
異
値
被 ○・○・○

控
異
原
被

■ ■
控
異
原
被

■ □

○○（ワネ） 88 （ ） （ ）

鍾拝霊酌却下決定

｡ ■

取下げ

■ ●

事件送付却下決定取下げ

■ ■

事件送付却下決定取下げ

1 冊○・○・○ 冊 。 。 冊

○・○・○

控訴棄却

□ ●

提○・○・○ 提 ． ． 提 ． .

受 ． ． 受 . ． 受 。 ．

上告○・○・○上告棄却 卜告 . ． 上告 。 ．

受理 ． ． 受理 ． ． 受理 ． .

1冊 ○・○・○ 冊 。 。 冊 . .

○・○・○ ● ● ● ‐●

○・○･O ■ ● ● ■

3
（ 7000円）

⑳※’
( 7000円）

⑳ ※1

（ 7000円）

⑳※’



(別紙4）
民事･行政抗告事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ラ） (表面）

民
事
・
行
政
抗
告
事
件
簿

へ

ソ

ラ

行
ス
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 101 102

受 付
受付

区分 1冊○・○・○ ② 2冊○・○・○ 移

抗 告 人
一々 ■ ｢

○OOO
L Jも 奇

式株●会社QO；

相手方・関係人 ○○OO’

事 件 名
訴訟救助申立却下決定
に対する抗告

売却許可決定に対する
執行抗告

原
審

裁 判 所

事件番号

終 局
結 果

抗告の提起

○○
地 ②

②
○○出

簡

○○（家口） 33

○・○・○

○・○・○

○○（家二） 44

○○
⑬ 支

出

家 簡

○○（ケ） 450

○．・○・○

○・○・○

○○（ソラ） 117

終 局 ○・○・○ ○・○・○

結 果
原決定取消し･自判
(救助付与）

抗告棄却

抗告の提起等

特
再

許

抗
相

抗
相

● ■

● ●

特
再

許

⑰
相

⑥
相

○・○・○

○・○・○

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果
事件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラク） 1414

⑬却下決定却下命令取下げ

申
立
て

許
可
抗
告

事件番号

終 局

結 果
事件送付不許可決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 826

事件送付

記録送付 2冊 ○・○・○ 2冊 ○・○・○

抗
告
審

終 局

結 果

特再 ． ．

許 。 。

特再○・○・○棄却

許 。 。

備 考

基本事件○○(家ホ） 55

担当部
(添付郵便切手）

受領印
1

（ 5000円）

⑳※
L1 ＝

2
( 3000円）

⑳ ※
ー



(別紙4）

民事･行政抗告事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ラ） (裏面）

民
事

●

行
政
抗
告
事
件
簿

へ

ソ

ラ

行
ス

ー

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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98 99 100

1冊○・○・○ 移 2冊○・○・○ 移 1冊○・○・○ 移

:株式会社○○

OOOO
』 q + 、 , － 午 圭 J

ﾛ ｰ 7

有限会社○○
■ 、一一一一 十 F 』 ■一

嫁或会社O○ど
■ ● 二心 空 口晶凸 F p

OOOiO
ﾔ D L一一戸

○○社団法人
● わ

○○株式会社 ○○O○

移送決定申立却下
に対する抗告

訴訟費用額確定処分に対する
異議申立却下決定

債権仮差押命令申立却下決定
に対する抗告

○○
⑯ 支

出

家 簡
○○
⑬ 支

出

家 簡
○○
⑯ 支

出

家 簡

○○（モ） 422 ○○（モ） 430 ○○（ヲ） 27

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

○・○・○

○○（ソラ） 66
○・○・○

○○（ソラ） 860
○・○・○

○○（ソラ） 54

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

抗告棄却 抗告棄却 抗告棄却

特
再 管 ○・○・○ 特

再 雷 ○・○・○ 特
再
抗
相

許 （ う
目 ○・○・○ 許

抗
相 許

抗
相

○○（ラク） 77

⑳却下決定却下命令取下げ 事件送付却下決定却下命令取下げ 事件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 88 ○○（ラ許） 1290

○・○・○

事件送付不許可決定却下命緬耐 事件送付守許可決定却下命令取下げ 事件送付不許可決定却下命令取下げ

2冊 ○・○・○ 3冊 ○・○・○ 2冊 ○・○・○

特再○・○・○棄却 特再○・○・○棄却 特再 。 。

許 。 。 許 。 。 許 ｡ 。

基本事件平成○○年(ワ） 201 号 基本事件平成OO年(5) 1770号

3
（ 2400 円）

⑳ ※
、 鼻

4
（ 1050 円）

⑳ ※
5

( 4500 円）

⑳ ※
弓一



(別紙5）

非訟･民事雑.執行雑.行政雑等事件簿マスキング例

(表面）平成 ○○年 （モ）

（
チ
・
上
・
借

借
チ

シ

配
チ

仲
・
サ
・
モ
・
ウ

非
訟

人
モ

●

人
ウ民

事
雑
．
執
行
雑

ヲ

行
ク

行
タ●

行
政
雑
等
事
件
簿

る
・
む
・
て

家
ロ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 1015 1016 1017

受 付
受付

区分 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

申 立 人 ○○信用組合
－ $ ﾛ 0

, 伊凸 " 子

有限会社○○
牟 旦 屯､ . 己 ､岸 . 恥 ｡

OO○○

○OOO
｡ 9 ､ ←

被申 立人 ○○O○ ○○株式会社
｡ ■ し.

４
１ ○O○○

事 件 名 担保取消決定の申立て 手数料還付の申立て 移送の申立て

ちよう用印紙 － 円 一 円 － 円

基本事件 ○○(ヨ） 38 合 ○○(ワ） 39 ③ ○○(ワ） 40 ④

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 認容決定 認容決定 却下

抗告提起･異議申立て 申
申
被 銀 ○・○・○

抗
告
提
起

事件番号

局
果

終
結

● ■

事件送付却下決定取下げ

● ●

事件送付却下決定取下げ

○○(ソラ） 410

○・○・○

鰯却下決定取下げ

記録送付 冊 。 。 冊 。 。 1 冊○・○・○

抗
告
審

終 局

結 果

○・○・○

抗告棄却

上訴審から記録返還 冊 冊 2冊○・○・○

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印
1

（ 160円）

⑳
、ザ一J

※
2

（ 一 円）

⑳ ※
■■ 寺

3
（ －円）

⑳
'"

※



(別紙5）
非訟･民事雑．執行雑･行政雑等事件簿マスキング例

(裏面）平成 ○○年 （モ）

（
チ
・
上

借
・
借
チ

シ

配
チ

仲
・
サ
・
モ

ウ
・
人
モ

非
訟

●

人
ウ
・
ヲ
・
行
ク

民
事
雑
．
執
行
雑
．
行
政
雑
等
事
件
簿

行
タ
・
る

む
・
て
・
家
ロ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく､印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

96

1011 1012 1013 1014

○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

』 一q守 一 q ◇ ◇

iOO株式会社 0 ○○O0
■ L － F

○○OO
己 ” ｡

O:○O○

‘有限会社○○ ○○○○ O○O○ ●■■■■■■

移送の申立て 担保取消決定の申立て 文書提出命令申立て 移送の申立て

一 円 － 円 一 円 一 円

○○(ワ） 65 合 ○○(ヨ） 74 合 ○○(ワ） 83 ② ○○(ワ） 92 ④

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

認容決定 認容決定 認容決定 却下

申

⑬
○・○・○ 申

申
被

申

鹸 ○・○・○

○○(ソラ） 188 ○○(ソラ） 277

○・○・○

細却下決定取下げ

● ●

事件送付却下決定取下げ

■ ■

事件送付却下決定取下げ

○・○・○

鰯却下決定取下げ

1 冊○・○・○ 冊 ． 。 冊 。 。 1 冊○・○・○

○・○・○

抗告棄却

○・○・○

抗告棄却

2冊○・○・○ 冊 冊 2冊○・○・○

1
（ 160円）

④※
一ニダ

1
（ 160円）

⑳
、一

※

2
（ －円）

⑳
早一

※
3

（ －円）

⑳ ※
豆や一



(別紙6）
刑事公判請求事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （わ）

事件番号 421 422

’’’
③正不
強移

③正不
強移

受付
区分

○・○・○受 付 ○・○・○

勾別求保宅放刑

○○株式会社
②別求保宅放刑

○○○○
被
洋
一
ロ 人

廃棄物の処理及び

清掃に閨する法律違反
覚せい剤取締法違反

事 件 名

終 局 ○・○・○○・○・○

’

懲役2年

未決100日算入
罰金200万円結 果※’

’

｡ 。 ｜
○・○・○

。 ’
○・○・○

墳

鱈弊○・○・○
棲

錘篝○・○・○控訴申立て 取下げ

録送記 付 2冊 5 冊

○・○・○ ○・○・○
一一控

訴
審
一
上
告
審

終 局

結 果※’

－－

控訴棄却(判決）

当審訴訟費用全部負担

’

控訴棄却(判決）

■■■■h■■■■■－

’
検

③弁○・○・ ○
~上告申立て 取下げ

震

鍾弁○・○・○

○・○・○

上告棄却決定

当審訴訟費用全部負担

○・○ 。○
終 局

結 果※’ 上告棄却決定

趣~喜勤 上鯨の繍
放緊

麺5~画 上鱸の 取下げ確 定 事 由

確 定 ○・○・○○・○・○

刑
事
公
判
請
求
事
件
簿

上訴審からの記録返還 3冊○・○・○ 7冊○”○・○

検察庁に記録送付 3冊○・○・○ 7冊○・○・○

平成○年○月○日

上告棄却決定に対する異議申立

平成○年○月○日

異議申立棄却決定

平成○年(わ） 513号を併合 へ

ろ

備 考 わ

逮捕状,勾留状受領

勾留満了○年○月○日

の
ー

弁選受領

’ ’担当部 受領印 ④※21 ⑳※22

マスキングが複数行にわたる場合は,被告人に有罪認定されたと推定されるため.枠全体をマスキングする。
印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

１
２
※
※
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(別紙7）
刑事抗告等事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （<）

刑
事
抗
告
等
事
件
簿

へ

く

け
・
秩
ほ

秩
へ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 794 795 796

受 付 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

申立人等

③被弁付法少

○○○○

検被④付法少

○○○○

検被弁付法②

F - や ● G

OOO:01 ;
■ ■も J = ▲ ■ 』 』

事件名 保釈許可決定に

対する抗告の申立て

q

保釈請求却下決定に

対する抗告の申立て

l p A

第一種少年院送致決定
に対する抗告の申立て

４
１
も

４
勺

● 牛

被告人等 ○○○○ ○○○○

原
審

裁判所

事件番号

終 局

結 果

⑬

○○家○○

簡

支

○○(む） 1192

○・○・○ 決定

○・○・○ 申立

O･O･O意見

○○

⑬

家
簡

支

○○(む） 894

○・○・○ 決定

○・○・○ 申立

O･O･O意見

地

○○②

簡

支

○○(少） 710

○･O･O 決定

○・O･O ′申立

○・○・○意見

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 棄;却 棄却 棄却

特別抗告申立て ○・○・○

記録送付 ○・○・○

告
審
等

特
別
抗

終 局

結 果

○・○・○

棄却

上訴審から記録返還 2冊○・○・○

原審に記録返還 1冊○・○・○ ク冊○・○・○ 3冊○・○・○

備 考

平成○年○月○日

検察官に通知

平成○年○月○日

検察官に通知

担当部 受領印 6 ②※ 7 ② ※ 8 ⑨※
ー



(別紙8）

刑事等雑事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （む）

へ

い
■

こ

な
・
え
・
や
・
る
・
む
・
て
・
少
口

刑
事
等
雑
事
件
簿

少
ホ
・
医
に
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
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事件番号 32 33 34

受 付 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

請求者等
検被⑤

○○○○

検霞弁

○○○○

③被弁

○○○○

事件名 保釈請求 保釈請求
ｈ
〃

f ； ･ f .1;
保釈許可決定
一ヌ ． 1 ” 1 ; ;上． ‐

基
本
事
件

事件番号

被告人

少 年
被疑者
対象者

○○(わ） 61

○○○○

○○(わ） 125

○○○○

○○(わ） 89

○○○○

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 許可決定 保釈請求却下 棄却

不服申立て
抗
異
翠

検被弁 ⑤
異
準

検③弁

○・○・○

抗
異
準

検被弁

記録送付 ○・○・○

上
訴
審

終 局

結 果

○・○・○

棄却

上訴審からの記録返還 ○・○・○

検察庁等に記録送付

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

身柄引受害,誓約書，

平成○年○月○日

保鉦金150万円

平成○年○月○日

高裁より記録受領

(第一審記録第三分類編てつ）

担当部 受領印 1 ⑳※
～ず夕．

2 ⑳※
－．ザ

3 ⑳
勺○一一

※



（別紙9）

平成○年（つ）第7号（付審判請求）

’

平成22年1 1月22日

○○地方裁判所刑事第○部御中

○○地方検察庁

検察事務官○○○○③
※

室
白受 領

不起訴裁定書

公務員職権濫用

○○○○ほか8名

1冊

書類の名称

罪名

被疑者名

冊数

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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（別紙10)

平成○年（つ）第7号（付審判請求）

平成22年1 1月22日

○○地方検察庁御中

捜査記録等返
圭
冒

哩
埋

書類の名称

罪名

被疑者名

冊数

不起訴裁定書

公務員職権濫用

○○○○

1冊

ほか8名

回
○○地方裁判所刑事第○部

裁判所書記官 ○○○

上記記録の返還を受けました。

平成○年○月○日

○○地方検察庁

検察事務官○OO○⑳
※

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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(別紙11）

第●号法廷(●階)開廷表

平成○○年○○月○○日○曜日

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

開始／終了 事件番号／事件名

／予定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

代理人 相当当事者

平成28年(ワ)第××号○○○○

不当利得返還請求事件○○○○外

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

隼三郎
※弁護士

10:00

10:15

第1回弁論

平成28年(ワ)第×号 孫式芸社△△△

売買代金等請求事件株式会社×××外

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

10:00

10:15

和光太郎

※支配人

弁論

平成27年(ワ)第××号独立行政法人◇◇◇◇

建物明渡請求事件 ○○○○

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

10:30

11:00

弁論

平成27年(ワ)第××号○○○○

損害賠償請求事件 国

民事部△係

裁判官○○○○

霞関五郎 書記官○○○
※指定代理人

11:00

11:30

弁論

破産者○○○破産管財

人○○○○

株式会社▽▽▽

平成27年(ワ)第××号13:15

13:30

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○弁論 売買代金請求事件
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(別紙12）

配席図マスキング例

代表1234-1111 平成○年○月○日現在

○○地方裁判所民事部･裁判官｡書記官配席図

｜口 く訟廷事務室〉
ツ

カ 直通1234-1233

1篇洲｜
直通1234-1235 直通1234-1236 1

カーツロー

１５

管理官○○

内線（1117）

1236

｜ 罵鯛‘ ロ
ッ
，
刀
Ｉ

｜
’

’

1 口
ツ
ー
刀
Ｉ

0

<小会議室〉

I Fax

l234-5678

ロ
ッ
カ
ー

Fax

l234-5679

｜ ｶｳﾝﾀｰ ’ ’ カウンター

代表1234-1111 平成○年○月○日現在

○○地方裁判所事務局配席図

’
Fax

l234-5677 〈総務課〉
直通1234-9993

Fax

l234-5677 〈会計課〉
直通1234-9993

ロ
ツ
ー
カ
ー ロ

ッ
・
力
Ｉ

ロ
ッ
ー
刀
Ｉ

|,ZW,|課長○○
内線（2214） 綱:) ’

課長○○
内線（2219）

職員専用
出入口

、
Ｊ
二
一

直通1234-9994 直通1234-9995 直通1234-9994 直通1234-9995

ロ
ッ
カ
ー

ロ
ッ
カ
ー

(2220）

ロ
ツ
，
刀
Ｉ

ロ
ツ
ー
カ
ー

’カウンター ’カウンター

’
1

Ｉ

‐

Ｄ

Ｉ

ｌ

８

ｇ

Ｉ

ｌ

ｒ

Ｉ

０

Ｄ

ｒ

Ｆ

ｉ

‐

二

103

主書○○

内線（1114）

○○

内線

(11.15）

○○

○○

内線

(1116）

(臨任）

○○

事件係長

○○

内線

(1118）

○○

○○

内線

(1119）
ノ

○○

庶務係長

○○

(1120）

○○

○○

(1121）

○○

庶務係長

○○

内線

(2215）

○○

○○

内線

(2216）

○○

人事係長

○○

(2217）

○○

○○

イク’1R､

○○

経理係長

○○

内線

○○

○○

内線

(2221）

○○

用度係長

○○

内線

(2223）

○○



(別紙13）

○○○○裁判所職員配置表 代表01-9999-1111 (平成○○年○○月○○日現在）

民事訟廷

首席書記官 ○

次席書記官 ○

次席書記官 ○

訟廷管理官 ○

訟廷副管理官 ○

所長 ○○○○ D1 1235内線1234 fax 8888-0123

2109 内線

2110 内線

2111 内線

2112 内線

艶.開廷等 ｜了燕i曹苛｜ 内線 書記官等 内線 ○○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○
○

DI

DI

DI

DI

2236

2237

2238

2239

総、E-ざ"b Im
3○○○

蝋
○○○○

（○○○○）

一

第1部 主審 ○

書 ○

事 ○

替l■■○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○

4004

4005

4006

DI 1236

fax 8888-1234

「

’セクハラ相談

_F蔀薯 書記官等

．
１

船
瀧
淘
示
蹴

乖
鏑
叫
ｑ

脇
寵

○
○

○
○

○
○

○
○

書主
醤蝋
一
，
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
○

一
総

総 ○
○
詔
〕
○稲

○
○

○
○
○
○
○
ｅ
。
一

番主
醤
謁
駆蝋

1
|畢震、鼎U

|事■■■豆
UUU

○○○

4024

4025

第2部 ｜ 内線’ l l

■
2221

2222

2223

庶務係

DI2210

長係
書
調

○○

○○

○○

○○

○○

○○ ｜書 ○DI 1237

fax 8888-1235

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○
○
○
○

2230

2231

2232

書
書

一
《
○
・

○
○

岨

書
書第3部 事件係

I)12211

長係
書
書
書

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

２
２
２
２

224

225

226

227

2233

DI 1238

fax 8888-1236 2234

｜ “限，第4部

総｣OOOO
主審 ○ 4035

4036

’
’○○○○

○○○○

DI l239

fax 8888-1237
昴
酉
■ ’

1第5部 総 4045

4046

4047

4048

~、－_一

｢ダイヤルイン(DI) 」の数字は, 01-9999-

／

○○○○

○○○○

[○○○○］の［ ］内を示す

〆DI 1240

fax 8888-1238 ※【公表している電話番号,内線番号,FAX番号】

個人識別情報であっても,公表慣行があるので開示。
事務支障情報にも該当しない。

【公表していない電話番号,内線番号､FAX番号】

丞

※マスキング例であり,l l特定の部署の欄に記載することを推奨するものではない。
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(別紙14）

○○○第○○○号

平成○○年○○月○○日

○○○○様

○○裁判所長（長官） ○○○○

司法行政文書の開示についての通知書

平成○○年○○月○○日付け（同月○○日受付）で申出のありました司法行政文

書の開示については，下記1の内容を下記3の方法で情報提供することとしました

ので通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

職員録（平成○○年用）抜粋（片面で○枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の情報には，個人識別情報（住所及び電話番号）及び公にすると事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号）が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相

当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3提供の実施方法等

（1） 実施の方法

1の各情報については，閲覧及び謄写ができます。

（2） 閲覧の場所

○○裁判所事務局総務課

（3） 提供実施の期間
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平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日まで（士， 日，祝日を除

く。 ）の午前○時から午後○時まで（午後零時15分から午後1時までを

除く。 ）

ただし，謄写する場合の謄写室利用時間は午後○時○○分まで

担当課総務課 電話○○（○○○○）○○○○（直通）

口

l

’
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○○地方裁判所
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○
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○
○
○
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○
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○
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○
○
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○
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○
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○
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○
油
○
油
○
細
○
纐

．
部
．
局

０
０
０
０
０
０
０
０

６
６
６
６
６
６
６
６

３
３
３
３
３
３
３
３

０ ３ ６

０
０
０
０
０
０
０
０
０

６
６
６
６
６
６
６
６
６

３
３
３
３
３
３
３
３
３

ｍ
ｍ
癖
》
》
》
》
塞
蹄
官
耐
》
》
》
》
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司
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司
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伽
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○
婚
○
蟠
○
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○
据
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婚
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偲
○
婚
○
蜂
○
暢
○
握
○
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婚
○
娠
○
好
○
吟
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○

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

○
峰
○
畦
○
吟
○
吟
○
峰
○
峰
○
必
○
畦
○
峰
○
必
○
必
○
必
○
珍
○
畦
○
必
○
○

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○

○

書記官 ○○○○
〒122-3”30OiI1OO9-8-7 011-234-5678

庶務係長 ○○○○
〒122-333300II7009-8-7 011-234-5678

庶務課主任 ○○○○
〒】22-333300市OO9-8-7 011-234-5678

OO簡易裁判所

〒123-1】'’ ○○巾○○○1-2-3

013-456-7890代災

簡裁判事 、○○○○
L 』 竺 ・ , F 子 Dご 閂 ↑ ご

〒222-2222．‘○○市○○町2-2-2 022-222-2222

庶務課長 ○○○○
〒123-llll OOIl7OOO1－2－3 013-456-7890

主任書記官 ○○○○
〒l23-ll1l OO市○OOI-2-3 013-456-7890

書記官 ○○○○
〒I23-Ill1 OO巾○OO1-2-3 013-456-7890

書記官 ○○○○
〒123-1111 00il7000I-2-3 013-456-7890

事務官○○○○

〒111－2222○○市OO3－4－5

012-345-6789代炎

345-9876所長讃
345毛798刑畏宝

所長判事 ○○○○

〒11】-111100市○○町1-1-1 011-111-1111

判事 ○○○○
〒111-2222○○巾○O3-4-5 012-345-6789

判事 ○○○○
〒l I l-2222OO市○O3-4-5 012-345-6789

判事 ○○○○
TI l l-2222OOiliOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
〒lll－2222OO巾○○3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
T1 11-2222OOiliOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
〒lll-222200IITOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
Tlll-222200II7OO3-4-5 012-345-6789

民事部

民事首席書記官 ○○○○
〒lll-222200市○○3-4-5 012-345-6789

民事次席書記官 ○○○○
Tll l-2222OO市OO3-4-5 012-345-6789

民事訟廷管理官 ○○○○
〒lll-22220O巾○O3-4-5 012-345-6789

主任書記官 ○○○○
Tlll-22220O1I7OO3-4-5 012-345-6789

士任書記官 ○○○○
〒lll-222200rl7OO3-4-5 012-345-6789

庶務係長 ○○○○
Tlll-222200市○O3-4-5 012-345-6789

事件係長兼記録係長 ○○○○
〒lll-222200市○O3-4-5 012-345-6789

書記官 ○○○○
〒ll l-2222OOII7○○3-4-5 012-345-6789

書記官 ○○○○
TIll-2222OO市○○3-4-5 012-345-6789

書記官○○○○・○○○○

○○○○

調査員 ○○○○
〒111－2222○○巾○O3-4-5 012-345-6789

○
硴
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恥
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０
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○

●
●

７一

○
○
○
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、
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１
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酔
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郵
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鐸
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官
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108

所属庁

○○地方裁判所

氏名

○○○○

月

日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

集
年次休暇 年次累叶

計

禍鼠休暇瞳羨率卿H1輔
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』 ‘す , * 1

fiO 誰世禰

■
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Ｂ
◇
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Ｆ
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ｑ
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Ｆ
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日 ⑱
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０
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叱
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Ｗ
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Ｐ
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０
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①
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０
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０
４
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６
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９
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４
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ｇ
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４
Ｂ
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叫
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曜 ⑱
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⑯
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Ｆ
－
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０
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Ｆ
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叱
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司
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０
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．
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､尋具農j"賎
や一■ ｡F ＝了亨韓宇＆ ■4 44－寺Gd ョ

*写言§言三冊舞曽，:: ．;．
q→一一吟 一←寸一■ ワコ 0 峠

寿當声量重重莅勇r王宅,‘：

玉堂雲壽胃記群豊,.．
弓一一一▲－~～q－4 』

宝r孟苧＝壽張弓葎;. ご爵．

3月 ⑬
‐‐ー■

土
曜
日
暇 ⑱

、一一＝q

⑱
■■■■ー｡

⑱
‐●‐一

出
張
出
張
､ー＝■■ ■

土
曜
日
曜 ⑬

p~■■■■

⑬
■ーー＝I

⑬
q■‐■ト句

⑱
ー－－■■

⑬
■■■■■■■

土
曜
日
曜 ⑬
一一一＝

⑦
白一睡ロ

休
日 ⑱

＝＝一●

⑱
‐ー‐ー

土
曜
日
曜 ⑬

■■－－4■

⑯
ーq■■4■

⑬
■‐‐ー

⑬
■■■■ ■

⑬
■■■■■■｡

土
曜
日
曜

陰
舞
織
癖

０
Ａ
心
血
り
り
泡

伊
４
◇
、
ｆ
Ｌ
ｒ
ｑ
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｐ
”

ｆ

翼
踊
ご
別
罰
証
跡
邸
Ｕ
鯏
叫

１４

４
Ｃ
ｏ
４
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ｑ
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０
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．
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⑱
､ ■■■■ーI

⑬
一一‐｡

出
張 ⑬
■一一一

土
曜
日
曜 ⑯
一‐‐●

日 ；時
. ? 帝『~『■ 町守ら÷*.~鈴方

: ! 」 1 .･瞬塞:鐸

鍵雛蕊
：:L' ‘,i r､占弔冒辱･竜 ：､言扉
8コき ﾑ 3 ﾑ ■■ .?眩‐宅宅 曾呈

日；時
乾宰健奉界 命舞審津 $･P＝

宰牽｡：空き E葺跨#患.!Z胃:

堂g認郵捷
震毒零謹謹:鳶

日 I時
罐
謡
一
言
一
垂
一
脚
》

《
稲
》
一
一
桧
峠
■
一
手
《
細
一
望
一

０
８
１
８
や
Ｂ

い

ＬＰ》

．

子

猴

》
‐
恥
い
》
－
，
球
１
曲
ユ

鉾

で

寺
男
、
滑
り
‐
魚
。

。
ｏ
・
■
マ
マ
ｑ

儒
抽
評
詐
龍
叩
必
群
舞

日 ；時
司
引

卸
楜

酌
ｆ

４Ｃ

■

鐙
》
一

一
痔
稗
一
声
一
産
巽
一
幸
一
》

由
啼
〆
酬
■
乳
１
Ｊ
？
．
稗
粥
恥

Ｂ
Ｉ
”

Ｐ
Ｄ
１

罰
滝
埠
刎
琴
霊
露

日 ；時
曙季韓?z目玲昌＊胃占旨房j＝写字

澪華堯毛F鐸.蕊:、
，蕪弓弓室三p普二象 .
ワマ ーーマ ←■訂F U P ■ 5 守凸

蒔芦5＝軍＝韮 4ﾗ箔 ＊､' 一・
》
４
↑
ず

一
一
一
一

一
雪
一

一
一
一
『
一

10月 ⑱
■■■■■■■

⑱
一一ー‐

⑱
el■‐q■

⑬
､一一口1

土
曜
日
曜 育

■ q■q■I■

2

⑬
、｡‐‐q

⑱
＝■■■■ 1■

⑬
■■ー一口

⑬
■q■4■‐

土
暇
日
曜
休
日 ⑯

B1■‐‐

⑱
､‐‐‐■

⑬
ローーロ

●

■

■

Ｆ

●

■ 土
曜
日
暇 ⑱
一一‐｡

⑬
‐ローq■

⑬
■一ー■■

⑬
■ ■■■■■■ 1

⑬
■■■■＝■

土
曜
日
暇 ⑱

『画一一■

⑱
■■■■＝1■

⑬
■■＝■■ q■■

⑬
｡‐ー‐

墜
溌
繊

煮
，
蝿
猟
密
礁
聯
喋

Ｉ
出
唇
岬
■
炉
心
逼
掴
出
口

一
毛
８
４
巾
‐
凄
肌
卯
兆
‐
乳
Ⅳ
哺

日
溌
塑
０
鮒

申
す
ｑ
ｊ

伊
叫
や
Ｆ
Ｌ
‘
↓

９
Ｐ

？
。
ｄ
日
。
’
巳
各
０
．
ｑ

Ｉ
寸
興

抑
押
惣
ト
陥
冊
川

購
燕
熱
岬

０
０
１
０
日
目
副
月

蒙
瞭
鰯
繩
蝿
酔
職
鈍

器
。
一
番
却
甥
争
辨
咽
沖
癖
岬

嗅
蕊
麺
識

義
燦
綴
蝋

ｎ
回
時
聴
飛
雛
繊

、

‐

１

十

‐
、
。
ザ
‐

？
！

０
余
菰
嘩
ｈ
臓
制

”
織
部
Ｍ
町
僻
佃
酬
出
咽
、
Ⅷ
的
枇
１

口
堀
蝋
辮
辨
納
蠅

丙
？
↓
恥
。
‐
賂
Ｉ
ｆ
廠
附
棚
叩

冨具篇;癖嚥』Ｆ噂

識蕊
守

Ｇ

４

４
１
１

１
『
ｊ
１
ｅ
口

鈩
恥
争
〃

咀
酬
制
川
町
洲
帆
例
ｗ

ｅ
、
け
■
１
。
■
ｑ
ｄ
９
も
■
Ｆ
Ｄ
口
騨
ｌ
Ｐ

■
Ⅱ
Ｌ
‘
？
肥
町
Ⅲ
可
附
１
脚
川
渦

満
調
證
魂
蕊
畿
極
那

卜

婆露呈;塞壁Ⅲ

燕蕊
11月 ⑱

■■■■■■■

土
曜
日
暇
休
日 ⑱

ー■■■■ I■

⑱
■■一一一

⑬
■‐‐q■

⑯
h‐d■●q

土
曜
日
曜 ⑬
車一一一

⑬
､‐‐。■4

⑱
ー‐ー｡

⑬
ー＝ご■■

⑬
Ⅱ■■■ー■■

土
暇
日
曜 ⑬
‐ローー

⑬
■ー｡－

⑱
pー■■■■ 1

⑬
■■■■■■ 1■

⑱
＝一一‐

土
休
日
暇 ⑱

q■■■■－1■ ‐一一■

土
曜

日 ；時
０
１
１
０
日
二

日 時 日 時

｡H ① 4 ■ 0

■■■■■■■■■■■■■

日 時 I 時 日 時

12月

日
曜

土
曜
日
曜

ー‐‐｡

土
曜
日
曜

■ ■■■■■■ q 、ー一■■ 1

土
曜
日
曜
休
日

、 q■‐‐0 やー■■ ’■ ＝■■■■■■ Ⅱ■ーⅡ■■ー

土
暇
日
休
休
日
休
日

時日 I
U

O

I

l

O

日 時 日 時 日 時 日 時 日 時

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
年次休暇 年吹累＃

ま

卜 胡気休暇
ロ
Ｆ
ｐ

蕊鶏騨#聯i職I

卜ザ』ｂＯ０

Ｇｐ４８、口
４ｌ９Ｄ４１

軒別弧
や‐９．４９

卜ザ』ｂＯ０

Ｇｐ４８、口
４ｌ９Ｄ４１

軒別弧
や‐９．４９

＋
ー遜ー
側

訓側、
●ｑｄ１４

梢

訓側、
●ｑｄ１４

I
ト
キ

梢

謡
荘

ｑ
●
Ｂ
■
、
可
・

両
設
鯏
か

軸
噛
杵
幹
叩
叩

、
４
１
ｖ
ｌ
ｒ
“

Ｆ
訂
抑
制

Ｄ
０
４
４
ｑ
ｇ
』

胴
輻
や
砿
叩
始
り

申
■
Ｌ
■
。
。

雪
ぬ
い
や
ｔ
腸

Ｐ
Ｇ
も
Ｄ
Ｌ
ｒ

諏
恥
』
脾
押
吋
ｗ

』
●
ｑ
口
『
■
毎

韓
国
引
和
肺

■

『
も
む
。

吋
皿
艸
詞
野

口
唖
旧
緤

マ
ー
ヴ
セ

ＰＧ

誼
剰
奉

豆
絶
叩
号
酔
い
｝

▽
回
、
ｆ
ｒ
ｆ

』
呵
噂
畝

備考

配

（

C

，
｝

出勤

週休日に変更した日

ネ
｜
⑥

時間単位の年次休暇

日単位の病気休暇

G

q

う
）

病気休暇による俸給の半 或

日単位の特別休暇

⑦
一
子

日単位の子の看護休暇

時間単位の子の看醗休暇

出張

休職

出張

休職

啓発

同行

自己啓発等休業

配偶者同行休業

診

健

総合的な健康診査

妊婦の健康診査又は保健指導

入 フ 4時間の勤勝時mの綱振りをやめた11 上 時間単位の病気休暇 卜 時間単位の特別休暇 ② 日単位の短期介護休暇 停職 停職 専従 専従貯可 妊 妊婦の通勤緩和

記
号

チ

②

④

超勤代休時間

代休日として指定した日

日単位の年次休暇

②
セ

ソ

迎続する股初のニルfnに係るplli位0〕'k即休暇

迦続する臓初の．皇肘11に係る時1,噸位のﾉk叩休暇

事後措髄としての時間単位の病気休暇

②
－

②
一
介

夏季休暇

日単位の介鰻休暇

時間単位の介鍍休暇

力

欠

キ

時間単位の短期介讃休暇

欠勤

就業禁止

育児

青

㈲

育児休業 ⑤ 日単位の短従許可
育児時間 短 時間単位の短従許可

育児短時間勤務職員等の出勤

し

週休

レクリエーション行事への参加

交代制勤務の職員等の週休日
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概
精
算
算旅費 請求書

第一号様式（甲）

109

支出官等

○○地方裁判所長
○○○○ 殿
概 隻 額

円

請求者
所属部局課(又は所属団体）

○○地方裁判所

０
ｑ
■
。
■ 宥 算 額

19，360

円

官職（又は職業） 職務の級

裁判所書記官 3

追 給 額
円

氏 名

○○○○ ⑳，
~一ﾆーダ

※

返 納 額
円

旅行命令権者印

⑳
腸一一戸

※

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄 道 賃

路程 運賃 急行料金 特別車両
料金その他

計

船 賃

路程 運賃
特別船
室料金
その他 計

航空賃 車 賃

定額 実費額

日 当

日
数 定額

宿泊料
夜
数 定額

◎0．．．｡ ○○○ 鉄道 ○○○ ○○市

村．

142.1

円

2,350

円

1,810

円 円

4，160

科． 円 円 円 円 円 科． 円 日

1

円

1,700

夜

1

円

7,800

。◎0．．00 ○○○ 鉄道

『.､一一三言･専一宙､ー~一可

Lppl
145.7 2，190 1,810 4,000 1 1，700

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1 I ｣ I 」1 l l

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキン
グする方法による(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

l l l l l l I I I -I-1 1 I

■
も

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

合 計 287.8 4,540 3,620 8,160

計

円 2 3,400 1 7,800

支度料

法第三十九条

の二の旅費

定額既給額 差弓｜額
円 円 円

円

上記のとおり旅費を請求します。

平成○○年○○月○○日

上記の金額を領収しました。
平成 年 月 日

氏名受取代理人 申 印

資金官 j渡.呂史
:平成1．6年ｲ(ワ,)第1．

ﾛ 屯一 ﾜ

所在尋問，検証

直帰

一 ■ 戸毛 4 マニ 時 ･ 1

2《3’4号：
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－

一

〆△、

旅行 丁。

簿
q八Fへ

- ~~一一一一一ー ~●ｰロー巳－6 〆U，”0 フマーー圧 ＝

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

110

所属部局課

○○地方裁判所○○支部
住所 難戦鑿凝難蕊翰重蕊重蕊蕊蕊鄭"… ……掴国璽園｡｡画画

g 11M
○○○○○○ 氏名

○○○○ 職務の級 平成 年 月 日 灘紬
平成 年 月 日 恕

発 令
年月 日

用 務 用務先 旅行期間
旅行命
令権者

の認印

旅行者

の認印

支出官

等認印

概算払

年月日 金額

精算払

年月日 金額

備考

○○○○○○

●､■▲へ ‐字■ ■“q q 早宇 ＝ ■ 一 註

察康23"f舜嬢｡○曇
所在尋問 ○○地方裁判月 日

日
○
○
○
○
月
月
叩
函
年
年
○
○
○
○
目
至 2日間 姪 ） ③ ③

円
○

○・○ 12，345
1■■

lｴI

○○○○○○
てん補 ○○地裁

○○支部

＝

皇｡?=9P:?｡:i同倒 ③ （つ ③ ○・○ 5，025

○○○○○○
〃

〃 =｡?Z9P:?｡:i日闘
ｳ 凸

③ ③ ④ 〃
〃
■

○○○○○○
凸 一一

深露瑠蕊嘩欝画嘩景 ○○地裁

○○支部

目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 ③ ③ ③ ○・○ 23，456

○○○○○○ てん補
○○地裁

○○支部
目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 ④ ③ ③
一

○・○ 5，025

○○○○○○
〃

〃
目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 〔 〕 ③ つ ※ 〃 〃

目 ・年 月 日

至 年 月 日．
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

一一
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一1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

支出負担行為即支出決定決議書

※

I

国庫債務負担行為整理番号 設定年度
一．■■ ●● ｡

電文 1 1 150 ※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく， 印影全体をマ

スキングする方法による（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

111

〃

決裁日

面莞巖年月日と同日

ロ

支出負担行為を誼認する
宮署支出官

口所 長

:／
代行襟閲事霧局長
代行鐵悶会計霊異

支出してよい
官暑支出官

号
所昊

代行機間事蕩局長

ロ訂正渋壼番

過一括

訴是 局長 次長 諜長 鋪僅 係呉 係員
藻員
(スカ琴〕

④
t L■ひ占

⑳
－五 二b
④
～一●4早

⑳
胃 ■

⑳
0，=←や口中』
⑳
一~今・三

司 ｡▲ ｡

整理番号 発議年月日 硫認予定
;年月日

年度 負担官 ｜相殺請求番号

区分 I

0005555 00．00．00 ○○・○○・○○ ○○ 00

所 管 0乳 簔郵所

会 計 QnnnO 一鍔全舅卜

郵 局 等 01, 蓋判所

■
令

雲 020 下級裁判所

』

目 091010 庁賢

;目の細 分

細 分 白齢寶誰痔雲 I妥の紬､修鑿料

借
主

､

氏 名
又 は
名 称

住 所

00003600ﾏﾙﾏﾙﾏﾙゾﾄﾞｳｼﾔ(力

000自動車 （株）

○○県○○市O○町1－2－3

金
融

機 関

店 釦

p⑥蝿行

‘畷錘蝋鶉蔵 f

錘調う郵溌 口座番号 ｜蕊蕩童魂謹6睡墓 金額 12．345円

外貨額

受入年度
及 び
受入科目名

1

1

負担区分 01 涌堂

支出決定区分 01 彌営

支払方法 3楯i入 支払時期 1彌鶯

精算額 弓 最終表示 未精算額 エ

分任官

分仕~目歪埋番号

摘 要 ＊庁用自動車（罵鰯鰯溌職灘鰄驍3認顯溌〉 コンビネーションメーター
等修理代金

局 課

工 事

仕訳区分

勘定科目(借方）

勘定科目(貸方）

予算事項 006 裁判運営の充実に必要な経喪

主要経費別分類 ワ￥ 一旦ザJ1凸Uソ苧云涯爽

発議係
コード

内 訳

種別 件数

関連番号 支払回数 略科目
コード

課税対象
表 示

， 債主別黄

出力区分1

払実績

出力区分2

02 004911

支払予員 胃年月日 00．00．00 精算予定年 月日 I
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塞
雨 求 書罐定人報酬

求 書
》
雨通訳人報閣II住所

I○○県○○市○○町I一2二3
.--- ＝ --一 一 一－

諸|住所
1○○県○○市○○

○○高等裁判所求』-今
（フリガチ){宝溌三宝遊二

御中者氏名 i ~O-0

‘竪成。●霊_(5)"OOO曇被告人OOOに対す尋殺人
鍾定人報酬を請求します。

平成○○年○○月○○日 ・

閃 頭 年 月 日 ｜ 出 頭

平成 、年． 月 日

(フリガナ){g率'二

氏名 i -○
ニ ミ ニ

'1

所

○○県○○市○○町1－2両
０

一■一一

⑳※
一一ユー

○○．高等裁判所

御中

瓢
○霜順誓ﾃ）

マルーマルマル

｡O○○

岳一

波告事件について，
－

率賎op¥(趣篭OCC鏡被告人pocαに対する’建造物侵入,窃盗,LI
出入国管理及び難民認定法建反，窃盗'鞭告事件につし計てう一通訳X報酬謡青求
します。

平成○○年○○月○○日

出 頭 年 月 日 ｜ 出 頭 場 所

場 所

巳

平成 年 月 日÷

ヱ 給 決 定

平成○○年O○月○○日

． ，係官印

事

一
⑳
一
国

※

額
呼
一
額
一
円 円

支 給

計¥500,

金

内I

決 定圭
一 給
｜
絵
筆

額 ’

000円

平成○○年○○月OO日
係官印⑳※

支

日当日分

鉄道賃臭 ．
一－－－－－

車貸・往彼

宿泊料

急行料

鑑定人報酬

卜
卓
跨
脚

1

－

事駅片道 キロメートル
駁・往復分

キロメートル

泊分

額 田金

内 分［
貝
分
逝
復

日当
一

鉄道賃畠◆

円
一
限
駅

キロメーI,ル片
往

I

車賃・往復 キロメートル

宿泊料 泊分

通訳人報馴｜

訳｜
■ 500, 000500, 000

振込先金融機関名

織'1驚駕一
振込先金融機関名

鯉融蕊座
通知‘別離

○○店． 9, 000

訳｜
振込先金融機関縞

支口 座番 号

『~bOdO6Cr;I

B－l烈､切手番号IO …‐ 一‐
店IOQ“

|振込年月日|平成年 月 一
一鋤斐座

通知，別段’
ロ 座番

I _OOOOOO

号預金

種別前記の支給額を領収しました。
平成 年 月

’
一
一
一
一
一

調
日
氏 同|小切手番号’ ○振込年月日|平成 年 月

前記礒給額藍箪喚し競肖た。
⑳

傭 日
氏名 ⑳

｜
ゴニ
ー
‐

備

考(注） 「支給決定｣， 『振込年月日」及び「小切手番号jは，論判所聡員が記載
する。

(注） 「支給決定J, f握込年月日」及び『小切手番号jは,裁判所職員が記載
する。

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
112



(別紙21）

21100850お客様コードNo NC

平成○○年○月○日

○○地方裁判所 様

》
一

※

東京都千代田区○○○
TEL:03-****-****FAX:03-**ﾈ*-****

〒××寺産〈害入 1234567

毎度ありがとうございます。

下記の通り請求ご請求申し上げます （ 締切分） ※

前回御請求額御入金額 調 整額 差引繰越金額御買上額今回御請求額

273,000 ￥273,000273,000 ￥273,000

|単位I 単 価 ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

伝票日付l伝票No
ロ
叩 番

ロ
叩 名 ｜｜ 数

ql

l型 額 備 考

|本25*250M合成紙製リストバンド12/4 3396 26 260,00010,000

消費税 13,000

l

’

L
’

一※印影のマスキング処理の方法については

形状に沿った形でマスクする。）。

1

印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の －

I
一

‐

Ｉ

1 1 I

113
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(別紙22）

囎勤 ③(経理係） ※ （管理係） ※

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。

114

所長 事務局長 次長 会計課長 課長補佐

③※ 、※ 、※ ③※ ③ ※

開 札 経 過 調 書

件 名 ○○○の製造

日 時 平成○○年○月○○日 （月） 午後3時30分

場 所 ○○地方裁判所中会議室

予定価格(A)
申一一一一I■q■‐4■q■U■1■q■q■q■1■q■q■＝q■｡■ﾛ■｡■や

入札番記敏金額
との比較金額

調査基準価格
■｡q■ーロー■q■U■ー｡■I■4■｡■l■｡■幸一｡●ー‐■

調査基準価格の
100/105に

相当する金額

落札者の

入札書記載金額
(B)

落札金額
(C)

予定価格
との差額
(A)-(C)

36,288,000円
ローーロＦｑｒ－“

ロー
ト

一一一ロロ・一。
▲

一一
ｑ
一一一一一幸毎つロロ

(34,560,000円）

21,772,800円
伊

Ｐ

■⑤1■■､ ■■ロ1■‐■1■d■■P■4■｡｡●つ■Dロ●つ■b q

も
り
４
１
８(20,736,000円）

25,100,000円

税1,255

26,355

,

，

000円

000円

『

■

9,933,000円

ｲ 1

参加業者名 第 1 回 第 2 回 第 3 回 備 考

㈱○○○○○○ 40,312,500円

㈱○○○○ 25, 100,000円 落札

㈲○○ 33,877,340円

(開札立会者）

㈱○○○○○○ ・ ○○○O:

㈱○○○○ ○○O○！

㈲○○ ○○○○

会計課課長補佐 ○○○○

会計課用度係長 ○○○○

会計課用度係 ○○○○

起案平成○○年○○月○○日 （月） 会計課用度係 ③ ※

落札率 72.63％ 予定価格調書作成平成○○年○○月○○日 （水）



(別紙23）

■ ■ー

名簿
番号
所 管
裁判所名

所管裁判
所ｺード

氏名
氏 名

ふりがな
生年月日

性
別 住所 ．

所属裁判所
(1)
所属裁判所
(2)

規則71の

指定裁判所
等

職業等

職
菜
分
類

職
菜
細
分
類

最終職歴
新任等
任命年月日

指
定
事
件
数

退職時

裁判所等
備考

1 OO aa99 ○○○○ OOOO S0．00 男 『OO市001一1－1 ○○簡 ○○地 本庁 大学教授(○O大学エ学部建築学科） 4 ア H10.8.1 8

2 ○○ aa99 ○○○○ ○○○0 s0.0.0 女 'O0市OO2-2-2 ○○簡 ○○地 本庁 税理士（○○会計事務所） 3 イ H8.10.1 5
h J卑七 T 凸 ■

3 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ SO.○.O 女 ○○市003-3-3 ○○簡 ○○地 本庁 司法客士(○○司法番士事務所） 3 オ H12.4.1 12

4 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0.○ 男 ○○市004－4－4 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 団体職員(○O県信用組合> ' H20.4.1

5 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0．0 男 00市005-5-5 ○○簡 ○○地 本庁 会社員㈱○○○） 9 ア H22.4.1

6 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0．0 男 OO市006=6-6 ○○簡 ○○地 本庁 医療法人理事 8 イ H22.4.1
I 5？

7 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．-0.0 女 OO市007－7－7 ○○簡 ○○地 本庁 歯科医院事務 17 H22.10.1 10

8 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S.0．0.0 女 .0O市008-8=8 ○○簡 ○○地 本庁 翻訳粟 17 H16.4.1 5
L 甲

9 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0d0.0 男 OO市009-9～9 ○○簡 ○○地 本庁 英鱈塾経営 17 H12.4.1 12
じ

10 ○○ aa99 ○○○○ OO○○ sOdOO
■

女 0O市OO1－10－10 ○○簡 ○○地 本庁 書道教室教師 17 H20.4.1

ー 〃

10

■ ■ 司 守 b色

11 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S､0．．0．0 男 O○市○○1-11-11 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 公務員(O0市役所） H22.10.1 11

12 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0.0.0 女 ○○市OO1=12-12 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 教員(OOi高等学校） H22.4.1 7
巳 ■ q

｡ ，

13 ■■■■■■■■ ■■■ ｰ■ ▲ 一 ’一 ■■■ I 生一

14 ＝． ■ U■■ ■■■
〆且 戸
＝

1 タX
15 ＝ロ

U■

E ヨ 君 T 9
『
［

16 閂ｰ ー己 0 曰
酉

H
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 割 3F



(別紙24）

労働審判員名簿

○○年○月任命労働審判員名蝉【労働者側｡○○地裁分】 発余祭月日__累成00年0月1日 担薗母体日本労働組合駆連合会

平成○○年○月任命労働審判員名簿【使用者側･○○地裁分】 発令年月日平皮00年O且1日 推国母体 （－社)日本経溺団体連合会
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川
替
号

卿
勤
務
庁

側
氏
名

州
フ
リ
ガ
ナ

卿
性
別

燗
生
年
月
日

(7駐 所

側
勧
業
等

伽
勤
務
耐
蝕

“勤務先名称

0，連絡先

竜鱈番号 FAX番号 e…iI

幽
公
瞳
の
経
験
の
有
無

咽
勤
務
先
業
種

“
箭
瓜
上
部
団
体

蝿
勤
務
先
の
規
棋

使用
］

■

Ⅱ

■

■

Ｆ

■

胴
動
研
先
導
で
の
身

分
．
地
位

蘭のみ
入

叩
人
事
・
労
務
担
当
者

歴
《
通
算
年
月
）

労働者
1E

例
所
属
す
る
労
働
組
合

等
で
の
地
位

期のみ

入

脚
労
働
組
合
執
行
婁
員

歴
（
通
算
年
月
》

や守巧Br”

状

Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ａ

労
働
大
学

可唾rP

児

通
侭
幽
座

そ
の
他

剛
再
任
者

四
倒
考

A加･･唖11

唖｡｡…I

3．．11

3．．11

0000

0，00

000，

0000

男

女

S0．0．0

S0．0－0

【】ロ県｡□雨｡【〕日TT－T I

0，凧｡【】雨[】r]町T一堂 ， ． I，

E

A

O皿捧，

O○労働組合． 。

OOOO

0000 OOOO。

OOOO

OOOO

B

M

，

P

C . ’

D l

E

F

C､

C

分局四

11.10

0

0 、

OODO

A20.･唾I』

《以下省略）

3口・’1 0000 0000 里 S0．0．0 【】【】鴎【］回雨nnErl－且 ロ E lA ○○唖、翻合 OOoO 0000 0000 M G C lA C 15“ 0 00，0、 、

叩
書
号

蝉
勤
務
庁

細
氏
名

叩
フ
リ
ガ
ナ

㈱
性
別

姉
生
年
月
日

(7駐 所

㈱
画
案
等

勤
務
形
鯉

“勤涜先名称

u､連絡先

電鰭醤号 FAX番号 ●一函N

皿
公
職
の
経
触
の
有
無

”
勤
務
先
業
柤

咽
所
属
上
錦
団
体

脚
勤
務
先
の
規
槙

使用者側のみ
紀入

胴
勤
務
先
等
で
の
身

分
・
地
位

価
人
事
・
労
秘
担
当
者

医
（
通
算
年
月
）

労働

卿
所
属
す
る
労
働
組
合

等
で
の
地
位

閲のみ
入

㈱
労
働
組
合
執
行
婁
員

歴
（
通
算
年
月
）

再寺､■戸

状

Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ａ

労
働
大
学

■汀ー『P

R

通
煙
鯛
座

そ
の
他

剛
再
任
者

画
備
考

日釦口･”11

日加･･唖21

・・61

・・11

0000

0，00

0000

0000

隅

里

S0．0．0

SO－O－D

｡⑥里、、帝nnl－もローT ロ

、n室、n南、n羽－3－ウ 1

A I

B I』

A

A

【拝】OODO

【】｡｡[〕I窪】 ．

0000

O⑥00

0000

0000

OOOO I

OOOO I

D I

M 1

N i

D

IA， ． ． I

A I

、-- I

E I

C．

p；

”、、

7回3

0

0

OOOO

B20･･唾I」

(以下省略）

ﾛ・’1 ． 0000 000， 男 S○.0．0 、n■nn語、、釘一石一垂 I 1 1 酵 【社】0000 ‐ 0000 IC l G IB IA IC 16“ 0 0000 ． ．
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労働審判員名簿の「(8)職業等」欄， 「⑫公職の経験の有無」欄， 「(13)勤務先業種」

欄及び「(21)再任者」欄における記載内容説明書

標記の欄に記載されている記号の意味は次のとおりである。

1 「(8)職業等」欄

（1） 下表に従い，任命日現在かつ現実の職業（例えば，派遣社員の場合は派遣

先の職業）を記号で記載している。

（2） 同日現在，無職の者は，本欄には「I」を記載している。

（3） 労働組合専従者については,在籍専従の場合は在籍している職業の記号を，

離職専従の場合は「D」あるいは「E」を記載している。

117

記号 職業名 備 考

A 会社役員

B 会社員（正社員） 役員を除く。

C 会社員（正社員以外） 〃

， 団体役員

E 団体職員（役員除く）

F 個人事業主 法人格なし

G 国家公務員

H 地方公務員

I 無職

』 その他



「⑫公職の経験の有無」欄

下表に従い，公職の経験の有無を記号で記載している。

2

「(13)勤務先業種」欄

｜ 下表に従い，勤務先の業種を記号で記載している。

無職の者は，退職時のものを記載している。

在籍専従者は，在籍している勤務先の業種を記載している。

離職専従者，労使の各業種別の団体職員等は，対応する企号

載している。

１

対応する企業

3

１
１
１

１
２
３
４

１
１
１
１ 等の業種を記

118

記号 公職名 備 考

A 労働委員会委員（現） 中央，地方を含む。

B 労働委員会委員（元） 〃

C 調停委員（現） 民事，家事を含む。

， 調停委員（元） 〃

E 司法委員（現）

F 司法委員（元）

G 民生委員（現）

H 民生委員（元）

I 審議会委員（現）

』 審議会委員（元）

K その他（現） 公職名を備考欄に記載

L その他（元） 〃

M 経験なし



4 「(21)再任者」欄

再任者である場合には， 「○jを記載している。

119

記号 業 種 備 考

A 農業，林業，漁業

B 鉱業

C 建設業

， 製造業

E 電気，ガス，熱供給，水道業

F 情報通信業

G 運輸業

H 卸売，小売業

I 金融，保険業

』 不動産業

K 飲食店，宿泊業

L 医療，福祉

M 教育，学習支援業

N サービス業

○ 公務

P その他（複数） 複数業種の場合等

Q その他（その他） 業種を備考欄に記載



（別紙26）

平成○○年（△）第○○○号等

裁判員候補者選定録

被 告 人 氏 名

被 告 事 件 名

選 定 日 時

選 定 場 所

立ち会った検察官

立ち会った弁護人

選定すべき裁判員候補者数

選 定 方 法

選定された裁判員候補者

そ の 他

○○○○

殺人

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分

当裁判所

○○○○

○○○○

○○人

裁判員候補者名簿管理システムによる

別添被選定者名簿のとおり

立ち会った検察官及び弁護人からは，異議などは出

されなかった。

平成○○年○○月○○日

○○地方裁判所

○勘
※

(選定事務担当者裁判員調整官○○○

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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叩

○
○
○

紙
（
ｑ
）
叶
○
○
糧
汁

ｰ

国
一

職
岬
岬
ｖ
鋼
穏

在
坦

Ｆ

１

甲

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

４

４

ご
ざ
』

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ｆ
Ｌ
‐
Ｐ

↓

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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*情報公開（司法行政文書開示）手続に初めて携わる方へ＊

◆情報公開（司法行政文書開示）手続とは

開示申出時点（①）において，裁判所が保有する司法行政文書（②）を，あるがままの状態で
開示する（③）手続

①開示対象文書の時的基準

開示対象となるのは,原則として，開示申出時点で保有している文書である（法2条2項柱書参照)。

→6頁総論編4「開示対象文書の時的基準」参照

Ｌ一一一一一一一一一一一ｂＣ－藍一合一一幸■》《一一》■幸。”一ＰＣ一一◇一》一一一一一一一一一《一一一一一一 一時一今》一一◇一一一

②ヨ,去行政文害

司,去行政文書とは「裁牛｣所の職員が臓務上作成し又は取づしこロ， 1コ事務に関する文書，図
画及ひ亀磁的記録てあって裁半｣所の職員が組織的に用いるものとして裁半U所が保有しているも
の」をいう（取扱要綱記第1）

→1頁総請編1 「司,去行政文害」参B
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◆主な不開示情報（マスキングを要する情報）（取扱要綱記第2の2）

､D個人識別情報（法5条1号参′"、

貝体例個人の氏名，生年月日

→10頁総諭編6「法5条1号6 日辛h

②法人等の利益侵害情報（法5条2号イ参照)，事務支障情報（法5条6号参照）

具体例：法人等の印影（2号イ)，裁判所内のメーリングリストのアドレス（6号)，入札経過調書

や開札経過調書中の「予定価格」（6号□）

→17頁総論編7「法5条2号から6号までの不開示情報について」参照

◆グローマー拒否（存否応答拒否）とは
開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示する
こととなるときは，当該司法行政文書の存否を明らかにしないで，開示しないことができる（取
扱要綱記第5，法8条参照)。

具体例：「私が被告となっている民事事件に関して作成された司法行政文書の開示を求める｡」との
申出への対応

（※不開示である旨を回答するだけで，申出人の個人識別情報を開示することとなるため｡）

→20頁総論編8「グローマー拒否」参照

※保有個人情報開示手続であれば，申出人本人に係る情報を開示できる場合があるため，申出人本
人に係る情報の開示に関する相談を受けたときは，保有個人情報開示手続の教示を行うことが適切
である場合がある。



＊窓□において想定される質問事項について＊

Q1 司法行政文書開示手続の際に，必要なものは何か。

A1 開示申出書の提出が必要です。

開示申出害には，①開示申出人の氏名及び連絡先，②開示を申し出る司法
行政文書の名称等司法行政文書を特定するに足りる事項を記載し，開示を申
し出る裁判所の総務課（最高裁においては秘書課）に提出してください（取
扱要綱記第7の1，第6)。
開示申出害の書式は，裁判所のウェブサイトにも掲載しています。

Q2開示してほしい文書の名称が分からないときには，どうすればいいか。

A2:必ずしも文言の正式な名称を記載していただく必要はありませんが，申出
をされる文書と他の文書が区別できるように，記録されている情報の概要，
作成時期等の情報を適育組み合わせて，できるだけ具体的に記載してくださ
い°

また，申出をされた後でも，職員が対象文書の特定のために必要な情報を
お尋ねする場合があります。
→4頁総論編3「開示対象文書の特定」参照

Q3司法行政文書開示手続にかかる費用を知りたい。

A3司法行政文書開示手続では，手数料を徴収することはしていません。ただ
し，対象文書の写しを求める場合は，コピー代等の実費をお支払いいただく
ことになります。

→29頁総論編1 1 「開示の実施等について」参照

Q4司法行政文書の開示の申出をした場合，すぐに開示してもらえるか。

A4原則として30日以内に開示。不開示の判断を行いますが，文書の探索や
不開示部分の検討などに時間を要する場合には，さらにお時間をいただく場
合があります。その場合は，開示期限の延長のお知らせをします。

Q5開示はどのような形で行われるのか。

A5対象文書の閲覧又は謄写をすることができます。
なお，電磁的記録について, USBメモリ等の記録媒体への複写はできま
せんので，予めご了承ください。
→29頁総論編11 「開示の実施等について」参照



Q6司法行政文書の開示の申出を行えば，裁判所が保有している情報を整理して
開示してもらえるのか。

A6司法行政文書開示手続は，裁判所が保有する司法行政文書を，あるがまま
の状態で開示する手続であり，裁判所が保有する情報を整理してご提供する
手続ではありませんので，必ずしもご要望にはお応えできない場合がありま
す。

→30頁総論編12「開示に代わる情報の提供と便宜供与としての情報提供」
参照

Q7訴訟記録について，司法行政文書開示手続を行いたい。

A7司法行政文書開示手続の対象となるのは，裁判所が保有する司法行政事務
に関する文書（司法行政文書）ですので，裁判事務に関する文書である訴訟
記録については，対象となりません。
→1頁総論編1 「司法行政文書」参照

なお，訴訟記録については，訴訟法による閲覧・謄写ができるものもあり
ます。詳細については，訟廷事務室職員がご説明します。

Q8司法行政文書開示手続により，私に閨する訴訟事件についての司法行政文書

を開示してもらえるのか。

A8あなた自身に関する情報の開示をお求めの場合は，司法行政文書開示手続
よりも，保有個人情報開示手続の方が適切な場合があります。
→20頁総論編8「グローマー拒否」参照

ただし，保有個人情報開示手続によっても，刑事事件や少年の保護事件に
係る裁判等に関する情報については，高度のプライバシーに係る情報である
ため，開示できません（平成27年7月1日から実施の「裁判所が司法行政
事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」記第9の1，行政機関個人情報
保護法45条1項参照)。
保有個人情報の開示申出には，開示申出書を提出していただくほか，免許
証等の本人確認書類の提示・提出をしていただく必要があります。



＊司法行政文書開示手続フローチャート＊（※1）

司法行政文書か否か

裁判事務に関する文書裁判事務に関する文書判事務に関する文書 司法行政文書司法行政文書司法行政文書

グローマー拒否とすべき事案か グローマー拒否とすべき事案か（※2）

e×.A(特定個人）が当事者となっている事件の事件簿ex.私に対して発付されだ逮捕状
ex.私が総務課に電ex.A(特定個 れた民事判決書 話した際の電話聴取薑

NOYES

開示文書は特定されているか

⑮ラ YES

I唖廼補正依頼

開示対象文書の探索

補正なし

千
辱亟

不開示情報の確認

不開示情報
なし

不開示情報

あり（

グローマー

拒否

（※3）

グローマー

拒否的

手続対象外
不特定手続対象外

全部開示一部開示

(※．5）
不開示（※5）

※1 このフローチャートは一般的なフローであり，個別の申出内容によっては，これに当てはまらないものもあり得る。

※2開示対象文書を特定した後に，グローマー拒否の検討を要する場合もある。

※3補正を促し，保有個人情報の開示申出に補正させることが望ましい場合もあることに留意する(20頁総論編8を参照)。

※4文書が存在しない場合としては，①文豐を作成又は取得していない場合，②文蜜を作成又は取得した後に廃棄した場合，
③短期保有文書として作成又は取得する可能性がある文書で，短期保有文書については保存や廃棄の記録がないことによ
り，そもそも作成又は取得していないのか，作成又は取得した後に廃棄されたのか判然としない場合がある。

※5 （不）開示通知書への不開示の理由の記載例は， 22頁総論編9を参照

不存在

(不作成･廃棄済）

（※4）


